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言「茗讃市嘉寓膚の摺曲」 を翼に⾏こう] “* * * 〝
「名護市嘉陽層の摺曲」 は、 天仁屋の摺曲と底仁屋の櫂曲、 2つの場所に分力ヽれています。 天仁屋の摺曲は、 海岸沿いにあることから潮位によっては歩‡ラできない場所ヵヾ数ヵヽ戸斤ぁり`

`… 見学できる季節や場所が違つてくるので、 見学条イ牛に十分注意しましょラ。 底仁屋の摺曲は、 悪天候でなければいつでも見学することができます。
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臺臺ー ゾ一ンー 二見学場所 ※落石注意!熱中症注意!
':ー ーー -A‥季節を問わず見学できる場所

見学可能潮位二ー00cm以下、往復時問‥約50分
ーーー-B二潮位に十分注意して見学する場所

見学可能潮位:60cm以下、往復時間‥約ー 時間30分
--・ー モ二夏場の干潮でも歩行が難しい場所

見学可能潮位: 。cm以下、往復時間‥約2時問
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はじめに
平成 24(20ー2) 9 月 ー9 日、 名護市指定文化財 「底仁屋の摺曲」 と天仁屋川からバン崎の海岸に

かけて連続して発達した摺曲が、「名護市嘉腸層の摺曲」として国の天然記念物に指定されました。

多数の複雑な摺曲、 地簾の逆転ゃタービダィ ト、 生痕化石など数多くの地学現象を限られた範囲

で魎察できる場所であり、 沖纏の島々の成り立ちを考え、 生きている地球を実感できる責重な場

所です。

名護市では、 この貴重な文化財を将来にゎたって守り伝えるための保存管理を行う とともに、

より多くの方々に知っていただき、 適切に活用していくため、 「名護市嘉陽膚の摺曲」 保存活用計

画を策定いたしました。

本計画では、 文化財保護法に則り、 また周辺の自然環境に配慮し、 地城の方々の意向を尊重し

っっ、 保存と活用にっぃてそれぞれの基本方針を示しています。

この保存活用計画が、 市民の方々が地域に残された文化財の保護と活用に更なる関心を寄せて

いただく]助となれば幸いに存じます。

末尾になりましたが、 本計画の策定に際し、 保存活用計画策定委員会の委員の皆様をはじめ、

文化庁、 沖′県教育委員会並びに関係各位のご指導~ご協カに対しま して厚く御礼申 し上げます。

平成 3。 年3 ⽉
名護市教育委員会

教育長 岸本 敏孝



ー

3

本書は、 国指定天然記念物 「名護市嘉陽贋の摺曲」 の保存管埋と活用にっぃて策定した保存

活用計画書である。

本誓は、 国指定天然記念物 「名護市嘉陽膚の摺曲J 保存活用計画策定委員会の計画策定会議

にて検討した成果をもとに、 文化庁及ぴ沖県教育委員会の指導を受けて策定した。

本賽では、 用語を次のよぅに整理して使用 した。

〈ー) 2か所の指定地の名称にっいて

「名護市嘉陽層の摺曲」 は2か所の指定地がぁる。 そのうち、 天仁屋川河ロからバン崎を

経て 、字嘉陽と の境界までの海岸とその後背地である山地を含む指定地を「天イ二屋の摺曲」、

国道 33ー 号の旧道沿いにある指定地を 「底仁屋の摺曲」 と表記した。

〈2) 工作物にっいて

工イ愴物とは、 地上又は地中に人工的に製作し設置す る ものをいい、 屋根及ぴ柱も しく は壁

を有する建築物を含むものとする。

本書における写真 ・ 図版等は 「図④」、 表は 「表〇〇」 と表記し、 参考資料は各図表の下に

表記 した。

本誓における見出 しの階順は 「第ー章髑第ー節蝿L 『 (ー) 蝿①髑ア. 蝿a.」 を例とする

ょぅに整理した。

巻末の参考資料の 「ー. アンケー ト調査」 において、 自由記入欄の誤宇・脱宇等にっいては`

記入者の意図を曲げなレヽ範囲で修正を行った。

参考文献は以下のとおり。

名護市教育委員会文化課文化財係 『名護市の自然』 名護市教育委員会(20〇3)/遅沢壮一 ・ 渡
邊康志 『名護ーゃんぱるの地質』 名護博物館(20U)/神谷厚昭 『琉球列島ものがたり 地贋と

化石が語る二億年史』 ボーダーィ ンク(2007)/氏家宏 『シリーズ沖の自然⑤ 琉球弧の海底

ー底質と地質ー』 新星図書出版株式会社(ー986)/平田大二・渡辺一夫 『日本列島 大地まるご

と大研究2 地簾の⼤研究』 株式会社ボプラ社〈20ー2)



第ー章 保存活用計画の概蔓
第ー 節 保存活⽤計画策定の経緯と⽬的
天仁屋川河ロからバン崎を経て、字嘉陽との境界までの海岸に※と して発達する嘉陽鷹及

びその後背地の山地 (以下` 「天仁屋の摺曲」) と、 平成4年に 「底仁屋の摺曲」 と して名護市の天

然記念物に指定されていた国道 33ー 号の旧道沿いにぁる嘉陽ー (以下、 「底仁屋の摺曲」) の2か
所が、 「名護市嘉陽層の摺曲」 と して平成 24(20ー2)年9月 ー9 日に国の天然記念物に指定された。

底仁屋の摺曲は、 国指定以前から高等学校の地学実習ゃ地元小中学生の文化財め<〝りなどで長

年利用されてきたが、 それに対して天仁屋の摺曲は地元の人々や研究者以外、 一般的にはほとん

ど知られていなかった。

天然記念物への指定以降` 特に天仁屋の摺曲にぉしヽて見学会ゃ研修会、 高等学校の地学実習で

の利用をはじめ個人での見学など、 現地を訪れる見学者が大幅に増加傾向にある。 見学は主に徒

歩にて行ゎれており、 海食崖に沿って海岸を歩行ずることになるが、 徒歩での見学はある程度潮

が引かなぃと危険を伴い、 水驚事故ゃ落石、 崖崩れなどに注意が必要な状祝である。 このため、

当該文化財の適切な保存管理やより安全な活用方法の検討が必妻となってきた。

今後も見学者の増加が考えられる二とから、 それに対応する保存管埋及ぴ利活用の方法等を検

討し、 保存活用の基本方針を定めるため本計画を策定することと した。

なお、 現在のと二ろ、 訪れる見学者のほとんどが団体、 個人を問ゎず教育 ~ 学習目的での利用

であり、 魎光目的の利用 (光客) は限られているため、 活用における基本方針の策定にあたっ

ては主に教育・学習目的での利用に焦点を絞って検討を行ってし`る。 さらに、 「名護市嘉陽膚の摺

曲」 の内容が自然科学的な要素を含み、 でき方ゃその仕組みにっしヽて極めて専門性を有すること

から、 特に小中学校の児童生徒が学習に利用できることを念頭に内容を整理した。 本計画の基本

方針が、 洸目的での利用における活用の基本方針の土台にもなるものと考える。
※ 悔に面した山地ゃ台地の悔岸部で主に波の浸食作用によってできた崖のニと,

翼2節 保存活⽤叶画簾定婁貴会の組鸞と経遣
ー. 保存活⽤叶書簾定賽員会の組驚

保存活用計画を策定するにあたり、 「名讃市嘉陽層の摺曲」保存活用計画策定委員会〈以下「策
定委員会」) を設置し、 文化庁文化財部記念物課及び冲.県教育庁文イヒ財課の指導を受けながら

策定委員会を運営した。

豪ー 簾定饗ー会委ー名簾

⽒ 名 _ 役 ブ翼

委員長 大城 逸朗 おきなゎ石の会 会長

副委員長 渡邊 康志 名護市文化財保存調査委員

比慕 伝英 名護市文化財保存調査委員

宇佐美 賢 沖,県立博物館-美術館 主任学芸員

新垣 裕治 名桜大学国際学群観光産業専攻 教授



上運天 栄 国頭地区理科教青研究会(名護市緑風学園 教諭)
前田 裕子 名護市観光協会 理事長

我如古 盛光 天仁屋区 代表

豊里 司 底仁屋区 区長

比嘉 徳幸 名護市久志支部区長会 会長(平成 28 年度)
兼濱 富男 名護市久志支部区長会 会長(平成 2g 年度)

【指導】
柴田 伊廣

濱川 靖

【豪務局】
座問味 法子

岸本 敏孝

中本 正泰

比嘉 久

渡口 裕

松原 彰子

【ォブザ⼀ノヾー】
松尾 太士

【コンサル】

文化庁文化財部記念物課〈平成 28・29 年度)
沖纏県教育庁文化財課(平成 28・29 年度)

名護市教育委員会 教育長(平成28ー29 年度)
名護市教育委員会 教育長(平成 29 年度)
名護市教育委員会 教育次長〈平成28ー29 年度)
名護市教育委員会文化課 課長(平成 28・2g 年度)
名護市教育委員会文化課 文化財係長(平成 28・29 年度)
名護市教育委員会文化課 文化財係(平成 28・29 年度)

名護市久志支所(平成 2g 年度)

株式会社 国建(平成 29 年度)



〇 「名護市嘉陽層の摺曲」 保存活用計画策定委員会設置要綱
平成 29年2月 ー7 日 名護市教育委員会告示第ー7号

(設ー)
第ー条 国指定天然記念物 「名護市嘉陽層の摺曲」 の保存活用計画を策定ずるため、 「名護市嘉陽屓
の摺曲」 保存活用計画策定委員会 (以下 「委員会」 という。) を設薯する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、 吹のとおり とする。
(ー) 「名護市嘉陽膚の摺曲J 保存活用計画の策定に関ずる事項
(2) その他保存活用計画の策定に関し、 必要な事項
(組織)
第3条 委員会は` 委員 ー0人以内で組織する。
2 委員は、 次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する〟(ー) 学識経験及ぴ専門知識を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任斯)
第4条 委員の任期は、 「名護市嘉陽層の摺曲」 の保存活用計画の策定が終了するまでとする。 ただ
し、 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、 前任者の残任斯問とする。2 委員は、 再任されることができる。
(委員長及ぴ副委員長)
第5条 委員会に委員長及ぴ副委員長をそれぞれー 人置く ものと し、 名護市教育委員会が選任す
る。
2 委員長は、 委員会の会務を総理し、 委員会を代表する。
3 副委員長は、 委員長を補佐し、 委員長が欠けたときは、 その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議 (以下 「会議」 という。) は、 委員長が招集し、 その議長となる。
2 会議は、 委員の半数以上が出席しなければ、 これを開< ことができない。
3 第3 2 項第ー号に掲げる委員がゃむを得ず会議に出席できなしヽときは、 委任状の提出をも
ってその出席に代える二とができる。

4 第3条第2項第2号に掲げる委員がゃむを得ず会議に出席できないときは、 委任状の提出また
は代理人の出席をもってその出席に代えるニとができる。 ただ し、 代理人は委員の所属団体等の構
成員に限る。
4 会議の議事は、 出席委員の過半数でこれを決し、 可否同数のときは、 議長の決するところによ
る。
(報償及ぴ旅賽)
第7条 委員が会譲に出席した場合の報償及び旅費は、 名護市条例 「特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及ぴ費用弁償に関する条例」 に準じて支給する。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、 必藝があると認めるときは、 会議に委員以外の者の出席を求め、 説明又は意見
を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、 名護市教育委員会文化課文化財係におし`て処理する。(その他)
第 ー。 条 この要綱に定めるもののほか、 委員会の運営その他に関し必栗な事項は、 委員会にて協
藁して定める。

附 則
ー この要綱は、 告示の日から施行する。

この要綱の施行後、 最初の委員会の招集は、 第6条第ー項の規定に関ゎらず、 教育委員会が行

鱒
〕'N 。

この要綱は、 「名護市嘉陽層の摺曲」 保存活用計画の策定が完了 した日に、 その効力を失ぅ。



2・ 保存活慮叶ロ鷺定賽ー会の鍾邁
本策定委員会は、 平成 28 年度から 2g 年度にかけて計6回開催し、 委員会にぉける意見や決

議を踏まえて事務局が保存活用計画を策定した。 なお、 計画策定にあたり、 委員会の運営ゃ意

見の取りまとめ、 計画書の印刷製本などの支援業務を株式会社国建に委託した。

豪2 委ー会及ぴヮ-キング会疇賽疇内容

臍〝 言日 礦 ` "-平~〔・〔' `〕~`・萱_ *~ ~亨~尋}〕'~`]~了困^_・一~~ ל ؏ . 〟〟〟 `・・{」`_・ 〟 ̀
平成 29 年2月 28 日 第ー回「名護市嘉陽層の摺曲」保存活用計画策定委員会

ー. 委員長~副委員長の選出

2・ 亭業内容及ぴスケジュール

3・ 保存活用計画の内容にっいて

4. 現地視察

平成 29 年5月 3ー 日 第2回「名護市嘉陽層の摺曲」保存活用計画策定委貫会

ー. 現状整理及ぴ利用実態の確認

2・ 今後の検討事項とスケジュ一ルの確認

平成 29 年7月 ー3 日 第ー回「名護市嘉陽層の摺曲」ワ一キング会議

ー. 「名護市嘉陽層の摺曲」の本質的価値【二ついて

2・ 本質的価値に応じたゾ一ニングの考え方につしヽて

3・ 本質的価値の保存と利用環境のバランスにっいて

平成 29 年8月 2g 日 第3回「名護市嘉陽層の摺曲」保存活用計画策定委員会

ー・ 本質的価値の確認

2・ 利用実態の確認

3 .  利活用について

平成29年ーー 月 8 ⽇ 第4回「名護市嘉陽層の摺曲」保存活用計画策定委員会

ー. 利活用についての現状と謀題

2. 利活用に関する基本的な考え方について

3・ 周辺整備-管理運営に関する基本的な考え方について

平成 3。 年ー月 ーー 日 第2回「名護市嘉陽層の摺曲」ヮ一キング会議

ー・ 保存・管理の地区設定について

2 .  地区ごとの保存ー管理の方法にっいて

3・ 現状変更等における取扱方針と基準について

平成30 年ー月 25 日 第5回「名護市嘉陽属の摺曲」保存活用計画策定委員会

ー・ 保存・管理に関する基本的な考え方の確認

2・ 利活用に関する基本的な考え方について

3・ 周辺整備~管理運営に閲する基本的な考え方仁っいて

平成30 年2月 28 ⽇ 第6回「名護市嘉陽層の摺曲」保存活用計画策定委員会

最終確認
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キング会議の様⼦
左上ニ第ー回委員会く平成29年2月 28 日〕`右上ニ現地視察(平成2g年2月 28 日)
左下ニ第3回委員会く文化庁諷査官指導、 平成 2g 年8 月 29 日)、 右下ニ第2回ワーキング会譜(平成 3。 年ー月 ーー 日)

図ー 委員会及ぴヮ⼀



蠣3範 本計画に係る名攫市の関遵計画等
ー・ 纂4次名奮市轍合叶薗 【平成 26 (20ー4) 年厦】

平成 2ー(2009)年度に策定された第4次名護市基本構想と、 平成 26 年度に策定された後期基

本計画は、 地城資源と人材を生かし、 自然と共生しながら、 市民の知恵と行動によるまちづく

りを進め、 名護市の将来像の実現に向けた長期的な方向を示す指針と して策定された。

<墓本理念>
〇ともに生きる
~人` 自然、 地域社会ヵヾ生命豊かに支え合ラまち~「共生」

〇自 らはぱた<
~伸ぴゃかに自分らし〈はぱたける誇肌ニ満ちたまち~「自治」

魄きぁぅ
~まず一歩が力を集結し、 大き〈鼓動するまち~「協働」

<まちづ〈りの目標>
人と自然が響きあぃ 未来をひら< 和みのまち
<地区別目標>※-部抜粋
〇豪海岸地区の将来目標
地域風土を生かした交流空間の形成~自然と共生する地域環境づ〈り~
鯉本方針
①自然を活用した交流の支援

本地区には、 沖纏特有の美しい海岸線と豊かな山林資源、独特の歴史文化等魅力ぁる資源を有し

ていることから、 自然体験ゃ文化体験等の地城資源を活用した多彩なメ二ュ一を整備するとともに、 自
然環境の保全~活用に努めます。
さらに、 地区内への観光客の滞留促進や、 地域産物の販路拡大及び収益性の向上を図ります。

く閲遭施策>
政策2‥ふるさとに誇りを持ち心豊かな人を育むまち

L施策5「文化活動の充実」

・「文化財めぐり」によつて市民が文化財に関する知識を習得できる環境づ<りを行ラとともに、 「文化財
め<〟叫丿案内人養成講座」を継続実施从市民案内人を育成する。
政策3ニ自然の力を生かし創るエコな自立型産業のまち

L施策2「観光の振興」

・地域の観光資源を保全するため、 景観法ゃエコツ一リズム推進法等` 各種制度の活用仁取り組む。
・地域の歴史ー文化資源の保全~活用ゃ名護市内限定産品の創出等、関係機関を主体とした多様な

誘客戦略の実施を支援する。
政策4:人の和でつ<る自然と都市が調和した快適なまち

L施策ー 「自然と共生するまち」
・本市の有する豊かな自然環境の保全を基軸としながら、 自然環境と調和した土地利用の誘導を図る

ため、 弓ーき続き「都市計画マスタ一プラン」等に基づ〈開発と保全との調整を行ラとと剖二、 各種土地利

用誘導手法にょる土地利用の適正化に努める。
ー環境意識の高揚を図りつつ`監視体制の充実等を進めること!二より、 自然地でのごみの不法投棄防
止に努める。
引き続き必要な支援等を行いな力ヾら、 地域住民による海岸清掃活動を促進する等、地域との協働に

よる自然地の保全に努める。
ー河川整備ゃ海岸整備に当たっては` 関係機関との連携の下で、地域特性や防災性を考慮しつつ、
自然環境ヘの負担低減、親水性の確保に努める。



2 .  名竈市豪髏叶薗 【平成 25(20ー3) 3 月】

名護市景魎計画は、 景魎に関運する諸問題の予防策と して機能するだけのものではなく、 特

徴ある魅力的な景攪を市民・ 事業者 ・行政等が協働で創造しヽ その活用を図ることで地城がよ

り活性化して経済効果をもたらし、 さらに全ての市民にとってふるさとに対する愛着や誇りが

今以上に育まれる効果を生み出 し` 継承されていく ことを想定して策定された。

<彙観まちづ<りの墓本理念>
①ふるさと景観の再発見 (気づ<)
②ふるさと景観の保全 (まもる)
③ふるさと景観の創造 (つくる)
④ふるさと景観の周知 〈広める)
⑤ふるさと景観の活用 (いかす)
⑥ふるさと景観の伝承 (伝える)
⑦郷土愛と誇りの育成 〈育てる)
<市の彙観将来像と轟観形成方蛛>
鯱観将来像
「 三つの海とやんばるの森に抱かれた 山紫水明 ぁけみぉのまち "なご"」
鯱観形成⽅針
<澄んだ「三つの海」と緑深き「ゃんぱるの森」がつ<りだす特徴ある景観を守り、 育て、 いかす
・それぞれの「景域」における特徴ある魅力を守り、 つ<り、 育て、 いかす
・それぞれの「景域」における眺望ポイン卜からの景観を守り` 育てる
ー「ゃんばる」の中心都市として` 住まう人が誇りに思い、 訪れる人々を魅了するまちなみ景観を創造ずる
それぞれの「景域」の景観特性を象徴する、 魅力ぁる沿道景観を持つ「景観軸Jを守り、 つ〈り、 育てる
・「市民」「事業者」「名護市」ヵヾそれぞれの役割を果たす、 協働にょる景観まちづ〈りを推進する

<豪海岸>
鯱徴

東海岸地域は、 やんばるの森と美ぃヽ海岸線に囲まれた豊かな自然が広がる地城です。 地域内には
東西を貫〈国道 33ー 号と、 市街地地域に通じる県道 ー8号線ヵヾ通っており、 その沿道には個性ある集落
ゃ農地の景観、 数多〈の眺望点が連なっています 。
このような景観上の特徴から` 束海岸地域を3つの「景観」と2つの「景観軸」に整理します。
景観ニ集落景観、 農村景観、ゃんぱるの森
景観軸‥東海岸景観軸` 大浦・大川景観軸

〇課題
集落景観
'山ゃ海、 川、 マングロ-ブ等の自然と集落との調和を大事にしてい〈必要があります。
・地域景観の情報発信を行ぅことで、 資源としていかしてL`くことが求められています。 一方で、観光客増
加によるデメリッ卜も考えてしヽ<必要があります。
東海岸景観軸
'遠景を意識し、 周囲の自然との調和と印象的な景観演出による魅ヵぁる沿道景観を地域全体で育て
て い〈必要があります。
〇地蠣の景観将来像
「緑豊かな山々と懐深き大浦湾 花と緑が育む朝日輝〈水の里 東海岸」
〇糊の彙観形成方針
ー集落景観では` 集落と山ー川ー海ー空との調和を図っていきます。
・農村景観で{ま` 農業と景観と<らしを-体的に保全します。
”やんばるの森では、 きまりをつ<って地域全体で保全しまず。
・東海岸景観軸では、 自然と調和した印象的な沿道景観を育てまず。
・大浦・大川景観軸でーま`地域の玄関ロとして魅力的な景観を演出します。



第2章 名護市嘉陽の楷曲の概要
第ー節 指定の経緯
嘉陽…ま、 主と して沖′県東村有銘から金武町金武岬までの*本島束海岸側に分布する新生

代古第三紀始新世の前~中期 〈ぉよそ5000~4000 万年前) に形成されたターピダィ ト※とよ縄まれ

る砂岩と泥岩の互‥ヵゝらプよる地でぁる。 「嘉陽膚」 という名称が初めて用いられたのは、 昭和

34(ー959)年にアメ リカ地質調査所にょって行ゎれた沖本島の軍事地質調査 〈第5汰) の報告

においてであるが、 この報告書の中で嘉陽膚の模式地のひとっとされたのが、 指定地である天仁

屋の摺曲でぁる。

底仁屋の摺曲の頭は、 旧県道 70 号線 (現国道 33ー 号) 道路建設の際の開削工事によって薫出

したもので、 ゃがて市内の高等学校の地学実習の場と して活用されるようになり、 道路沿いに位

置する利便性や大規模な摺曲が聞近に攪察できることから、 県内有数の地学実習の場と して中南

部の高等学校にもその活用が広がっていった。 平成4 (ー992)年ーー 月 ー 日には 「底イ二屋の摺曲」 と

して、 名護市の天然記念物に指定され、 その保護と活用が図られてきた。

一方、 天仁屋の摺曲は先の地質調査報告耆で模式地の一っとされたが、 この報告書はアメ リヵ

の軍事地質の報告書であったニとかち出版物と しては一般的ではなかった。 その後、 専門的な研

究論文の中で度々取り上げられ、 一般向けには昭禾ロ 6ー (ー986) 年に出版された氏家宏著 『琉球弧

の海底』 において紹介されたが` 地元の人々ゃ研究者以外にはほとんど知られていなかった。

名護市では、 天仁屋の摺曲が多くの地学現象が限られた範囲で攪察でき、 それぞれの現象の閲

連を考察できる重な自然であるとの認識から、 平成 ー9(2007)年度ヵゝら天然記念物ヘの指定に向

けて調査を開始すると ともに、その普及や活用にも取り組むこととなった。そして、平成24(20ー2)

年ー月 ー6 日、 天仁屋の摺曲と、 すでに名護市の天然記念物となっていた底仁屋の摺曲をあゎせた

「名護市嘉陽層の摺曲」 の国の天然記念物ヘの指定に関ずる意見具申を文化庁に提出した。
※ 地震などがきっかけで起こる悔底地ずべりにょり発⽣した、 乱泥流とし`ゎれる梅底土石流にょって悔底にできた堆積物

のこと。

第2節 指定の内薯
〇文部科学省告示第 ー48号 (官報 平成 24年9月 ーg 日 号外第 204 号)

名 称 名護市嘉陽膚の櫂曲

種 別 天然記念物

面 積 860,7ー3.9雌

所 在 地 沖県名護市字天仁屋前原 825番22 (底仁屋の摺曲)

沖県名護市字天仁屋後原 865番ー (天イ二屋の摺曲)

沖県名護市字天仁屋後原 865番ー地先 (天{二屋の摺曲〉

指定基準 昭和二十六年文化財保護委員会告示第二号 (国宝及び重要文化財指定基準並び

に特別史跡名勝天然記念物及ぴ史跡名勝天然記念物指定基準) の 「天然記念物

三 地質鉱物」 のぅち、 (一) 岩石、 鉱物及ぴ化石の産出状態、 (二) 地~の整

合及ぴ不臺合、 (三) 地層の摺曲及び衝上

_。



簾3節 指定の説明及びその範團
〇月刊文化財588号 (平成24年9月号)
現在の日本列島の骨格は、 3億年ほど前からの海洋プレートの沈み込みに伴う地層の付加作用ー

により形成されてきたことが明らかになってきた。 サンゴ礁に縁取られた沖*ー地域も例外ではな

く 中生代三畳紀以降、 おおむね西側から束側に向かって次々と堆積物が付加されて成長してきた

ことが分かってきた。 こ う してイ寸力ロされた堆積物のうち一番新しいものが沖〔本島の東海岸に分

布している。

沖県名護市天仁屋からバン崎にかけての海岸には、 今から 4000 万年ほど前の新生代古第三紀

女台新世とぃぅ囁寺期に付加された嘉陽層と呼嚢まれる地膚が典型的に分布ずる。

嘉陽層は、 当時の海溝付近の深海に堆積したタービダイ 卜と呼霧まれる砂岩と泥岩の互層からな

る地層が、 プレー トの沈み込みに伴い吹々と陸側に付け加ゎった付加体の地膚を主体とする。 嘉

陽層の中には、 地層の様々な堆積構造、 海底地滑りにょる地層、 沈み込むプ レー トの圧力にょり

形成された逆断層、 ことに地膚の摺曲現象が典型的に発達するa 逆断層、 摺曲軸面ともに北西方

向に傾いたものが卓越する。

砂岩層の堆積構造と しては、 平行葉理璽を主体とするが、 砂岩層上部にクライ ミング リ ップ⼃レ蝿を
伴ぅ場合もぁる。厚ぃ砂岩層の轟上部には、 泥岩贋の同時礫(rip・upcーast)~を含む場合もある。

また、 砂岩層の下部には、 砂岩層堆積時の荷重による下位の泥岩の注入構造も見られる場合があ

る。

また、泥岩を基質 と し、砂岩層の礫を含む乱雑な構造を示す海底土石流と考ぇられる堆積物が、

下イ立の存少岩泥岩互‥を肖ーjり込んで堆積している様子も察できる。

砂岩泥岩互層にみられる摺曲構造の波長は、 互層する砂岩ーが厚いほど大きくなる傾向があり、

20cm以下の厚さで砂岩贋と泥岩層が繰り返すような場合は、 教科書的な摺曲が発達する。 ことに

バン崎周辺では見事である。 また、 よく察す る と摺曲から逆断に移行す るよぅな構造も普通

にみられる し、 摺曲に伴う砂岩層の伸長ゃ引きちぎれが起こっていることが確認でき る。

また、 比較的厚さの薄い砂岩層の下底面には、 深海に棲息する底生動物によって形成されたと

考え られる生痕化石髏がしば しば察される。 なかでも、 蜂の巣状模様の寿享丿蓼夏彡」'蔓萱豆。姦、 規貝ーj的蛇

行を繰り返す凌e}m豆・墓r渇。璽・藝綿云。夏姦r房a襲互e` そして同心円状の葺p夏r墓r房量憂冴eなどが代表的であり、
いずれも水深 2000m を越える深海底の環境を示すものと されている。

嘉陽の地質年代を直接的に示す データ はないが、 礫岩…こ含まれる、 前期始新世を示す有孔

虫化石 (凌”赫”芝z・享夏s 喜巖鼻轟〟墓享e姦臺z・璽) を、 嘉陽層堆積時の浅海域から流入したものと考えて、5000~
4000 万年前と推定される。

嘉陽層の地層は、 地質学の基本的な現象でぁる摺曲構造が見事に発達ずるほか、 砂岩層の堆積

作用を示す様々な構造、 嘉陽膚が堆積した深海底の環境を示す生痕化石、 さらには、 プ レー トの

沈み込みにより付加された堆積物から形成された日本列島の成り立ちを示す様々な現象が保存さ

れており、 極めて重要である。

ー 悔洋プレー トが大睦プレー トに沈み込む時_ 悔澤プレ一 ト上の堆積物の一部が犬瞳プレー トの淵にはぎ と られ、 押L付けられて< りりく現鞠
2 羹埋とは⼀枚の地雇 (軍膚) の中にみられるさ らに細かな縮債様の震のニとで、 箪膚に対して薫埋が平⾏になっているもの。
〕 窒ッ扉ノレと(喜風ゃ水の働きにょって堆積廣の嚢面にできる肢状の槙簾のニとで` クラィ ミング リ ップルは水平方向だけでなく上方にも積み翼

ょっ 】リ ッ ルのこと。
董 まだ完全に固まっていなぃ虎岩などの堆積物の岩片が、 ほぽ伺時期の堆積物中に取り込まれて礫状になったもの〟 偽魔と もいぅ~
“ 悔底に生鼻していた生物が晦底面を遣し`回った痕ゃ生括して~`た巣穴など~ 生物がぃた痕跡が化石となったもの〟

ーー



凡績ー・
ー [指定範團

名疇の裏疇膚檀曲の揖定蜷囲闔ー ・ ・

天仁量の擢曲
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図2 指定地の対藁地疇の範麗を示す堵ロ



薦4節 指定地の状況
ー. ⼟壇尻賞賽
天仁屋825番22 名護市

天仁屋 865 番 ー 名護市

2・ 文化薫の翼竈ロ疇
〇文化庁告示第4号 (官報 平成25年ー月 3。 日 第5975 号)
名護市を管理団体に指定する。

3 .  ⼟髏利鳳翼蕩
(ー ) 天仁ーのー翼

天仁屋の摺曲の指定地内は、 裸地、 野草地、 広葉樹林が広がっており、 一部アダ ン林と なっ

て いる。 指定地内に地はなく、 営農 ・ 営林は行われていない。 また、 指定地の西側境界の海

岸には、 民間の自然体験施設がぁる。

(2 )  ー鱒の檀膚
底仁屋の摺曲の指定地内には、 野草地と広葉樹林が広がっている。 また、 指定地南側入口に

は名護市水道部が管埋する天仁屋ポンプ場がある。

~縄鱒 _璽・~鱒麟 _”ー _m;雛
中轟贋瞳宅地鸞 胴 遣翼費遍纏股 ・ パイナップル畑 ・ 潰又償鱒

ーー鸞区 - 磯蕁縄艶投 - 餐飄 ・ 轟・驚

裏雷攣区 - 薦雛麺鰻 - その鮑の攪⽊魎 裏亀

裸地 ・ ェ!亀区 羹髏 債~ー髏鸞亀 ⼝ 翼轟

-公蓬薯橿地区 -竈賽エ蕁中の地鸞 -ー讐 - 賽・ダムー邉など

- 文棚区 麗 ・ 體

ー 鱒縄 ー "縄 ー "鱒m^ェ“)
- 籍ー縁髏 ・サトワキビ贋 _ _`ー _` 〝 欝翼欄蕁(天鱒)

國3 土鮑薫ー慮現況図

「沖纏県⼟地利⽤規制現況図」(平成 29 年3月、沖鶴県)より作成
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4 .  指定地にぉける法令尊にょる纏覇の攪況
(ー ) 史疇名麟天然記憲物

〇根拠法令
文化財保護法

魄制内容
規制地は原則として現状の変更を行うことはできない。現状の変更又はその保存仁影響を及ぽず

行為についての許可カヾ必票

( 2 )  森林地域

指定地は、森林地壕のぅち地壕森林肝画対藁⺠有地となっている。
〇根拠法令

森林法
鯱髑ー 内容

森林所有者その他権限に基づき森林の立木竹の使用又は土地の使用又は収益をする者は、 地
域森林計画の対象となってしヽる民有林(但し保安林、保安施設地区の森林を)の立木を伐採す
るには市町村長にその旨を届出なけれぱならなぃ。

売貿ゃ相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、 市町村長にその旨を届け出なけれぱ
ならない〈国土利用計画法に基づ<土地売買契約を除〈)。
また、 開発行為(土石又は樹根の採掘、 開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の取り

の自然的条件、 その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこぇるものをぃう)をしようとする者
は知事の許可が必要でぁる(但し、保安林並瓜二保安施設地区の区域内及ぴ海岸保全区域内の森
林を除〈)。 また、 火入れをしよラとする場合は、 森林又は土地を管轄する市町村長の許可を受けな
けれぱならなぃ〟

(3〉 都市叶團区域
指定地は、都市計画区壕のうち非線弓ーき区墳(用途麒外)となってぃる。
〇根拠法令
都市計画法、建築基準法

鯱制内容
①都市計画区域内にぉいて、 政令で定める規模以土の開発行為(主として建築の用又は特定エ

作物の建設の用に供する目的で行ラ土地の区画形質の変更)について許可が必要。
②建築物を建簗しょうとする者は、 建築主事等の確認カヾ必亜。

( 4 )  震彙振興地域
抱定地は、農彙撮輿地壕のうち農朋地区城外となっている。
〇根拠法令
量業振興地域の整備に関する法律

〇規制内容
①土地利用についての勧告

.用地区域のみ
②開発行為の制限
農用地区域以外の区域内における開発行為仁ついても、農業振興地城整傭計画の達成仁支

障を及ぼす恐れがあると認められる峙は、 開発行為者に対し、 その事態を除去するために必婁な
措置を講ずることヵヾできる。
③農用地等の転用の制限
農用地区域のみ
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( 5 )  漬賞権股定地域
指定地の海域は名護潰協にょり潭彙権ヵ{設定されている。
〇根拠法令
沖絹県漁業調整規則

〇規制内容
漁業権の設定されてLヽる漁場内において岩礁を破砕し、 又は土砂若し〈は岩石を採取しょぅとする

者は、 知事の許可を受けなげれぱならなぃ(岩礁破砕等の許可)。
岩礁破砕等の許可を受けようとする者は、 申請書に、 当該漁場に係る漁業権を有する者の同意

嘗を添ぇ、知事に提出しなけれぱならない”

〇
甦

凡 例
・ 埋蔵⽂イヒ財包醐 皿 都市計画区域
囲 史跡名勝天然壹己念物 皿 農業振興藁也域
ー 指定地 ⼝ 森林鮒

慶4 ⼟地利⽤漬籠壇況図
「沖纏県土地利用規制現況図」(平成 2g 年3月`沖縄県)ょり作成
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第3章 名護市嘉陽属の摺曲の文化財的価値にっいて
第 ー 節 名護市嘉陽層の摺曲を構成する婁素

「名護市嘉陽贋の摺曲」 は、 天仁屋の摺曲と底仁屋の摺曲の2か所が国の天然記念物の指定地

となっている。 このため文化財的価値付けをするにあたっては、 天仁屋の摺曲、 底仁屋の摺曲そ

れぞれにっいて、 「本質的価値を構成する諸要素」 「本質的価値に関ゎる諸要素」 「指定地内のその

他の諸要素」 「指定地以外の周辺にぁる諾要素」 の4っに分類し、 検討する。

_ 」 「名甕市臺鵬 「_ 本賣的価値を攪 _ ⾃然的蔓 _ (ー)地費・地膚に閲ずる
膚の擢曲」を 成する猪要柔 薫 要豪
債成する藝豪

本翼的価位に闔 L一 然的 彙 (ー 地形に する 轟「 ゎる諸蔓素 自 蔓 ) 蘭 婁
名
讃
菫 (2)海攪ーニ蘭する婁轟
疇
寓
擢 指定地内のその (ー)動植物に閲する婁曲 L ・
」 他の諸要轟 ⾃然的賽素 け 轟

歴史的嚢素 」 (ー)指定文化財

社会的賽豪 ⽃ (ー)ェ作物

指定地以響の ⾃然的婁素 (ー)指定地外の臺隅膚
周辺にぁる諸纂
豪

く2)地形に闔する賽素

社禽的婁素 (ー )ェ作物

(2)林遣
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豪4 名轟市賽鷹膚の櫂曲を纏成する賽轟

遭

天仁量の擢曲 底仁晨の橿曲
本翼的価値 轟陽層'級化層理と漣・ ー・を債成する 睾菫的 青_鼻嚢奮要蓮~ 痕‥生痕化石ー地層の 轟陽圖横臥摺曲 等
諸蔓豪 ~ 摺曲-逆断層 等
本糞的価臺 (ー)地形に蘭す 璽誓(森林地域)ー自然 山地(森林地域)

「 __蘭わる諸 自然的 る婁轟 海序
名 ~ _護 嚢豪 (2)海壕ー_蘭す 〝 _吏 要素 る要轟 ,毎面下の嘉陽層

鵬 哺乳類ー鳥類・爬虫類ー暑 ョ伽 (ー)動ゎ幟 両生類・昆虫・ォヵャド 霊菫萱膣蕁
カリ ・` ; ` /

曹 指定地内の 蔓豪 する嚢豪 植寡 海羊生物 希少 ヵー丿類ー`希少植物
その他の緒

歴史 的 天仁屋バンサチの火立
ー_賽豪 婁素 ( )指定⽂化財 跡

社 会 的 天仁屋ポンプ場ー説明
ー ェ " 萱豪轟 ( ) 作物 自然体験施没 板_案内サィン

咄剛の 萱真着ー冨ォ菖宣嚢萱萱 _自然的 藁陽膚 域等 “ ′'~
指定地以外の凰辺 蔓轟 (2)地形に蘭す 農地(農業振興地城)、 農地(農業振興地城)、
ー二ぁる諸蔓轟 る要轟 山地(森林地域) 山地(森林地域)

(ー)エ作物 説明板ー墓地 一社会的 _賽素 (2)林遣 ハサマ林道 底L屋林 _

※動物に閲しては、 「名護市の自然」(平成 ー5 年、 名護市教育委員会)より、 ⽂化財指定範囲もし〈はその周辺で兒る可能
性が高いもの(動物ニᵌ ᆅ ( 哺乳類~ᴱ ) 、 名護市内(鳥類~爬虫類~昆虫ーオカャド力リ)。
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薦2節 名竈市寡疇膚の櫂曲の本質的価債
〈嘉陽層と付加体)
嘉陽層は、 海底地すべりにょって海溝付近の深海に堆積したターピダィ トと呼ばれる砂岩と

泥岩の互層を主体とする付加体起源の地贋である。 付加体とは、 海洋プレー トが海溝で大陸プ

レー⼘の下に沈み込む際に、 海洋プレー ト上の海底に堆積した地層の⼀部が⼤陸プレートの海
溝惧ーーのふちに剥ぎ取られて陸側に吹々 と付け加ゎった地層の集合体のことである。 ⽇本付近の
海溝では、 古生代以降、 新しい付加体が古い付加体を大陸側へ押 し上げてその下に潜り込む付
加作用が繰り返されてきた。 琉球列島を含む⽇本列島の⾻格の主要素は、 この付加作⽤ででき
た付加体と考えられている。 付加体は、 プレー トの移動に伴い次から吹ヘ堆積物が付加 し、 さ
ら馨こその蝿きで摺曲や逆断が形成されるなど複雑な地質構造となっている。

(形成年代)
沖島北部に分布する地層群も中生代白亜紀から新生代古第三紀にかけてのイ寸力囁体でぁり、

上記のよ ぅな地学現象によ り形成された複雑な地質構造をもっものでぁる。 この中でも嘉陽層
は、 新生代古第三紀始新世に付加されたもっとも新しい時代の付加体である。 なお、 嘉陽の
年代にっぃては、 同層の礫岩に前~中期始新世を⽰す⼤型有孔⾍でぁるヵヘイ⽯ (〝”加“丿‥es
ama〝〟sae〟sz~s) の化⽯が含まれている⼆とから、 おょそ 5000~4000 万年前と推定されている。

幻' _

““ 【伽作用幟縞み】

図5 付加作⽤にっいて

(地学現象)
天仁屋川から南⽅向のバン崎にかけては、 高さおょそ ー5~20m の連続した海⾷崖を形成し、

地の露出状態は⾮常によい。 海食崖に見られる嘉陽層には、 様々な堆積構造ゃ地質構造が見

られ、 特に地層の摺曲現象が発達している。 この摺曲は、 海底斜⾯上の堆積物の滑落やプ レー
トの動きによって、 横⽅向の圧⼒で地層が折れ曲がったものでぁる。 一方で、 堆積椿造の⼀っ
である漣痕も見ることができ、 海底で⽣じていた⽔流の存在が確認できる。



(堆積環境)
天仁屋海岸では、 比較的厚さの薄い砂岩層において、 深海に棲息する生物が這い回った痕と

考えられる生痕化石を鰯察することができる。 生痕化石の形状は、 現在の水深 2000m 以上の深

海底で見られるものと同様のもので、 嘉陽層も同程度の深海底で堆積したものと考えられる。

一方、 指定地より も北に位置する名護市宇天仁屋有津で発見された礫岩層中のヵへイ石 (貨幣

石) は浅瀬に住んでいた生物の化石でぁる。 浅瀬で一度堆積した地贋が海底地すべりにょって

周囲の地膚と ともに深海で再堆積したものと考えられ、 地球の激しぃ息吹を感じさせる堆積環

境を推測することができる。

(本質的価値)
以上のように、 嘉陽一の地ーは、 日本列島形成を語る上で重要な付加体形成をはじめと した

地殻変動、 堆積現象、 深海の生物群集の痕跡な どプレート境界で生じる典型的な地質現象が良

く保存されている。 これらは、 現在も進行する海岸侵食によって、 高さ最大約 20m ・海岸延長

約 ー.6km の断崖で連続露頭と して察することができ、 古第三紀以降の地質現象ゃ冲纏島の成

り立ちとともに、 現在進行形で生じている大地の変動を現している。 「名護市嘉陽層の摺曲」

は、 何億年もの時の流れの中で営まれる地球のダ イ ナミ ックな活動と、 それに伴い複雑にから

みあった環境の下で形成されており、 その活動を連続的に観察でき、 実感できる貴重な場所で

あるといえる。

纂3節 本貫的価値を構成する疇蔓賽
ー・ 畠然的裏豪
(ー ) 地貴・地膚に蘭する裏豪
① 寡積膚の特憧

嘉陽層は、 当時の海溝付近の深海に堆積したタービダィ トと呼鬱まれる砂岩泥岩互を主体

とする地層でぁる。 夕ービダィ トとは、 地震などをきっかけに起こった海底地すべりにょり

発生した乱泥流と呼ばれる現象によって、 深海まで持ち込まれた土砂が堆積しだもので、 級

化層理が発達した砂岩 ・ 泥岩の互層を特徴とする。 二の砂岩泥岩互層が付加作用によって陸

側に押 し付けられ、 海上まで押し上げられて陸化し` 沖纏島北部の東海岸に現れている。

嘉陽層では砂岩と泥岩のほか、 乱泥流の痕跡と思われる堆積物も多く見ることができる。

すでに堆積し、 まだ完全には固まっていなしヽ泥岩が舌L泥流に流され、 一定の塊状になって砂

岩とまじりあった状態で固まったもので、 固まっていない泥が塊状になって礫のように見え
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ることから、 偽礫といゎれる。 この偽礫を含む堆積物が、 砂岩泥岩互層の間に入り込んでい

る場所があり、 存少岩泥岩互蝿を]って堆積してしヽるのを察できる場所もある。 また、 この

堆積物の中に前~中期始新世のヵへィ石が混じっており、 嘉陽層のぉょその年代を把握する

ことができる。

国頭層群嘉陽層(固結千枚岩、 片岩、 粘板岩、 風化帯 20m~30m 膚で発達)
_ 国頭層群嘉陽層砂岩(国頭山地に分布、 固結砂岩、 中粒~粗粒、粘板岩片を含む。 瘡理面よ〈発達し、 薄

い粘板岩はさむ地表面付近は層厚5~mm 風化)
… 国頭層群轟陽層砂岩ー粘板岩互層(国頭山地に分布、 固結砂岩、 粘板岩互膚、 膚理面よ〈発達し、擢曲も
・ みられる。地表面付近は層厚5~20m 間風化進む)

国頭層群嘉陽尼頁岩ー粘板岩(国頭山地に分布、 固結頁岩、粘板岩主体、薄い砂岩はさむ〟 地表面付近
は層厚5~20m 間風化進む)

_ 国頭層群嘉陽膚礫岩(名護市東部大浦仁分布、砂岩~粘板岩円礫含む〟表膚部は風化)
図8 名護市表贋地翼團

「表膚地質図」 (平成3年廣、 沖纏果) ょり作成
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豪5 堵責疇代区分嚢

(霜璽葦翼) 【董籠】 名髏荊:ぉける鴬右 主なで實ごと
轟雛 *大彙簾貴耀 (名婁市轟古の鵬、 ‡薦蓑出` 範55恥 隼創)

_ _7m ・ 嚢攣の氷纏 *ナゥマンゾゥ⽅ * 蕎川フィッシャ寵驚 (ハ薫薫動、 鱒 ー 万恥加 年繭)* ⽩簾集攫⾵竄膚⽳遭寶 (右遣市` 鞄2万7剛 隼艶)
轟 *サキタリ薦遺薫 (薫蠣市` 轍3方隼瓢)
飄 !柵 m (.ー.鱒) *嚢生人肺モ・サビェンスの出翼 (25方撃薗)

轟轟雛享謂⼆瞥讐髏… 〇鯛右鴎の奮積が蜷實る (ー00 ⽅掌艶)
飄ー (_ー-贅ー)

璽代 獅⽅⑪
疇糊

誓 gggヵ3伽 〇 ⻲尻ー帥董積 (5叩 万撃囁)
量 中馳 剛 *嚢初の人ーの出嚢 (7m 万撃囁)

裏
三 2302 万縄 糊

臺 3390 万
臺 ~維 ggm万 藤縄・縄) ・藁ーーの鸞蠣・付鸞 *ヵへィ右

剛
鵠m 万 * 轟竈 ・ ァンモナイ卜など幟翼⽩憂縞 ⻲轟ー・瘍…ー ・名髏ーの攣積・付颯 (ー傭ー卿~ー攫撃戴)ー ~ ~g。。 方 (〒~ー ・ 翼鸞 ・ 體~ー)) ・ 伊江ー ・ 本蠍ーの堆積 ・ 付加 (ー 債40m ~ ー 債 3叩。 ⽅隼驚)中 幕薫囁 * ー薫の出裏隼 ジュラ鰯 (チ~_〝・ 〒” ' ⽯贖' * コノドン⼘の麟代 ~e鵠 ' 醐) _2 ' _3。 ⽅ * 恐竈 ・ 7ンモナイ卜なとの繋彙

三憂編 *簾乳轟の出瘍(トリ7ス縞) 〇今傭仁ーの攣積・付加 (2債3伽万撃醜)2 ~s22。⽅ ・ この驚攪以鷺の付旛作⽤にょり鷺薫列嚢の⼟台が鵬膚され轟〟' *・_ 憤幽) *三彙醸ーフズリナなどの鯱F」螢墨 ・ ネ纏~に倉まれる右灰貴の髏積
2債98蜘万 *巖虫蠣の出嚢・麒列⻲轟古の嘗⽯鍋平ー轟債平囁中の右鵬右麟縄 右壇轟寶簾鸞中の〒ャ-ト
3遺5090⽅ * フズリナの出裏_ず 縞 * 膏隼飄の出嚢

寓 ナ ) *臀糊糊上ー
生 4傭 ー920万代

シルル縄

~ 434。 方・ビ ~ ・ E本憂古の化右蝿⼃ドントォルト ス鰯 * ~飄の上~
4 傭 854。 万

ヵンブリ7縞 * コ⼃ドン⼘の攫覇g~ “m万 *隼齏の鯱鱒な臺化

先
璽 〇 E太轟古の嘗右_囃簾嘗
ブ ・⼤髏の出翼
ー

菫 *隼貪の出裏
〇漬洋の出嚢46簾 ・ 壇薫の魍

※「名護市嘉陽属の槽曲ハンドブ`ンク」(平成 26 年、 名護市教青委員会)、 「名護市の自然」(平成 ー5年` 名護市教青委員

会)参照 ※地質に閲するて瀋ごとく〇)` 生物に関するて砦ごと(*)
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② 翼{ヒ膚轟と潭潰

土砂が海底に堆積する時、 ょり粗い粒の堆積物が先に海底に沈み、 次第に細かな粒の堆積

物がゅっく り と海底に沈んで一をっく る。 この積もり方の構造を級化膚理という。 乱泥流に

より砂や泥が海底に一気に流れ込んできた場合、 粒が粗く 重たい砂が先に堆積し、 徐々に粒

の細かい泥が堆槙して いく ため、 一回の堆積での砂岩と泥岩の境目は不明瞭でぁる。 逆に堆

積ごとの砂岩と泥岩の境目ははっきり しており、 その違いで一回の堆積で積もった層 (単層

とぃう) の範囲がどこからどこまでなのかを知ることができる。

天仁屋の摺曲では級化層理が発達しており、 砂岩と泥岩の境目の違いもよく魎察すること

ができる。 また、 単層中では泥岩より も下に堆積するはずの砂岩が泥岩の上にぁる部分が多

くみられ、 本来は逆でぁるはずの~が逆さになっていることから、 いたる所で地層の逆転が

起こっていることが分かる。

地層の逆転は摺曲にょって生じるもので、 地層が急角度で折れ曲がり倒れこんだ部分で地

ーの逆転が発生する。 砂岩優勢の河口側では摺曲の規槙が大きしヽため、 薫出状況のよくない

場所では摺曲 して いる状況が把握できず 、 地層の逆転している原因が分かりにくい。

また、 他に嘉陽層の堆積構造を示すものと して漣痕がぁる。 漣痕とは、 リ ップルマーク と

もいゎれ、 風ゃ水の動きによって堆積層の表面にできる波状の模様のことで、 嘉陽層ではし

ぱしぱこの漣痕の化石を見ることができる〟 嘉陽層で見られる漣痕の化石は、 その堆積時に

海底でゆるやかな水流があったことを示している。

'、 ~ '了ー ノ~ }驚ゞ〟・'

図9 「名護市臺 層の擢曲」の級化贋理

③ ⽣瘍化⽯
生痕化石は、 生物の活動の痕跡が化石となったもので、 汰の乱泥流までの時問的な隙間が

短い` 比較的薄い砂岩膚の底面に残っていることが多ぃ。 砂岩層の層厚の薄い天仁屋の海岸

のバン崎周辺では、 多く の生痕化石を見ることができる。

嘉陽層の生痕化石は、 規則正しい渦巻や蛇行~ 網目などの模様を見ることができるが、 こ

れは深海底の泥の上を生物が這し`回った痕ゃ海底の堆積物の中に生息する生物にょって作ら

れた穿孔の痕で、 このよぅな形態の生痕化石は、 現在の水深 2000m を超える深海底で見られ

るものと同様のものでぁり、 嘉陽層も同程度の深海底で堆積しだものと考ぇられる。

生痕化石は、 泥の上を這い回った痕跡であるにも関わらず、 砂岩…こ凸状に現れている。

これは海底の泥の上で生物が這い回ってくぼみができたあと、 乱泥流によってもたらされた



こって上になった泥岩が浸食により削られ砂がそのくぼみを型どり、 その後地層の逆転が起

有効である〟現れたものである。 生痕化石は、 地層の逆転現象の判断ご丿ヮ
ー】た結果、 砂岩層

図ーー 天仁屋の摺曲で見られる生痕化石
左上二スピ口ラフ工、 右上‥へルミントイダ

左下ニコスモラフェ、 右下ニパレオディクチオン

④ 地ーの檀曲

とが分かる。

れょり河口側 (北側)
パン崎側 (南側) では泥岩の割

天仁屋の摺曲は、 天仁屋川河口からパン崎 (北東から南西) に向かって倒れ
_
】

______

嘉陽層はノ

岩相は河口から約ーkm地点のあたりで大<変化しており

では砂岩の割合が大きく膚厚も厚い砂岩優勢なのに対して

こ ことから、

合が増加して層厚が薄く なり

層が発達している。

ー
、 」`また

、

互岩泥岩砂なか細

、

砂岩は流動性が小さいため曲がりにく <、砂岩

が厚いほど摺曲の波長が大きくなる傾向があ

る

摺曲 した地層の谷にあ

砂岩優勢の河口側では、 大規模な

たる部分を向斜、 山にあたる部分を背斜という

のため、

ことができる

ー
。 】

摺曲を見る

`
ー

 
〉
 

`
` 

で見られるのは背斜のみで、 向斜は地下
_ー
」】

に埋没しており見る

ヵ

図ー2 パン崎周辺に⾒られる細かな摺曲きない。ことがで



一方、層厚の薄い砂岩泥岩互層となるパン崎周辺では、地膚が曲がりゃずく非常に細かな摺

曲が発達している。 これは、 十分に固まる前の泥岩贋が柔らかく 、 砂岩層と砂岩層の間で瀾

滑熱jのように働き、 細かい摺曲が発達したものと考えられる。

需曲 ー
力を受ける前の 両側から押される 摺曲かできる
水平な地層

地〔の ・今 〝 今・

逆転
力を受ける前の 大き〈 傾ぃて横倒し 逆転した地属
水平な地虜 摺曲する になる ヵ堵きる

図ー3 地膚の檀曲と逆魍

⑤ 遵断膚

逆断贋は、 地層が両側から押されたときにできる断贋である。 天仁屋海岸では、 摺曲に伴

し`摺曲軸が全体的にバン崎に向かって傾斜する逆断層をし`くっも嵐察ずることができ、 特に

規模の大きな摺曲の背斜構造の南側に顕著に見られる。

断層面に沿ってー万が
もう一方に乗り上げる

図ー4 逆鯱膚の成り立ち

⑥ 債動檀曲

底仁屋は砂岩優勢の地贋からなり、 付加作用

に伴い摺曲の向斜軸が傾斜して生じた摺曲構

造でぁる。 向斜部分が横からの強い力を受けた

ことにより向斜軸が横倒しになった摺曲で、 横

臥摺曲とぃう。

‥「‥鷹_〟『 '_
図 ー6 底仁屋の横臥擢曲
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第4節 本賣的価値に蘭ゎる疇賽豪
ー. ⽬然的賽豪
(ー ) 地形に蘭ずる賽裏
① 山地 (森林地域)

九州南部から台湾にぃたる弓なりに連なる島々 を琉球弧とよび、 沖(島はこの琉球弧の中

ほどに位置している。 名護市の所在する沖島北部は、 標高 400m前後の山々が連なる沖纏島

の脊梁山地を形成する地城にあたり、 中生代後斯~新生代前期の堆積物である国頭群層 (名
護層、 嘉陽層) が作る地形である。 このうち、 指定地周辺は多野岳ゃ一ツ岳から続く標高 ー00m
級の山地の東端にあたり、 名護市の東海岸沿いでは最も標高の高い地城である。

名護市の東海岸は、 海面下の平坦地が陸化した海岸段丘である。 海岸線に沿って階段状に

「〟縄ーー天仁屋の後背丘陵部及ぴ底仁屋の丘陵
ゴ ロ 胤鵬 " 晰ーー

地の植生は、 市内にある多野岳・名護岳・ 電靄霧 竄
辺野古岳・久志岳などの山地斜面と丘陵部 `〟 馨闔駕 濃
ゃ段丘部の大部分で見られる植生である。
また、 海岸沿いは段丘が海にせまる急峻

な斜面で、 土壌が浅く、 ところどころに基
岩の翼出が見られる立地に成林する植物

が生育しているほか、 強風のため植物の生 `
育が悪く、 概して低木状の群落となってお ~`
り、 風衝地特有の相関を示す植生である。 團” 名髏市の攫寓分布圓

「名護市の自然」(平成 ー5年` 名護市教膏委貴会)ょり輻戴して加藁

② 自然膏鸞
天仁屋の指定地範囲及ぴその周辺の海岸は、 人工的に改変されないで自然の状熊をそのま

ま残している自然海岸である。 嘉陽卜ヵ蓑随所轟ニ出しており、 それを砂浜と崩れた嘉陽層の

土砂ゃ礫が覆っている。 また、 一部ピーチロ ックが発達している。 海岸は絶えず風や波浪の

影響を受けており、 特に台風時にはその影響が非常に大きい。 このため、 常に地形が変化し、

崖崩れなどの自然遷移が著しい。

図 ー8 指定地周辺の⾃然海岸 図ー9 ピ一チロ〕ン
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(2 )  海域に魔する賽豪

① 海⾯下の纂鷹贋
海面下には、 海食崖から続く嘉腸層が発達している。

窮5節 指定地内のその他の疇震豪
ー. ⾃然的裏薫
(ー ) 動橿物に闔する賽豪
指定地を含む名護市は、 豊かな山地と多くの河川渓流を有しており、 沖島に生息する動櫃物

のおょそ29%が生息している。 また、 国 ・ 県の天然記念物等に指定されている動物や採取が禁止

されている希少植物も市内で確賣忍されている。

2 .  犀史的豪裏
(ー ) 指定⽂化財
① 天仁震バンサチの火立薫 【名贋市指定⽂化財 (史疇・名飄)】

名護市内には現在 84 の指定文化財があり、 指定地内には名護市指定文化財 「天イ二屋丿ヾンサ

チの火立跡」 がある。

琉球王国時代、 王府は海上を行く貢船や異国船を監視するための 「遠見番」 を各所に設置

し、 2人ー組の3交代制で監視にあたっていた。 情報伝達手段と して峰火を用いたため 「火

立」 とも呼ばれ、 バン崎 (バンサチ) にもこの火立の跡が残っている。 バン崎の火立跡は沖

本島の束海岸の伝達ルー ト中にぁり、 東村のギナン崎の煙を確認してう るま市の宮城島ヘ

っないだ場所である。

(_(藝

図2ー 天鱒バンサチの火立跡位ー図

3・ 社会的蔓裏
(ー)エ作鴨

既存の工作物と して、 天仁屋の指定地の西側境界の海岸には、 指定前に設ーされた私設の自

然体験施設がある。 また、 底仁屋の指定地内の南側には指定前から名護市水道部が管理してぃ

る天仁屋ポンプ場と市指定文化財 「底仁屋の摺曲」 の説明版 (国指定後に板面のみ取り替え)
が設置されており、 「名護市嘉陽層の摺曲」 の案内サイ ンが国指定に伴い設置されている。
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第6節 指定地以外の周辺にぁる疇蔓豪
ー・ ⽬然的豪轟
(ー ) 指定地外の賽疇贋

嘉陽層は沖島北部地域におぃて広範囲に広がっており、 指定地外でも指定地と同様の地質
現象を察することができる。 特に、 天仁屋崎から北西の海岸は、 以前から天仁屋の摺曲とと
もに地質研究のフィールドと して利用されており、 天仁屋の摺曲と同様の地質現象を察する
ことができ、 岩石標本の採集も可詣である。 また、 天仁屋川上流では生痕化石の転石を見るこ

とができる。

(2〉 地形に囁する婁豪

指定地の周辺地域は、 裏地ゃ森林が広がってぉり、 亭二章業振興地域 ・ 森林地域 (地城森林計画

対象民有林) となっている。 そのため、 今後届出にょって開発される可能性がある。

2 .  社会的裏纂
(ー)エ作績

天仁屋の摺曲の指定地周辺にぁる工作物と して、 天仁屋集落から海岸に降りてく ると、 海

岸入口には 「名護市嘉陽層の摺曲」 の説明板が設置されてぃる。 天仁屋川河口付近には、 天

仁屋集落の墓地があり、 指定地とも隣接している。

(2 )  林遭

天仁屋の摺曲の指定地周辺の山地には、 指定地の近く までハサマ林道、 底仁屋林道という

2本の林道が整備されており、 今後、 林道が延長される可能性がある。



第4章 現状と課題
第ー節 保存・管理にっいての現状と課踵
ー・ 保存・讐糧の現状

「名護市嘉陽層の摺曲」 の主な管埋項自と して、 天仁屋の摺曲にっいては台風の後などに見

回りを実施しており、 底仁屋の摺曲は、 定期的な見回り と法面の除草作業を実施している。

工作物と して、 天仁屋 ・ 底仁屋両摺曲付近の道路には案内サィ ンを、 天仁屋川河口部及ぴ底

仁屋の摺曲の南側入口には 「名護市嘉陽膚の摺曲」 の説明板を設置している。 また、 天{二屋の

摺曲の指定地の境界には境界標を設置している。

加えて、 国の天然言己念物ヘの指定に伴い、 「名護市嘉陽屠の摺曲ハン ドブック 」 の作成、 見学

会の開催、 測量ゃドローンによる空撮を行っている。

2・ 保存・賽糧の疇襲
天仁屋の摺曲には境界標が設置されているものの小さくて分かりにく く、 底仁屋の摺曲には

境界標の設置を行ってぃないため、 双方とも指定地の範囲が現地で不明瞭で、 知らずに毀損し

て しまう可能性がある。

天仁屋の摺曲は風雨の影賽にょり地形の変化が想定され、 崖の崩落の可能性がぁる場所も何

か所ヵゝ確認されている。 生痕化石等の地質資源においても、 波浪や風雨、 人為的影響にょる磨

滅、 サンプル採取等による現状変更が懸念される。 また、 漂着ゴ ミ も多く散乱している。

底仁屋の摺曲は、 風化にょる崩落の危険性があり、 札頭の法面&‡植物の繁茂睦こょり察ヵ彗阻

害される二とが懸念される。

第2節 利活用についての現状と課慧
ー. 利活薦にっいての現状

現在 「名護市嘉陽層の摺曲」 は、 個人 ・ 団体を含め、 多く の方に利用されている。 天仁屋の

摺曲を見学するには、 徒歩のルートとヵヤックを利用するルー トがあるが、 ほとんどの方が徒

歩での見学を行っている。 底仁屋の摺曲はその見学の容易さから、 県内の中高生を中心と した

団体利用者が大型バスで訪問しており、 特に9~ー0月にかけて多く利用されている。

今回利活用の現状を杷握するにぁたり、 アンヶー ト調査及びヒアリ ング調査を行った。 また

調査とは別に、 ゎんさか大浦パークの協力のもと海上視察を行った。 策定委員会の委員ゃ地域

の観光に関わる団体が参加し、 実際に 「名護市嘉腸膚の摺曲」 がどのように活用されているの

かを体験した。

(ー) ァンヶ⼀ ト疇臺

平成 28 年度に主に教育機関向けの利用状況調査、 平成 29年8月に天仁屋の摺曲において利

用状況の現地調査、 平成 29年ー0 ・ ー2月に天仁屋区 ・ 底仁屋区の地域住民ヘ利活用に関するァ

ンヶート調査を実施した。 アンヶー ト讀査ヵゝら、 現在の利用目的ゃ活用状況を知る二とができ

た。 また、 利用者 ・周辺住民の今後の利活用にっいての要望等もうかがえた。

3。



さらに、 名護市区長会による 「名護市嘉陽層の摺曲」 見学会が開催されたことを受け、 参加

した名護市内各字の区長 55名を対象に、 2回目の地域住民アンヶートと同様のアンヶー ト調査

を行った。

調査の結呆から、 「名護市嘉陽層の摺曲」 は観光より も 「地層を学ぷ」 ためのぃゎゅる教育 ・
学習目的で主に利用されてぃることがゎかった。 特に底仁屋の摺曲は、 大人数団体の利用が多

かった。 教育機関向けのアンヶ〕 トでは、 回答を得られた 50件のうち、 「名護市嘉陽層の摺曲」

を 「利用 したことがある」 と回答したのが ー4件` 「今後も利用予定または検討したい」 と回答

したのが25件だったことヵゝら、 今後も教育目的での利用が増加することが予想される。

現地のアンヶー トでは、 天仁屋海岸を利用 してしヽる個人利用の方を対象に調査を行った。 そ

の結果、 釣りゃサーフィンなどのレジャーで海岸を利用 している人がほとんどで、 個人での櫂

曲見学の利用者は少なかった。 また、 「名護市嘉陽層の摺曲」 が国の天然記念物に指定されてい

るニとを知らない方もいたが、 内容を説明するとほとんどの方が 「興味がある」 と回答した。

第ー回地域住民アンヶートでは、 「名護市嘉陽層の摺曲」 が国の天然記念物に指定されている

ことを 「知らない」 方ゃ 「天仁屋の摺曲のみ知っている」 とぃう回答があった。 また、 地域の

問題と して 「 ゴ ミ の増加」 ゃ 「安全面」 「トイ レ借用依頼」 といった意見があげられた。

第2回アンヶートでは、 「名護市嘉陽層の摺曲」 の利活用方法にっいて、 「教育目的で利用し

たい」 という方と 「一般の~光地のよぅに活用したい」 という人数がほぽ同数だった。 さらに`
活用における整備にっいては、 「 トィ レの整備」 「駐車場の整備」 「案内所の設麗」 「パンフレッ

トの作成」 ヘの回答が多く あげ られた。

区長会に実施したァンヶー ト調査では、 地城住民アンヶー トの結果と異なり、 「教育的な目的

はよいが、 レジャー目的ではぁまり利活用してほしくない」 という意見の割合が高かった。 ハ

ー ド整備では 「説明板の臺備」 の意見が多く あがった。 また、 見学料の徴収にっいての意見も

ぁった。

① 戴膏纏蘭向けァンヶ- ト疇賽

豪6 ァンケ-ト纏蔓
飄賽対亀 県内教青機関、 洸関運機関

送付致 97 件
回讐裁 50件

L・`量名護市嘉陽層の摺曲」 は、 県内の多くの学校で、 地学実習等で利用されて

・天仁屋の摺曲は小規模、 底仁屋の摺曲は大規模の団体が訪れていると考えら
桔豪概裏 れる。 これは、 天仁屋の摺曲が天候ゃ潮の千満の影賽で見学時聞が限られるこ

と、 安全面に問題があること等が考ぇられる。
呆観察内容には概ね満足してぉり、 今後も利用したいという声が多くあげられ



② 天仁震漬岸現地ァンヶ- ト飄臺

豪7 ァンケ⼀ト概蔓
覇賽対亀天仁屋海岸利用者

襄施期蘭平成29年8月8日 (火)、 平成29年8月 20日 (日)
回答数 7件 (8月8日 ‥ 5件、 8月20日 ‥ 2件)
結呆概要 ・天仁屋海岸の利用目的は` 摺曲見学、 地質調査、 釣り、 貝拾いで、 ほとんど

が海岸レジャ-利用の方だった。
・天仁屋の摺曲が天然記念物に指定されていることを知っている方は4人、 知
らない方は3人とほぼ半々であった。
ー海岸利用の方からは卜イ レゃ東屋の設置、 マナ一改善の要望がぁった。
ー摺曲については、 もっと情報を発信した方がよいという意見がぁった。
ー底仁屋の摺曲については、 「行った二とがなぃ」 「知らないJ という回答だっ
た。

③ 薫ー 回地域住⺠ァンヶ-ト囁臺
表8 ァンヶート概藝
蠣査対彙 天仁屋区 ・ 底仁屋区住民

期闇 平成29年]0月
送付致 ー97件 (天仁屋区 ー45 件` 底仁屋区 52 件)
回答裁 28 件

・ 「名護市嘉陽層の摺曲」 について` ほとんどの方が 「知っている」 と答えた
が、 「天仁屋の摺曲のみ知っている」 と回答した方もいた。
・国の天然記念物に指定されている二とへの認知度は、 ほとんどの方が 「知っ
勇いる」 と答えたが、 「天仁屋の摺曲のみ知っている」 「知らなぃ」 と回答した

もいた。
篭果概賽 ・ 「名護市嘉陽層の摺曲」 を利用したことがぁる方のうち、 「摺曲見学」 の方と

「レジャ-利用のついで」 と回答した方がほとんどだった。
・利活⽤について` 「整備してほしい」 「特に新しい取組は必要な川 と答えた
方がほぼ同数だった。
・「 ゴ ミ が増えた」 「安全面が心配」 「路上駐車が増えた」 「 トィ レを貸 してほし
いと言われた」 という意見が多くぁげられた。

④ 纂2回地域佳⺠ァンヶ- トー翼

豪9 アンヶ-ト概寡

蠣賽対彙 天仁屋区 ・ 底仁屋区住民

期閘 平成29年ー2月
送付蚊 ー97件 (天仁屋区 ー45 件` 底仁屋区 52 件)
回警数 33件

・ 「教育を目的とする利活用」 を前提と してアンケ一ト調査を行った結果ヽ 教
育目的だけではなく、 一般的な驚光地と しての利活用を望む声も多くぁった。
ー天仁屋の摺曲のハ一 ド整備では、 「トイ レの整備」 「案内所の薯備」 が特に意

結裏縄蔓 見が多くあがった。
ー底仁屋の摺曲では、 「駐車場の整備」 にっいての意見が多かった。
・ ソフ ト整備について、 天仁屋の摺曲ー底仁屋の摺曲ともに最も多かったのは、
「パンフレッ トの作成」 についての意見だった。
ー天仁屋の摺曲ー底仁屋の摺曲ともに 「整備は必要ない」 という意見もあった。
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⑤ 区轟会ァンヶ-ト
豪 ー。 ァンヶート概賽
ー賽対薫 名護市区長会

平成 30年2月
送付蚊 55件 (名護市内各区長)

回警歓 30件
ー第2回地域住民アンケ一トと同様のアンケ一 卜調査を行った。
・ 「教育的な目的はょいが、 レジャ一目的ではあまり利活用してほしくなぃ」
という意見の割合が高かった。
'天仁屋の摺曲のハ一 ド整備では` 「トイ レの整備J の他に 「説明板の整備」
が強く求められていた。 ソフ ト整備では、 「パンフレッ トの作成」 「映像を使っ
た学習資料の作成」 「案内ガイ ドの育成」 がほぽ同数だった。
・底仁屋の摺曲のハ一 ド整備では、 天仁屋の摺曲同様 「説明板の整備」 が最も
強く求められていた。 ソフ ト整備は、 天仁屋の摺曲とほぽ同 じ結果となった。
・ 自由意見では、 見学料の徴収についての意見があった。

( 2 )  ヒァリング寶臺
天仁屋区長と天仁屋区民に対し、 現在の利用状況や地域住民と指定地の関ゎり方、 今後の利

活用の考え方にっいて、 ヒアリング調査を行った。 おおよそであるが、 年間約5千人の方が天

イ二屋海岸を利用しているょぅである。 しかしそのほとんどはレジャ一目的で、 摺曲を見学に来

る方は団体利用でゎずかー割程度という ことが分かった。 レジャー利用の中には` 外国人の利

用もあるょうである。 また、 天仁屋の摺曲を地城の魎光資源と して活用 したぃという意見がぁ

げ られた。

さらに、 現在天仁屋の摺曲見学をヵヤックッアーの体験プログラムに組み込んでいるゎんさ

か大浦パークへも` 現在の利用状況にっいてのヒアリ ング調査を実施した。 その結果、 咋年の

年問利用 ー9ー件のうち ー6 件が天仁屋の摺曲を見学す るジォツアーの利用で` 小中学生の子を

持っ親子ゃ社員旅行での利用が多いといぅことが分かった。

① 天仁ー区ヒァリング

豪ーー 天仁量区ヒァリング概賽

平成29年5月23日 (火) ー8‥30~20:00
裏施壇所天仁屋地区会館

賽加肴 天仁屋区長、 我如古委員、 天仁屋区民 (3名)、 事務局
ー以前は個人住宅への トィ レ借用が多かったが、 現在は天仁屋区公民館を解放

・ 以前はウ二漁ゃナマコ漁、 タコ漁等に利用されていた。
ー現在は` サーフィ ン` 釣り、 キャンプ等の利用が多い。
・今後の利活用について`地域の観光資源と して利用したという意見があった。
また、 景観を損なゎなぃ程度の安全対策、 売店等の設置の要望もあげられた。



② ゎんさか大漬バークヒァリング

表 ー2 わんさか⼤漬/ヾ⼀クヒ7リング概賽
貴施日 平成29年8月ーフ日く木) ー4‥00~ー5:00
夷施壇所 ゎんさか大浦パ一ク
賽加者 仲村晋副管理責任者、 事務局

・ 「名護市嘉陽層の摺曲」 を観察内容にしているジォツアーの昨年度の利用実
績は` ー6件であった。_ ・認靄度は全体的に低く、 県外の方ょりも県内の方にぁまり知られていなぃよ
うで る。

驚果概賽 ー公民館が利用できるので トイ レ等の整備は必要ないが、 「海の近くまで車が
行けるょうな整備」、 「監視ヵメラを設置して海の状況がわかるよぅに してほし

鱒] い」 といった要望がぁげられた。
g〟「亨'~ ・ 「観光と教青の両立が必妻」 という意見がぁった。

(3)海上攪豪

現在、 天仁屋の摺曲見学を体プログラムに組み込んでいるゎんさか大浦パークの協力のも

と` 策定委員会の委員及び周辺の観光事業関係者を招しヽての海上視察を行った。

海上からは、 天仁屋の摺曲を遠くから全体的に眺めることができたが、 波風の影響やカヤッ

ク の操作能力の差などもあって利用者が広範囲にちらばる傾向があった。 一般的にヵヤック を

利用する場合、 インス 卜ラクターが誘導を行うが、 インス トラクターがー人で誘導できるのは

5艇までであり、 利用人数等いくっかの利用条件が必要となる。 当地を含む沖県北部地城で

はェコツアーが盛んで` ヵャックサーピスを行う事業者は地元にも複数ぁることから、 今後の

活用が期待できる。

豪 ー3 海上視豪概蔓
日時 平成29年ー0月4日 (水) ー2:30~ー5:30
壇所 「名護市嘉陽層の摺曲」 (天仁屋の摺曲)
賽加人数 24人 (うち策定委員5名)
内容 シー力ヤツクを利用 し、 海上から天仁屋の摺曲を見学する

・参加者はヽ 名護市内を中心と した観光関係者等だった。
ー参加者の声を聞く と、 「名護市嘉陽層の摺曲」 を知らない方ゃ、 知っていても
来たことがなぃ方が多かったが、 おおむね満足した結果だった。
・海上からの見学と、 途中上陸しての説明と両方ぁり、 充実した体験内容だった。
・乗り物酔いをしゃすい人ゃ体力がなぃ人等は、 乗船前に参加を検討すべきでぁ

、ブ る。

轄豪概婁 ・満潮干潮を問わず利用することができるが、 向かい風となった場合は、 非常に
体力を必要とするため、 当日の風向きに注意する必要がある。
ー詳しい説明や休憩を含め` 今回の体験時問は2時間ほどで、 徒歩で見学する場( 合と時間的にはあまり変わらなかった。

〔二〝_髏,』 ー上陸ポィ ン トは3箇所ほどあるが、 下船後力ャックが流されなぃょうにロ一プ
ブ』拳毒~“ハ _ 等で縛る場所を探さなければならなぃ。
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2・ 利活⽤にっいての疇!
(ー ) 賽全憧の攫保

天仁屋の摺曲は海岸沿いにあり、 徒歩での見学の場合、 見学路は足元が悪く滑りゃず几 海

上視察の際は、 それを知らずに簡易的な服装で来た方も多く、 ヵャックを降りての見学の際に

足を滑らせている参加者も見られた。 潮が満ちてく ると通れなくなる箇所が数ヵ所あるため、

見学の可否が潮の干満に左右され、 高潮ゃ高波等の危険もぁる。 また、 見学路は崖沿ぃでもぁ

るため、 崖崩れの危険があり注意が必栗である。 そのほか、 災害時の緊急避難路も確保されて

いない。 さらに、 日中により潮が引く夏場が見学の好シーズンでぁるため、 猛暑の中での長時

問の見学となることが多く、 熱中症などの体調不良を起こす危険もある。

上記のょ うな見学時の懸念に対する注意喚起等の情報発信にっし`て、 その方法を検討しなけ

ればならない。

く2) ⽂化財的価債の伝ぇ⽅
「名護市嘉陽層の摺曲」 は、 限られた範囲内で多数の地質構造ゃ堆積椿造を魎察できるが、

第3章であげた文化財的価値を現地で見出すにはかなり専門的な知識が必要となり、 一般の

方々がその価値を発見するのは難しいと思ゎれる。 現在案内標識ゃ 「名護市嘉陽層の摺曲」 の

概要を説明 した案内板は設置されているが、 それとあゎせて本質的価値を構成する諸要素を現

地の攪察ボイ ン 卜で説明する案内板等も必要ではないかと考える。 しかし、 工作物の設置は安

全面ゃ管理面で課題がぁる。 また、 カャックで見学する場合、 海上での案内はイ ンス トラクタ

ーの役目 となることがほとんどなので、 当該文化財に関してある程度の知識が必栗となる。

当該文化財の価値ゃ魅力をどのよぅに分かりゃすく伝えるか、 手段ゃ方法を検討しなけれぱ

ならない。

(3 )  檀曲兄攣を戴り⼊れた体髏プログラムとルール作り
現在、 摺曲見学を実施しているプログラムは、 ゎんさか大浦パークのヵャックを利用 したジ

ォツアーのみであるが、 天仁屋区からは一光賓源のーっと してグリーンツーリズムを行いたぃ

といぅ意見があった。

天仁屋の摺曲の場合、 見学距離が長いため体力を必票とする。 特にヵャックの揚合は、 風向

きにょってはかなりの体力を消耗ずる場合がぁるので、 それらを事前に伝えなけれぱならない。

また、 見学にふさゎしい服装 (濡れてもよい服、 歩きゃすい靴等) をする必要があるが、 攪光

客が利用する場合はそれらを準備できない可能性もある。

摺曲見学を取り入れたプロ グラムは、 文化財の価値を生かした活用の方法でぁり望ま しい活

用形態であるが、 実施にあたっては摺曲の保存- 管理面ゃ安全面等ヘの配慮が必栗でぁる〟



( 4 )  髏動距驚と疇蘭
教育機関向けのアンヶー トでは、 主要頭であるパン崎までの歩⾏距離はおょそ ー.6kmぁる

ため、 その距離と移動時間が⻑いことから利⽤をためらう といぅ回答が多かった。

また、 天仁屋の摺曲は⽇中にぁる程度潮が引かなけれ&ᵷ ߨ <  ことができないため、 ⾒学のタ
ィ ミングゃ時間が限られてしまうことを懸念している意見もあった。 夏に比べて冬は見学でき

る日が少な<、 千潮時でも天気や波の影響で⾒学できなぃ⽇がある。
海上からの⾒学は潮の⼲満に関係なく⾒学することができるが、 非常に体力を必要とする。

向かい⾵の時は特に進むことが困難なことから、 移勤距離に十分気をつけなければならない。

( 5 )  鳳辺績攪の警傭
天仁屋集落から天仁屋海岸までのアクセス、 海岸から指定地までのアクセスにあたり、 海岸

に降り るまでの道路の法⾯の補強ゃ駐⾞場、 トィ レの薯備、 天イ⼆屋川を渡るための橋及ぴ遊歩
道整備等の意⾒があった。
道路法⾯の補強にっいては、 駐車場をどこに整備するかで対応が変ゎってく ると考えられる

ことから、 まずは駐⾞場の場所にっゎヽて検甜る必要がある。 また、 橋ゃ遊歩道の整備にっい
ては、 天仁屋川周辺の地形が頻繁に変ゎることゃ指定地内には崩落危険箇所が複数ぁることを
考慮し、 慎重に検討しなけれぱならない。 特に遊歩道は外海に洗ゎれる環境で⼗分な耐久性の
ある構造物を想定すると、 景魎にも大きな影響が生じることが予想される。 施設の運⽤、 安全
管理に伴う負担も少なくない。

トィ レにっいては、 現在周辺の公⺠館等が利⽤されているが、 個人宅に借用を依頼する場合

もぁり、 地域住民からは改善してほしいという声があがっている。

一方で、 周辺環境を整傭ずることにより多くの⼈が訪れることが考えられる。 現在すでに天

仁屋海岸付近や底仁屋の摺曲付近の国道沿しヽの利⽤マナーが問題になってしヽるほか、 不用意な

危険ヘの接近を呼び込むことにもなりかねない。 地域の⽅の意⾒もふまえ、 慎重な検討が必要

である。

( 6 )  疇知簾の向上
「名護市嘉陽層の摺曲」の利活⽤を図るためには、市内外の多くの⼈ヘの周知が必要である。

レジャー⽬的で天仁屋の海岸を利⽤ している⼈の中には国指定天然記念物が近くにあることを
知らない人がいた。 また、 底仁屋の摺曲は、 県内⾼等学校の地学実習で利吊されることが多い
一方で、 知っているが⾏ったことのない⼈、 あることを知らない人もいた。

今後の利活⽤を図るためには、 通り沿いの標識ゃ海岸⼊⼝の案内板以外に、 「名護市嘉陽鷹の
摺曲」 に関心を深めるよぅなさらなる情報発信が必要となる。

また、 海上視察の参加者は、 策定委員会委員の他にも名護市内を中⼼と した攪光関係者が多

<参加していたが、 「名護市嘉陽層の摺曲」 の存在を知らない、 あるいは知っていても訪れたこ

とのなかった⼈も多く、 市の光資源と してもあまり認知されていないことが分かった。

今後認知度の向上を図る上で、 市内外の光関係者にも周知を図る必栗がある。
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(7 )  地域住民の囁ヵと驚赫賽糧翼の薫出

利活用に必要なハー ド及ぴソ フ ト面の整備を していく場合、 その維持管理には人手と費用が

必要となる。 地域の負担にならないような維持管理方法を検討し、 利活用にょって周辺地城が

活性化するよ うな仕組みを検討する必妻がぁる。



第5董 保存・管理に関する基本的な考ぇ⽅
本章では、 第3章で明確化した 「名護市嘉陽層の摺曲」 に関する諸要素を踏まえ、 保存'管理

のための地区区分 (p.4ー 図23 参照) を設定し、 地区ご と の適切な保存管理方法を定める。

また、 指定から現在までのところ現状変更の申請例はサンプル採取のー件のみであるが、 他に

現状変更等にあたる可能性のぁる行為を想定し、 他法令による規制等も踏まぇ、 現状変更等に対

する具体的な取り扱い基準を定める。 なお、 現状変更等の許可にあたっては、 必要に応じて地城

の方々への説明を行うなどの配慮をするものとする。

第ー 節 地区設定とその特徴
ー. 地区麟定の臺本的な膏ぇ⽅

「名護市嘉陽層の摺曲」 は、 海岸にある天仁屋の摺曲と内陸部にある底仁屋の摺曲の2か所

に指定地が分かれており立地環境が異なることから、 保存 ー 管理の方法にっいてはそれぞれの

環境に合ゎせた考ぇ方を定める必要がある。 このため、 地区設定にあたっては、 まずイ立置にょ

り天仁屋・ 底仁屋に区分し、 さらにそれぞれを 「本質的価値が確認できる場所」 と 「指定地内

のその他の場所 (陸域~海域)」 として指定地内を5っの地区に区分する。

なお、 指定地内の山地 (森林地域) は、 その全域が森林法に基づき定められた地域森林計画

(沖県北部地域森林計画及ぴ名護市森林整傭計画) において、 「材木等生産機能」 を持っ地域

と して名護市が管理しており、 将来、 植林や閘伐等が行ゎれる可能性がぁる。

2・ 保存・讐糧に蘭する地区股定
(ー ) 天仁麗の梧曲
① 天仁麗A地区 ‥ 本費的傭膚が竈認で書る翼所
範圖 ‥ 海崖部、 震⾯ぉよびその後背都の⼀部
この地区は、 北側の指定地境界からパン崎を経て西側の指定地境界までの、 海岸部、 崖面

及ぴその後背部にあたる崖上の山地の尾根線までとする。 海岸部は潮問帯を含む。

潮間帯から海岸部、 崖面にかけては、 多数の摺曲ゃ逆断膚、 級化層理など嘉陽層の様々な

堆積構造や地質構造、 生痕化石などを一察することができ、 「名護市嘉陽贋の摺曲」 の本質的

価値を内包する極めて重要な場所である。

この地区は海岸沿いに面しているため絶えず潮風の影響を受け、 さらに潮の千満の影響も

ぁり常に波が打ち付ける場所でぁり、 特に台風ゃ高潮の日はその影響が大きい。 また、 大雨

な どによる小規模な崖崩れも 日常的にあるな ど、 自然遷移が著しい。 海岸部は主な見学路で

あり、 釣りゃ潮千狩り、 サーフィン等のレジヤーを楽しむ人も多いことから、 嘉陽…こ人為

的な影響が最も及ぶ可能性がぁる。

崖面から続く後背部の山地にっぃては、 この部分の土地の改変などが崖面の維持に大きな

影響を及&王すと考ぇられることから、 尾根部分までは崖面等と同様、 極めて重要な場所と し

て取り扱う。
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② 天仁ーB地区‥指定地内のその他の鸞鯱 (麗域)
驚囁=天仁震A地区以外の憧域縄分

この地区は、 陸域部分のぅち崖上の尾根線から陸地側を範囲とする。

崖面の後背部の山地で、 基盤は嘉陽膚からなるが、 森林【こ蝿ゎれてしヽるナこめ地層を察す

ることはできない。 また、 尾根線ょり も内陸部である二とから、 海岸側からも直接見ること

はできなぃ。 この地区の土地の改変が山崩れなどを誘発し、 海岸部ゃ崖面に影響を与ぇる可

能性がある。

また、 本地区には名護市指定文化財 「天仁屋バンサチの火立跡」 が所在する。

③ 天仁震C地区 = 指定地内のその他の疇厭 (灣嵐)
範圏=天仁震A地区以外の潰域邱分

この地区は、 海岸の潮間帯よ り も海{則]を範囲とする。

嘉陽層の地層が存在するのは明らかであるが、 海面下にあり、 陸上からの攪察は不可能で

ある。

(2 )  麓仁⼝の帽曲
① 雇仁凰A地区‥本實的価贋が確魔できる壇疏

範圏:丘廣地全体
この地区は、 指定地内の天仁屋ポンプ場がぁる平場を除く丘陵地全体を範囲とする。

旧道沿いの法面には、 背斜 ' 向斜部分を含む大規模な横臥摺曲を観察する二とができる。

さらに地層の整合、 非整合、 断層な どの堆積構造ゃ地質椿造も観察でき、 丘陵地全体が 「名

護市嘉陽層の摺曲」 の本質的価値の一部を内包する極めて重要な場所でぁる。

丘陵地の法面は、 植物がほとんど生育せず地層の察ができる場所と、 植物が繁茂し覇察

に適さない場所がある。 後者にっぃては、 植物を除去する二とによって新たな観察場所を提

供できる可能性がある。

② 底仁慶B地区:指定地内のその他の疇廣
飄圏 ‥ 廣仁農A地区以外の部分
この地区は、 指定地南側の平地部分を範囲とする。

名護市の水道施設である天仁屋ポンプ場がぁり、 当該文化財を紹介する説明板や慄柱、 案

内サィンが設遺されている。
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第2節 地区ごとの保存・讐糧の⽅法
前節で設定した5地区について、 地区ごとに適切な保存管理の方怯を定める。

ー. 天仁凰の擢曲
(ー ) 保存・讐糧に蘭する共遣豪疇

天仁屋の摺曲の保存 ・ 管理にっいての共通事項を、 吹のとおり定める。

ア.

ィ ・
ゥ.

地層に影響を与える行為ゃ土地の形状を変える行為は、 自然災害の事後処理に対ずる安

全確保を目的とするもの及ぴ学術調査を除ぃて、 厳しく 規制す る ものとず る。

土壌及ぴ転石の採取にっぃては` 学術調査を除ぃて、 厳しく規制す る ものとする。

海岸沿し`での崖崩れゃ山地での山崩れについては、 自然遷移ととらぇ、 定期的な一察 ・
記録を行う ものとする。

. 木竹等の伐採は、 自然災害の事後処理に対す る安全確保を目的とす る ものを除いて 、 厳

し<規制するものとする。

動植物の採取にっぃては、 その方法等が地層に影響を及ぼさないものでぁれば、 規制 し

ない。 ただ し、 天然記念物に指定されているものゃ希少種等ヽ その採取が法令にょり規

制されているものにっいては、 それぞれの関係法令を遵守す る ものとす る。

・ 工作物の設置は、 見学者にとって有益なもので、 地贋及び景観に極力影響のないものを

除ぃて 、 厳しく規制するものとする。 また、 既存の工作物の改修、 増改築及ぴ撒去にっ

いても、 地層及ぴ景蝿こ極力影のなしヽよぅ、 特に配慮する。

(2 )  地区ごとの特昂竈壇
上記の共通事項以外の、 地区ごとの特記事項を吹のとおり定める。

① 天仁ーA地区‥本鷺的価贋が竈認で雷る橿玩
ア.

ィ ・

地膚中の生痕化石等にっいては、 採取を禁止する。

海岸沿いでの崖崩れゃ山地での山崩れにおし`て、 崩れた土砂や岩等が海岸での見学等に

支障をきたす場合には、 地層に極カ影響のない範囲で、 整地等最低限の復旧を行う。

② 天仁⻲B地区 = 指定地内のその他の蝿所 (震域)
ア.

雛

ꝛ ‥ 雀こ影を与える行為ゃ土地の形状を変える行為ヽ 土壌及ぴ転石の採取、 工作物の設

置にっいての規制は、 その行為が山地の管理に必要不可欠なものにっいては、 その限り

でない。

. 山地での山崩れにっぃては、 管理者が復旧等の措置を行う場合には、 その方法等につぃ

て都度協議す る ものとす る。

・ 木竹等のイ尤採にっいての規制は、 地域森林計画に基づく ものは、 その限りでない。

・ 市指定文化財 「天仁屋バンサチの火立跡」 の保存 ・ 管理にっいては、 文化財保護法及び

名護市文化財保護条例に基づき、 別途適切に対応する。 ただ し、 崖下にある地層に対し

て影響を与える行為にっいては規制する。
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③ 天仁震c地区 ‥ 指⾜地内のその他の蝿所 (漬域)
特になし。

2・ 農仁震の擢曲
(ー ) 保存・讐壇に蘭ずる共遭藁壇

底仁屋の擢曲の保存ー 管理にっいての共通事項を、 吹のとおり定める。

ア. 動植物の採取にっぃては、 その方法等が地贋に影響を及ぽさないものであれぱ、 規制し

ない〟 ただ し、 天然記念物に指定されてぃるものゃ希少種等、 その採取が法令により規

制されているものにっいては、 それぞれの関係法令を遵守するものとする。

(2〉 地区ごとの特諷裏壇
上記の共通事項以外の、 地区ご と の特記事項を吹のとおり定める。

① 雇仁鼻A地区 = 本!的価債が竈認で書る疇所
ア.

Q
 

へ

地膚に影響を与える行為や土地の形状を変える行為は、 自然災害の事後処理に対する安

全確保を目的とするもの、 学術調査及ぴ名護市教育委員会が必票と判断するものを除い

て、厳しく規制するものとする。 特に地層中の生痕化石等にっいては、採取を禁止する。

. 土壌及ぴ転石の採取にっいては、 学術調査を除いて、 厳しく規制するものとする。

. 丘陵地での崖崩れにっぃては、 自然遷移ととらえ、 定期的な察ー記録を行ぅものとす

る。 ただ し、 崩れた土砂ゃ岩等が見学等に支障をきたす場合には、 地層に極力影のな

い範囲で、 その除去等最低限の復旧を行う。

' 木竹等の伐採は、 自然災害の事後処理に対する安全碇保を目的とずるものを除いて、 厳

しく規制するものとする。

工作物の設置は、 見学者にとって有益なもので、 地層及び景に極力影響のないものを

除いて、 厳しく規制ずるものとする。 また、 既存の工作物の改修、 増改築及ぴ撒去にっ

いて も、 地層及ぴ景蝿こ極力影のないょぅ、 特に配慮する。

② 肩仁震B地区‥指定地内のその他の轟所 (憧域)
ア.

ィ .
地層中の生痕化石等にヮいては、 採取を禁止する。

天仁屋ポンプ場の改修、 増改築及ぴ撤去の際には、 その工法等にっぃて、 管理者と都度

協議するものとずる。
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第3範 現状変壷蕁にぉける取扱⽅銚
前節で示した保存管理の方法を踏まえ、 他法令の規制状況も勘案し0っ、 各地区において予想

される各種の現状変更等に対する共通事項を整理する。

ー. ⽂化財保翼法に薯づく壇状賽重蕁の膏ぇ⽅
国指定の史跡名勝天然記念物の土地利用規制は、 以下のようになっている。

豪ー4 圖指定史疇名巖天然舘念物の⼟地利⽤漬制
根拠法令 文化財保護法〈昭和 25 年法律第2ー4号 平成ー7年4月-部改正)

地城指定権者 文部科学大臣

地壕の蔓件
⼜は指定墓準 の” 庭園、橋梁、 渓谷、 海浜山岳等の名勝地で、 国及ぴ県にとって芸術上又は鑑賞上価値の高

記念物(注)のラち菫要なもの(第 ー。g 条第ー 項)
注‥貝塚` 古墳、 都城跡、城跡等の遺跡で、 国及び県にとって歴史上又は学術上価値の高ぃも

いもの。 動物、 植物及ぴ地質鉱物で、 ゎが国にとって学術上価値の高いもの。

規縄]の内容 規制地は原則として現状変更を行うことは出来ない。 現状の変更又はその保存仁影
響を及ぼす行為につLヽての許可が(第 ー25 条第ー項)。

規制橿者 文化庁長宮

「沖纏蠣⼟地利⽤規制現況図説明賽K平成 29 年3月` 沖纏県)

上記より、 現状変吏等については文化財保護法第ー25 条がぁてはまる。

豪ー5 文化財保瞳法驚ー25条

簾ー25条

史跡名称天然記念物に関しぞの現状を変更し、 又はその保存に影響を及ぼす行為をし
ようとするときは、 文化庁長宮の許可を受けなけれぱならなLヽ。 ただし、 現状変更について
は維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る揚合、 保存に影響を及ぼす
行為については影響の軽微である場合は、 この限りでない。

前項ただし喜に規定する維持の措置の範囲は、 文部科学省令で定める。

第ー項の規定にょる許可を与える場合には`第四十三条第三項の規定を、 第一項の規
定にょる許可を受けた者には、 同条第四項の規定を準用する。

第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。

第ー項の許可を受けることができなかったニと仁より、 又は第三項で準用する第四十三条
第三項の許可の条件を付せられた二とによって損失を受けた者に対しては、 国は、 その通
常生ずペき損失を補償する。

前項の場合には、 第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

第一項の規定による許可を受けず` 又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定に

よる許可の条件に従わないで` 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、 又はその保有に
影響を及ぼす行為をした者に対しては` 文化庁長官は、 原状回復を命ずることができる。
この場合には、 文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をする二とができる。

文化財保護法第ー25 条第2項より、 「維持の措置の範囲」 にっいては、 「特別史跡名勝天然記

念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の滸可申謂等に関する規則」 第4条において、 吹の

ように規定されている。
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豪ー6 特別史躊名疇天然記念物又ば史跡名農天然配念物の玩状翼藁等の杵可申疇蕁に蘭ずる規則

簾4条 法第百二十五条第一項ただし書の規定にょり現状変更につLヽて許可を受けることを要しな

い場合は、 次の各号のいずれかに該当する場合とする。
史跡` 名勝又は天然記念物がき損し、 又は衰亡している場合において、 その価値に影響を

ー 及ぼすことな<当該史跡、 名勝又は天然記念物をその指定当時の原状〈指定後において現
状変更等の許可を受けたものにつしヽては、 当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
史跡、 名勝又は天然記念物がき損し、 又は衰亡している場合において、 当該き損又は衰亡
の拡大を防止するたぬ応急の措置をするとき〟
史跡、 名勝又は天然記念物の一部がき損し`又は衰亡し、かつ、 当該部分の復旧が明らか

に不可能である場合において、 当該部分を除去するとき。

以上に基づき、 「名護市嘉陽層の摺曲」 において、 許可を必要と しない現状変更等の範囲を吹

項で定める。

また、 文化庁長官の権限に属する事務の一部である 「史跡名勝天然記念物の現状変更等の許

可・ 取消とその停止命令」 は、 文化財保護法第 ー84 条及ぴ文化財保護法施行令に基づき、 「都道

府県」 「政令指定都市 ・ 中核市」 「一般市」 まで移譲されて いる (重大な現状変更又は保存に重

大な影を及澱ます行為の許可及びその取梢を除く)。 よって、 個別の事案にっいては、 名護市教

育委員会が、 必要に応じて文化庁もしくは沖県教育委員会と調整の上、 該当ずるか否かにっ

ぃて判断する。

豪ー7 ⽂化財保裏法仁ぉける地⽅公共団体への権限委讀状況
現在権恨移疇されている範團

都遭府呆 政令市 中核市 一股市 町村

史跡名勝天然楓念物の現状糞更
等の許可 ・取消とその停止命令 〇 〇 〇 〇 x

史跡名勝天然配念物の管理等に
つき報告を求める、調査させる 〇 〇 〇 〇 X
文化庁「文化審議会文化財分科会企画調餐会(平成 2g 年廣)
(h‥p丿乙WWW.bUnka.g0jp/ $eiSaku/ bunkashin萱萱kai/ bunkaZaー乙kーkaku/h2g/ ー 0/  )

2 .  晦可を必賽としなぃ攪状翼翼蕁の範圏
(ー ) ⾮賞災害蕁のために必裏な応慧橿攫を麟る蠣合

現に災害が発生し、 またはその発生が明らかに予測される急迫の事態の場合、 あるいは二沈

災害の発生を防止する場合に執る応急的な措攫でぁり、 災害復旧に係る恒常的な施設の設置を

含まない。

( 2 )  保存に影ーを及ぼず⾏濱にぉける鬱饗の霞賽な翼合
① 「名竈市轟鷹膚の擢曲」 の⽇鸞的な讐壇⾏為

<鼻休例> ・ 指定地内の除草作業

・ 漂流物 (天仁屋) 及び不法投棄等のゴミの除去

・ 工作物の日常的な点検

など
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② 天仁ーバンサチの⽕⽴醸の⽇鸞的な讐糧⾏寵
<鼻休例> ' 文化財周辺の除草作業

など

③ 写寶・慕鸞寡の攫鬱
<纂体例> ・ 撮影機材及ぴ足場等の設置を行ゎない写稟 ・ 映像等の撮影

・ 撮影場所の整地等を行ゎない写莫 ・ 瞰等の撮影

など

3 .  指定地に寶ゎる疇法令
指定地内には、 文化財保護法以外にも他の法令による規制を受けている。 そのため、 現状変

更等の際は、 それら と整合性を図る。

豪ー8 指定地内のその他の頼慧
~* 土艶幕]用纏鶴 攫覇内容(⼀瑯鐵粋)

都市軒圖区城

指定地は、 都市計画法に基づき定められた都市計画区域のうぢ、 非線引き区域
〈区域区分が定められてぃない都市計画区域)となっている。
都市計画区域内にぉぃて、 政令で定める規模以土の開発行為(主として建築の用
又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質変更〉について
許可が必要となる。
また` 建築物を建築しようとする者は、 建築確認が必要となる。

農彙振輿幟
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れがあると認められる時は、 開
発行為者に対し、 その事態を除去するために必要な措置を講ずるニとができる〟

轟林雌

指定地は、 森林法に定める地域森林計画対象民有林となってLヽることから、 森林
の管理にあたっては沖縄県北部地域森林計画及ぴ名護市森林整備計画を遵守
しなければならない。 また、 開発行為を行う際には、 晨林水産省令に定める手続き
に従い、 県知事の許可を受けなけれぱならなぃ。

漁彙権股定鮒

指定地の海域は漁業権が設定されてしヽるため、指定地内において岩礁を破砕し、
又は土砂若し〈は岩石を採取する場合は、 知事の許可を受けなけれぱならない
〈岩礁破砕等の許可)。岩礁破砕等の許可を受ける際には` 申請書に、 当該漁場
に係る漁業権を有する者の同意書を添え` 知事に提出しなげればならなぃ。

4・ 蠣状翼翼賽の取鈑いに鳳ゎる共邁裏壇
「名護市嘉陽層の摺曲」 を適切に保存管理ずる上で、 現状変更等の取扱いに係る共通事項を

吹の通りに定める。 なお、 前述の 「許可を必要と しない現状変更等」 以外の行為にっぃては、

文化財保護法第 ー25 条に基づき現状変更等の許可申請を行ぅ必要がある。

ア. 現状変更等を行う場合には、「名護市嘉陽膚の摺曲」に影を及ぽさないことを原則とし、

ゃむを得ない場合には、 極力影響がなぃよ う十分配慮す る ものとす る。

イ. 学術調査にっぃては、 指定地内でなければ目的を達することができない場合を除いて、

指定地外での調査を推奨する。 指定地内での調査が必婆不可欠でぁる場合は、 現状変更

等の許可を必要とする。 またその調査は、 天然記念物の保存 ・ 管理及ぴ活用に資するも

のとする。 なお、 調査成果を名護市教育委員会に捷供することが望ましい。
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ウ. 「名護市嘉陽層の摺曲」 の保存 ・ 管理にっいては、 指定地内のその他の規櫛jと整合を図

るものとする。

ェ. 工作物の設鸞は必要最小限と し` 地層及ぴ景魎に極力影響のないものとする。 また、 既

存のものにっぃては基本的に現状を維持し、 改修、 増改築及ぴ傲去をする際には、 地膚

及ぴ景魎に極力影響が出ないよ ぅ配慮する。

ォ・ 写真 ・ 映像等の撮影を行う際には、 撮影機木オゃ足場の設贅、 撮影揚所の整地等、 地層に

影響を与ぇる可能性のぁる場合には現状変更等の許可を必要とする。

第4節 現状変壷等の取扱臺準
今後予想される現状変更等を鑑み、 第2節及ぴ第3節において示した内容に沿った各地区の現

状変更等の取り扱い基準を吹の通り定める。 なお、 それぞれの 「例外」 に係る現状変更等の許可

については、 その規模ゃ方法にょって文化庁、 沖県教育委員会及ぴ名護市教育委員会で謂整の

上、 いずれかで許可するものとずる。

ー・ 地ーに鬱ーを与ぇる行鷹及び土地の形状饗饗ぇろ行薫

【例】 ・ 生痕化石等の採取

・ 岩石採取等のため地層を割る行為

・ ポーリング調査

・機械による土地の掘削

・ 崩れた土砂や岩等の機械にょる移動 など

~・ュ 区 取扱蝉 ・・ *~~′・〝〕『ヂ萱7~~'萱〝〝『〔 ・萱萱′鱒_ ′『〕〝傀′′ゞ・姜外~亨萱量零礦藝臺萱萱亨= _〝二_ こ *こ′萱 '_ 壷亘琶
天仁屋A地区 縄,「; こ " 一

雛剛 洲〟 ⑪麟鯛畳 山地の管理跡た鵬不可い場合” 欠な場合。

学術調査におぃて、 指定地内
底仁屋A地区 許可 しない。 でなければ目的が達せられ _

底仁屋B地区 許可する。 生痕化石等の採取。 ー

天仁屋C地区

2・ ⼟蠣及ぴ転⽯の採取
【例】 ・ 崩れた土砂の採取

・ 海岸の転石の採取 など

塾飄 区“ *了 取扱麟 一ず・『了喜~-『宴早′萱尹_書誓享亨欝麿竿ヒ ‥-′′誓{ 輌て了鰹ハ亨ーー'言二弐看誓疆藝瞳彗麗_賣甦縄 鱒瞰

天仁屋A地区 _
学術調査において、 指定地内 麟 _ ・ 、 ”

天仁屋B地区 許可しない。 でなければ目的が達せられな 実蓋冥亘理Lあたり必要不寸
ロ。ヽ A

天仁屋C地区 ” 場ロ“

学術調査において、 指定地内
底仁屋A地区 許可しない。 でなけれぱ目的が達せられな 一

し`齢。

底仁屋B地区 許可する。 ー ー
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3 .  エ作獅のʺ ֹ `  改髏、 壇改稟及ぴ撤夫
【例】 ・ 建築物 (屋根ゃ壁がぁる建物)

・標柱・看板 など
_`′~ 髏 区ー「}_・・ 取扱蝉』; ~' }~{弐・ `~^' ~` ~′` 蠣 鱒外 こ・ー・ _`~茎′「
天仁屋A地区 景宣富にとって有益なもので 地層及ひ景に極力影響のな

天仁屋B地区 許可しない” 山地の管理にあたり必要不可欠なもの

天仁屋C地区 一
縄 ' * 雇 早曙… ' 蝕底仁屋A地区 許可しなぃ〝 賓孟冨Lとって有益なものて、 ⑪}・_~ し極力影のな

底仁屋B地区 許可する。 _

4・ ⽊⽵尊の伐採及ぴ髏林
地 区 取扱麒 傷 ̀ ‥外 ・縄ニ{皇…_」 ^

天仁屋A地区 許可 しなし ̀ 。

天仁屋B地区 許可しなぃ。 地域森林計画に基づく伐採、 植林等。
天仁屋C地区

底仁屋A地区 許可しなぃ。
底仁屋B地区 許可する。

5「 動檀物の採鯱
*鞄区 取扱蝉 鶴 ‥外
全地区

採取方法が
地‥【こ影
を及ぽさな
い場合に限
り許可する。

天然記念物等採取が規制さ九ているものにっいては、 それぞ
れの法令を遵守する。
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第6章 利活⽤に関する基本的な考ぇ⽅
本章では、保存活用計画を実施するため、適切な利活用の方針及ぴ具体的な施策の履行に関し、

将来に渡っての課題にっぃて検討する。

第ー 範 利活⽤の⽅向性
「名護市嘉陽層の摺曲」 は、 内容が専門的なことから、 利活用の方向性を主と して小中学校の

児童生徒が学習で利用できるような内容とする。 この内容が児童 ・ 生徒以外の方々に対しても有

効であると考える。

天仁屋の摺曲は潮位により歩行不可能な箇所がぁるため、 事前にその日の天候ゃ潮位の情報収

集を行うことを前提とする。 また、 指定地へ行く前後に渡る天仁屋川は、 雨天の降水量によって

増水することもあるので、 その水位に注意する。 見学時は万一の事態に備ぇ、 その土地の知識を

持った案内人等の同行、 小規模団体での見学を推奨する。 ヵヤックでの見学の場合は、 係留中に

流される可能性があるため、 アンヵーでの固定を推奨する。

底仁屋の摺曲は、 悪天侯でない限り見学ずることが可能でぁる。

第2節 利活⽤に閲するゾーニング
利活用にっぃては、 本質的価値や利活用の現状を踏まえ、 天仁屋の摺曲と底仁屋の摺曲っいて

それぞれ3っのゾーンを設定する。

ただ し、 天イ二屋の摺曲は、 潮位にょって危険度が変ゎることから、 一部潮位を踏まぇたさらに

細かい区分を行っている。 天仁屋の摺曲を見学する際は、 事前に天候や潮位の確認を行ぅこと、

現地の現在の状況を地元の方に問`合ゎせる等の対応をすることが前提である。

ー. 天仁量の擢曲
(ー ) 兄攣の騰の注憲藁壇

天仁屋の摺曲の見学は干潮時が望ま しぃが、 どれぐらぃ潮が引くのかは大潮か小潮かによっ

て変化し、 また大潮の時でも、 夏場は日中に大き<潮が引くのに対し、 冬場の日中はあまり潮

が引かず夜中に犬きく引くなど、 年問をとおしても一定でなく、 季節によって変化している。

具体的には、 大潮の時に日中大きく潮が引くのは3月の中旬以降から9月の中旬ごろまで (以
下、 「夏揚」 とする)、 それ以外の時期 (以下、 「冬場」 とす る) は、 日中はあまり潮は引かない。

このため、 一言に 「見学は干潮時に」 といっても、 夏揚であれば千潮の時間帯から若干時聞

がずれたり、 大潮でなくその前後の中潮の時でもある程度潮が引いてレ`れば見学可能であるの

に対し、冬場は大潮の干潮の時間帯にぴったり時問を合わせなけれぱ見学できない場合がある。

このため、 ゾーン設定は大潮 ・ 小潮ゃ満潮 ・ 千潮を問わず 、 潮位にょって歩行可能かどうか

で区分を行っている。

満潮、 千潮の時間帯にっぃても、 西海岸と東海岸では 30~4。 分ほどのずれがある。 新聞等に

掲載されるものは那覇 (西海岸) の潮位であり、 東海岸でぁる天仁屋の海岸では 30~40 分ほど

前倒しした時問となるため注意が必要である。 事前に潮位ゃ千潮の時間帯を確詔する際には、

なるべくイ ンターネッ 卜などで天仁屋の海岸により近い場所のものを確認することが望ま しぃ。
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また、 徒歩での見学の齢、 見学路が崖沿いでぁり常に落石の危険があるため、 なるべく崖

かられるなど 、 十分注意しなけれぱならない。 さらに、 雨天時に見学する場合にも足元が滑

りゃすく転倒する危険があるため、 注意が必要でぁる。

ヵヤック等海上からの見学の場合は、 風の向きゃ強さ、 潮の流れに注意して見学の時間帯等

を設定する必要がある。

(2〉 ゾーン襲定とその特徴及び注憲裏壇
① ゾーンー :需攣攣所

天仁屋の摺曲を観察できる場所である。 ヵャック等海上からの見学の場合はゾーン内全て

が見学可能であるが、 徒歩の場合は潮位にょって歩行できない箇所が数ヵゝ所あるため、 観察

ボィ ン 卜及ぴ安全上の点からさらに以下の3箇所に区分す る(丸数字はp. 57 図30に対応)。
ァ. ゾ_ンー ーA ‥零麟を閘ゎず兄攣で宴る蝿所 (兄学可饅漬位: ー00cm以下)

天仁屋川河口に最も近く`千潮であれぱ季節を問ゎずに見学できる。ただし、潮位がー00。m
を超ぇると靴ゃ衣類等が濡れるほか、 滑りゃすくなり転倒する危険がある。 また、 潮位が

ー00cm以下であっても、 波の状況によっては見学路が濡れて危険な場含がぁる。

天仁屋川河口からの往復の時聞の目安は 5。 分ほどでぁり、 その時間を考慮した上で、 事

前に潮位を確認し見学することとする。

「名護市嘉陽層の摺曲」 の見学にぁたっては、 本ゾーンの最終地点までは最低限見学ず

ることを推奨する。

範囲:指定地⼊⼝ 〈①) から、 大規模な摺曲の背斜が・察できる箇所 (④) まで

潮位の目安:夏場の千潮時 (日によって不可の場合あり)、 冬場の大潮の干潮囁寺。 ただ し、

夏場の小潮、 長潮、 若潮及ぴ冬場は見学する時問を干潮時の時間帯に正確に

合わせる必要がある。

観嚢できるもの:摺曲、 逆断層、 ターピダイ ト、 級化層理、 逆転現象 等

図24 指定地入ロ(図30のー〉 _ 図25 帆規な擢曲輩斜(図30の④) ーー-G. 〟 _



ィ. ゾ-ンー ーB :漬位に⼗分注薫して⿐攣する疇所 (兄攣可鮨漬位=60cm以下)
本質的価値を構成する諸要素を多く含む翼頭であるため、 魄察ポイ ン トが多く、 特に本

ゾーンの最終地点では、 非常に細かな摺曲ゃ多くの生痕化石を〝察することができる。

潮位が 60cm を超ぇると見学路に海水が達する場所があり (⑥)、 靴ゃ衣類等が濡れるほ

か、 滑りゃすく なり転倒する危険がある。 また、 潮位が60cm 以下であっても、 波の状況に

よっては見学路が濡れて危険な場合がある。

⑥地点を越えると、 見学のタイ ミング を誤れば、 天仁屋川河ロまで戻れなくなる可能性

がぁる。 往復の時問の目安はー時問 3。 分ほどであり、 その時聞を考慮した上で、 事前に潮

位を確認し見学することとする。

範圏:大規模ブょ櫂曲の背斜ヵ賽蝿察できる(④)がら、細かな摺曲が察できる箇所(⑦)
まで

薦位の目安:夏場の中潮から大潮にかけての干潮時、 冬場の大潮の千潮時。 ただし、 冬場

は 60cm 以下になることはほとんどないため、 ⑥の地点を越ぇるには、 靴ゃ

衣類が濡れる可能性が高い。

髏察できるもの:大規模な摺曲や逆断贋、 細かな摺曲、 逆転現象、 級化層理、 生痕化石 等

髏

聯 
*_⼆ゝ- ___,蚤ざ蓄 {~

_;^'亡一欝 " 轢 _~{  ^ ~
図27 細かな擢曲が観察できる簡所(図 3。 の⑦)

・ 鱒〕縄彌働鹸 」聾 ~
図 26 歩行危険箇所噛 30'ゐ⑥〕

ゥ・ ゾーン ー -C  =‥鯛の⼲漬時でも歩⾏が薫しい疇所 (兄攣可欝漬位: 0cm以下)
天仁屋川河口から遠く、 危険を伴うが見応えのある察ポイ ン トがある。 BとCの境目

く⑧) は、 夏場の大潮の千潮時であっても完全に潮が引く ことはなく、 滑りゃすいため転

倒の危険がある。 見学する場合は靴や衣類等が濡れることを前提と した準備が必要でぁる。

また、 濡れないょうに行く ことも可能だが、 その際には一部岩場を登るなどの危険を伴う

場所でぁる。

往復の時問の目安は2時間ほどでぁり、 その時問を考慮したうぇで、 事前に潮位を確認

し見学することとする。

範囲:細かな摺曲が亀察できる箇所 (⑦) から、 バン崎を経てその西側の海岸2っめの凹

凸部分 (⑩) まで

潮位の目安:夏場の大潮の干潮時。 ただ し、 バン崎 (⑨) ヘの到着時問を千潮の時間帯に

正確に合ゎせる必要がぁる。

観嚢できるもの:細かい摺曲、 級化層理、 生痕化石 等
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“'『,′ ‥ _ 〝二ヾ璽〝 ーゝ_ ブ言髏' ` _
図28 _ンー-BとCの境界の見学路(図30 の⑥)

② ゾ-ン= ‥本責的価贋を内包する矯所
指定地内のゾーン ー 以外の海岸沿いから尾根線までを範囲とする。 海岸沿いでゾーンー と

同様の地質現象が確認できると考えられるが、 法面は植物で覆ゎれているため、 それを魎察

することが困難な場所である。

③ ゾーン=ー :指定地内のその他の鸞所

崖の後背地にある山地や、 海の中を示す。 指定地内ではあるが、 「名護市嘉陽層の摺曲」 を

亀察することはできなぃため、 見学対象地域外となる。

2 .  肩仁震の梧曲
くー ) 兄学の幟の注慧纂壇

底仁屋の摺曲は常時見学することができるが、 降水量によっては土砂崩れが発生する危倹が

あるので、 見学前日及ぴ当日の天侯は十分注意する必栗がぁる。

(2 )  ゾ-ン殴定とその特轍
① ゾ-ンー :兄学攣所

底仁屋の摺曲を察できる場所でぁり、 悪天候でなけれ嚢ま安全に見学ができる場所である。

個人でも団体でも利用する二とができる。

範囲‥国道 33ー 号旧道沿ぃ

観襄できるもの:横臥摺曲、 背斜、 向斜、 非整合 等

② ゾーン= :本鷺的藺膚を内包ずる翼所

指定地内において丘陵地となっている部分を範囲とする。 ゾーンー と同様の地質現象が確

認できると考えられるが、 ゾーン内は木々で覆ゎれているため` それを攪察することが困難

な場所である。

③ ゾ-ン=ー :指定地内のその傭の翼続

指定地内ではぁるが、 見学対象地域外となる。
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ぉける裏学時の瀬位注慧薗所のЎ ߨ ٷ ɂ ᾯ̀ (⾜元が漬れること薫く歩⾏で賽る簾位)ー
~図30 天仁ーの檀曲ゾーン‥
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蠣3節 各ゾーンの利活⽤⽅針と贅傭債討藁項
前項における、 各ゾーンにっしヽての利活用方針と整備にっレ`ての検討事項を言巴載する。 なお、

ここで検討した各整備事項にっいては、 「第5章 保存~管理に関する基本的な考ぇ方」 で示した

方針を踏まえた上で検講る。 特に工作物にっいては、 現状変更等の取扱基準に則し、 その維持

管理にっしヽては整備前に地域住民ゃ関係機関と十分な合意形成を図るものとする。

ー・ 天仁ーの檀曲
天仁屋の摺曲は海と隣接しており、 見学には危険を伴ぅ。 したがって 、 安全面に重点を亀ぃ

た基本方針とそれに伴った利活用方針を示す。 また、 土地の性質上大規模な施設や工作物を設

ーすることはできないため、 必要最低限の整傭を行う ものとする。

(ー) ゾ-ンー =需攣轟所
① `⼃-ン ー _A ‥藁薗を闇わず轟攣で蕁る蝿祇 (轟攣可鰭鷺位 : ー000m 以下)
ァ・ 利活⽤⽅銚

干潮であれぱ季節に関係なく歩行可能で、 天候と千満の時問を事前に把握すれば、 個人

でも利用可能な箇所とする。

ィ. 贅鷹債村裏壇
a .  翼裏ボィ ン トの簾鯱

天仁屋の摺曲の中で最も多くの人が訪れる可能性のある場所であることヵゝら、 観察ポ

ィ ン トの表示ゃその解説が必栗でぁる。 しかし、 工作物の設置が困蓑な場所でもあるた

め、 案内板等の設量以外の解説方法を検討する。

b .  飄漕危慎醸所の轟⽰
ゾーン内において崩落危険箇所のある場合は、 見学時になるべくそこを通ることがな

いよぅ注意喚起の方法を検討する。

c .  ゾ-ン区分の豪⽰
ゾーンの境目が分かるような、 最低限の目印を設置する。

② ゾーン ー ーB =漬位に十分注憲して兄学ずる翼所 (兄攣可鰭薫位 = 60cm 以下)
ァ. 活薦方鞆

見学は可能だが、 干潮時にも波の状況にょっては水没する地点を含み十分な準備がなけ

れぱ危険を伴うため、 見学日の天侯ゃ潮位に注意しなければならない。

ィ. 贅傭債肘豪壇
a .  竈豪ボィ ン トの驚轟

本質的価値を構成する諸要素が多く翼頭しているため、 良好な察ポイ ン トとなって

いる。 そのため、 嵐察ポィ ン トの表示やその解説が必栗である。 しかし` 工作物の設置

が困難な場所でもあるため、 案内板等の設置以外の解説方怯を検討する。

b .  震藩危髏ー所の豪⽰
ゾーン内において崩落危険箇所のある場合は、 見学時になるべくそこを通ることがな

いょぅ注意喚起の方法を検討する。



c・ ص -ン区分の豪⽰
ゾーンの境目が分かるょうな、 最低限の目印を設置する。

③ ゾ-ン ー ・C :!鸞の⼲瀬時でぁっても歩⾏が薫しい馨所 (裏零可鯉漬位: 0cm 以下)
ァ. 利活⽤⽅針

千潮 (潮位。cm 以下) の時に しか行く ことができず、 見学には危険を伴ぅため、 見学時

間に十分気をっける必要がある。 特に、 パン崎付近は足場が悪く確実に海水に浸かって し

まうため、 安全上の理由からパン崎及びその西側の海岸を見学するのは、 天候ゃ潮の状祝

を見て問題ないと判断した時のみとする。

ィ. 震傭積肘薫環
a・ 寵藩危髏驚所の豪示

ゾーン内において崩落危険箇所のぁる場合は、 見学時になるべくそこを通るニとがな

いょう注意喚起の方法を検討する。

b .  ゾ-ン区分の豪⽰
ゾーンの境目が分かるような` 低蝿良の目印を設置する。

(2 )  ゾーン= =本責的贋債を内包する蝿厭
ァ. 利活⽤⽅動

陸上は多くの草で覆ゎれており、 足場も悪<危険を伴うため、 陸路・海路の両方法にっ

いて利用を推奨しない。

(3 )  ゾ-ン=ー :指定地内のその他の鯛続
ア. 利活⽤⽅銚

本ゾーン内での本質的価イ直を蝿察すること蚤ま困であり、 崖の上は崩落の危険を伴うた

め、 「名護市嘉陽層の摺曲」 における利活用は考ぇないものとする。

2・ 魔仁震の檀曲
底仁屋の摺曲は旧道沿いに面しており、 徒歩での見学が可能である。 したがって、 基本的に

個人 ・ 団体の両方の利用を踏まえた利活用方針を示す。

くー ) ゾ-ンー ‥轟睾橿庸

ア. 利活⽤⽅鯱
個人 ・ 団体伴に利用可能な場所であるが、 周辺は{填斜地で崖崩れの危倹もあるため、 天

候ゃ周辺状況に十分配慮した利用が必要な箇所とする。

ィ~ 菫傭債討臺環
a .  藁内板の襲贋

天然記念物の周知、 保存活動の啓発、 見学の注意点等を提供するためには、 指定地近

くでの掲示が必要となるため、 魎察ボィ ン トでの説明板等の設置を検討する。

6。



b .  旧遭の活⽤
現在摺曲の見学場所となっている旧道は北部土木事務所が管埋しており、 不法投棄や

犯罪等を防ぐため車両が進入できなぃよ うになっている。 そのため、 見学の際は周辺の

空き地や道路上に車両を駐車している。 団体利用になると大型バスでの来訪となるが、

駐車スぺースは限られており、 また転回も困難である。 ょって、 利用者の増加する期間

においては、 管理者と調整の上、 旧道を開放しー部を駐車スぺースと して活用できるよ

う検討する。

(2 )  ゾーン= :本費的翼翼を内包する贋鯱
ァ. 利活⽤⽅叶

本ゾーン内での本質的価値を観察することは困難でぁり、 また危険を伴うため、 「名護市

嘉陽層の摺曲」 における利活用は考えなしヽものとする。

(3 )  ゾーン"ー :指定地内のその他の蝿肝
ア. 利活⽤⽅飾

本ゾーン内で 「名護市嘉陽層の櫂曲」 を亀察することはできないが` 指定地の入ロとな

っており、 指定地を示す案内サィ ンの設ーゃ駐車スペースと して利用されている。 そのた

め、 今後も見学者にとって利用 しゃす〈なるような利活用方法を検討する。

ィ. 轟傭檀肘藁環
a .  巖掌蝿の整傭

本ゾーンは、 底仁屋の摺曲指定地内におし`て数少ない平地の部分でぁるので、 見学者

がより利用 しゃすいような駐車場の整備を倹討する。



第7章 周辺整備・管理運営に関する基本的な考ぇ⽅
「名護市嘉陽膚の摺曲」 を保存ー活用するためには` 行政・地域住民・利用者の協力が必要不

可欠となる。

本章では、 名護市と地城が協議を行いながら計画を進めることを前提と し、 「名護市嘉陽層の摺

曲」 の本質的価値ゃイ呆存 ・ 管理方金十、 利活用の考え方を踏まえ、 指定地に憐接する周辺環境の整

備検討事項や、 管理運営体制に関する基本的な考え方にっし`て示す。

纂ー 節 岡辺整傭に閑する考ぇ⽅
「名護市嘉陽層の摺曲」 の利活用に向けた課題にっいて、 以下の考え方を示す。

ー・ 駐藁疇竄傭の債肘

天仁屋の摺曲にアクセスする場合は、 現在天仁屋川河口の砂地が駐車楊と して利用されてい

る。 現在の利用数から考えると敷地と しては十分な広さはあるが、 海岸の一部であり、 台風な

どで砂が移動するなど変化が激しいため、 土地の造成は困鶯である。 天イ二屋川河ロ付近を駐車

場とする場合、 段差ゃくぼみなどを解消するための簡易な整地等が必栗であり、 また、 指定地

外でもあるため用地取得等も必栗となって く る。 このため、 集落周辺ゃ海岸入口付近及ぴ指定

地入ロ付近でも駐車スべースが確保できるか検討する必要がぁる。

底仁屋の摺曲にっいては、 指定地入口付近にスぺースがぁり、 見学時はそこを駐車場と して

利用 している。 しかし、 大型バスの場合は駐車が困鶯であるため、 国道 33ー 号道路沿ぃに路上

駐車をしている。 地域住民を始めとする道路利用者の安全確保のためにも` 特に大型バスゃ団

体利用の場合における駐車スぺースの確保を検討する。

2・ 指定地までのァクセス遺の賽傭
指定地までのアクセス道にっいて、 天仁屋の摺曲の見学時に駐車スぺースとなってぃる天仁

屋川河口までのアクセスは急ヵーブが多く 、 また台風時は法面が崩れて しば いま道を塞ぐ こと

がある。

また、 天仁屋川は雨の影で増水することが多く、 増水時に川を渡ると危険を伴う。 見学開

始時は晴れてぃて水位が低くても、 見学中に雨が降り、 引き返す際に増水して渡れなくなって

しま う可能性もあることから、 沈下橋等川を渡る手段を検討する必要がぁる。

駐車スペースの確保と合ゎせて、 指定地までのアクセス道の整備を検討する〟

3・ ー外トィ レの股ー

現在、「名護市嘉陽一の摺曲」の最寄りの トィ レは、天仁屋公民舘及ぴ底仁屋公民館でぁるが、

終日の利用は困難でぁる。 天仁屋区においては、 現在屋外トィ レの建設を予定している。 底仁

屋区は国道 33ー 号沿いにある多目的広場に既存の屋外 トイ レがあるが、 いずれにしろ、 両区の

察地点付近に公衆 トィ レの完備は不可欠でぁる。



4・ 豪襲時の債鞭伝遣⼿髏
災害な ど 緊急時の情報伝達施設 (防災ス ピーヵー等) にっぃては、 利活用の状況を考慮した

上で設置を検討する。 その他、 携帯電話やスマートフォン等、 各自で通信手段を確保するよぅ

促す。

ぁゎせて、 消防ゃ警察等、 緊急時に利用者と連絡が取り合えるような連携体制の構築を検討

する。

翼2節 讐理遣嘗に蘭する賽ぇ⽅
「名護市嘉陽層の摺曲」 指定地内の保存活用、 及び周辺環境の管理運當にっいての基本的な考

え方を示す。

ー・ 行故纏囁の役鶴

行政機関の役割は、 「名護市嘉陽層の摺曲」 を将来にわたって長く保存すること、 また県内外

の多くの方に周知 ・利用してもらぅことでぁる。 よって、 以下の取り組みを検討する。

(ー ) 定鯛的な⻲豪
指定地内を定期的に魎察して状祝を記録し、 利用者が見学しゃすぃ壕境を維持する。 また、

新たな崩落箇所や崩落危険箇所にっし`ても記録し、 常に最新の情報を提供できるよぅにする。

設置した工作物にっぃては、 区の協カを得ながら定期的な管埋を行い、 相互に情報を共有ず

る。

また、 不法投棄物を発見した際は、 すみゃかに除去する。

(2 )  攣校纂戴奮纏蘭ゃ鸞總館との臺攪及ぴガィダンス齏股等の襲ー

「名護市嘉陽層の摺曲」 は、 主に学校等教育機関の実習先と して利用されている。 実際に利

用している教師ゃ専門家と意見交換を行い、 児童 ・ 生徒が学習の場と して利用 しゃすいよぅな

活用方法を考案していく。 また、 その他博物館等の機関と連携し、 「名護市嘉陽一の摺曲」 を活

用した、 一般の見学者がょり強く興味が持てるよぅな陸上・海上それぞれの体験プログラムを

作成し提供できるよぅにする。

さらに、 荒天時ゃ潮位のタィ ミングが合わない日といった見学に行く ことができない場合を

考え、 ガィ ダンス施設等の設攪を検討する。

(3 )  $NS 嚢及ぴバンフレッ トにょる膚知
「名護市嘉陽層の摺曲」 を保存 ・ 利活用するにぁたっては、 存在そのものを知ってもらう必

要がある。 そのため、 まずは行政を中心に SNS 等を利用 した PR活動を行う。 そして、 それらの

広報活動により興味を持った方が、 「名護市嘉陽膚の摺曲」 にっいて簡単に学習できるょぅなパ

ンフレッ トを作成し、 「名護市嘉陽層の摺曲」 の概要や見学路、 見どころ、 見学時の注意事項等

を周知させる。

また、 天仁屋の摺曲の見学におし`ては潮の干満状祝が菫要になるため、SNS 等でその日の干満

時問が確認できるよぅにする。
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(4 )  ⼈材責成ブログラムの魔償
地城の方々ゃ一光関係者を対象と した 「名護市嘉陽層の摺曲」 見学時に同行するガィ ドの育

成を行い、 利用者が安全に分かりゃすく見学ができるょうにずる。

(5 )  地域への⽀髏
「名護市嘉陽層の摺曲」 の保存と活用に伴い、 駐車場ゃトィ レといった周辺整備やガィ ド育

成等を検討してぃるが、 それには天仁屋区及ぴ底仁屋区を中心と した地域住民の協力が必要で

ぁる。 備品の補充ゃ定斯的な清掃活動、 ガィ ド育成プログラムへの参加に関ゎる費用等は市が

負担できるような支援体制を構築する。

( 6〉 藁故・災書防⽌及び対応の取り縄み
自然災害や事故等ヘの危機感を常にもち、 環境に合ゎせた災害防止策を検討する〟 また、 緊

急時の対処法にっぃても検討し、 その周知に努める。

その他、ヶガ等の事故が発生した場合のために、連絡方法にっいてのマニュアルを作成ずる。

(7 )  指定地外の活慮

嘉陽卜鑑ま沖′島北部地域において広範囲に広がっており、 指定地外でも指定地と同様の地質

現象を魎察する二とができ る。

今後、 名護市内の指定地外にぉいても同様の地質現象が見られた賽合は、 それらの保護に努

める。

2・ 地域の戴り縄み

行政が行ぅ取り組みにっいては、地域住民の協力が必要不可欠でぁる。 「名護市嘉陽層の摺曲」

が地城の重要な財産となるよ う、 行政と協力して以下の取り組みを検討する。

(ー ) 轟回り活動の實施

現地の定期的な見回りゃ、 個人利用者に対して安全に関する注意喚起の声かけ等を行う。 ま

た、 不法投棄物等を発見した際は、 行政ヘ報告する。

(2 )  膚辺賞股の賽體
駐車スペースゃ工作物、 屋外 トィ レ等の見回り を行い、 異常があれ;ま行政ヘ連絡する。 また、

作成したパンフレッ トを公民館に設置し、 公民館開放時問は小さな案内所の機能を担う。

(3 )  ⼈材膏成プログラムへの轟加
行政が主催する 「名護市嘉陽層の摺曲」 見学ガイ ド育成プログラムに積極的に参加し、 「名護

市嘉陽膚の摺曲」 の歴史ゃ特徴、 見学に適した天候や潮位、 安全対策等を学び、 ガィ ド業務が

担える人材を地域で育てる。
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3・ その他

(ー ) 活薦に蘭ずるルール作り
「名護市嘉陽層の摺曲」 を保存・利活用するためには、 行政` 地域、 光団体等の関係機関

が連携する必要がある。 行政は、 前述の役割に積極的に取り組み、 その活動を地域及ぴ光団

体ヘ周知する。 それを踏まえ、 地域及び洸団体は 「名護市嘉陽膚の摺曲」 を訪れる教育機関

ゃ一般の攪光客の方に利用 してもらえるよぅ、 公民館や各観光施設の窓口等で対応を行ぅ。 駐

車場ゃトィ レの場所のほか、 見学時の服装ゃ兒学時問、 潮位に関すること等は危険も伴ってく

るため、 特に積極的に周知させる必要がぁる。

また緊急時は、 現場に近い公民館ゃプ口 グラムを提供している魎光施設等ヘ連絡が行く可能

性もあることから、 それぞれ警察ゃ消防等との運携も必栗となる。

現在のところ、 「名護市嘉陽膚の摺曲」 を利用したプロ グラムを提供しているのはー事業者の

みであるが、 今後利活用を推進するニとにょり、 利用する事業者や個人見学者が増加する可龍

性がぁる。 その際は、 個人利用者も含め、 行政、 地域、 光団体等の関係機関が同意するよう

な保存活用に関するルール作りが不可欠である。

以上のことから、 「名護市嘉陽膚の摺曲」 の保存及ぴ活用を目的と したルール作り及び利用協

定の策定を検討する。
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ー・ ァンヶ⼀ ト調賓
平成 28 年度に、 主に教育機関向けに 「名護市嘉陽層の摺曲」 における利用状祝に関するアン

ヶー ト調査を実施した。 97 箇所に送付したところ、 5。 箇所から回答があった。 ただ し、 本アン

ヶートは天仁屋の摺曲 ・ 底仁屋の摺曲を区別していない回答方法となる。

また、 平成 29年8月に、 天仁屋の摺曲の利用実態を把握するため、 現地でアンヶー ト調査を

実施した。 潮の千満ゃ天気を考慮し、 平日 ー 日、 休日 ー回行ったところ、 7件の回答を得ること

ができた。

(ー )教書機関向け7ンヶ-ト譚賽

囁賽対亀 県内教育機関、観光関違期間

送付轍 97件

回警裁 50件
※ただし、 県立博物館 ・ 美術舘からの回答は、 担当者の前任の高等学佼での実績数値である〟

閘ー:所膚をお餐ぇ〈ださい。

沖県内 97 箇所にアンヶー トを送付したところ、 5。
箇所から回答がぁった。

県内高等学校のうち、 回答があったのは北部ー校、 中
南部20校でぁった。

県内の大学からは、 琉球大学の回答を得られている。

その他二県立総合教育センタ_/県立博物館ー美術館

閲2=ʓ ƀ 3年蘭に「名護市臺隅膚の擢曲」を攫彙ゃ硯椿などで、現地を利⽤(彙学)した⼆とヵヾぁります
ヵ`。 (「はい」=問3~7へ、 「いいえ」‥閻8へ)

「名護市嘉陽贋の摺曲」 の利用にっぃて、 「はい」 と回答

したところはー4件で、 そのうち北部地城は5件、 中南部地
域は9件で、 北部よりも中南部の利用が多ぃニとがゎか

る。 「いいえ」 と回答したところのぅち、 北部地域はーー

件、 中南部地域は 24 件でぁった。

また、 北部地域で 「はい」 と回答したところは5件で、

中南部地城より も利用が少なくなっている。
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3:どのょうな方法で利吊(鼻学)しまし:か。

問2で 「はい」 と答えたところのうち、 「徒歩」 での

見学が9件と最も多く、 「 ヵヌー又は類似する もの」 と

答えたところは2件でぁった。

その他:底仁屋の摺曲/徒歩/バスで近くまで行き徒歩

蘭4=利用(兄学)した回数をお答ぇ<ださい。

回答箇所によって利用頻度に差はあるが、 特に中南部地域から多く見学に訪れていることが分

かる。

輛慎丁" B中学校2・3年、C中学校 ̀ 20回 県立博物館ー美術館
2回 A 小学校3年 2ー 回 わんさか大浦/ヾ一ク

D高校、F高校、G高校、J高校、H高3 ーg回 校` 琉球大学 `年ー 回 高校

-4髏~5~回 県立総合教育センター 〔隼2回 E 高校

問5:利⽤しナ:時の賽加⼈数
中南部の高等学校からは、 ー00~ー000名規槙で見学に訪れているが、 地元の方にょると天{二屋

海岸にこれほど多くの高校生が見学に訪れている所を見たことがないということから` おそらく

底仁屋の摺曲⾒学の⼈数と考ぇられる。
A小学校 ・B中学校では、 ヵヌーでの見学を行っているようである。

【 48 ⼈ ~ 〝 〝′

A丿ー`勃(3年) (昨年23人`今年25人〕 G賞校 ー200⼈

B中学校(2年) 2ー ⼈ H廣校 50人
70

B 中鞆(3年) ⼈ ー廣校 220人
(年ー 回の利用でー回220 人)

c中轢 20人 琉球大学 90人
D膏校 ー2ー ⼈ 膿⽴欅合教實センタ- 70 ⼈

^` 4。。 ⼈
E藁校 膿⽴樽物館-美術鯖 300⼈

(年2回の利用でー回400 人)

F 嶌校 ' ー5 ⼈ ゎんさか⼤浦/ヾ⼀ク ' 48 ⼈
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6‥利⽤(M ڠ ) しナ:際ー⼆サンプ⼃レの採稟を⾏いましたか。
サンプル採集の有無にっぃて 「はい」 と回答したとこ

ろのうち、 「転石を拾った」 が3件、 「岩のかけらヵゝら生

痕化石を採集」 が ー件であった。

闔7‥利用(見学) しナニ際ーニ不厦ー二憲じナニことゃ` 閘麗点などヵ(ぁりましナ:らご杷入下さい。

不便に感じた二とゃ問題点と して複数あがったことは、 駐車場ゃ トイ レの有無であった。 ま

た、 多く の生徒を引率ずることから、 安全面にっいても懸念しているようである。

・大型バスの駐車が困難(4件)
・トイレがないく2件)
・千満潮の時間に左右される(3件)
・その他(天仁屋の摺曲の露頭の場所まで陸上から行きゃすい通路。/地学の授業選択者の生徒を引
率するため危険な所〈滑りやすぃ~崩れる等)があり、 気を配りながらの実習でぁる。 心配なところが多い。
安全ー安心な実習地となる様な整備が必要。 /ヵヤックの出発地点である天仁屋海岸が利用しづらい。
運搬車のァクセスゃ、 海岸から海へヵヤツクが運搬しゃすしヽ様に整備されるとよぃ〟 /潮の千満の時刻
に合わせて徒歩で観察した。 ヵヌーでの観察会をした学校もあると聞いた。 どこかで借りられるんでしょう
ね。/携帯電話の電波が入るようにしてほしい。 緊急連絡ができなぃ。/ケガした時の対応。/生徒の
引率での見学は厳しい。 /遠い")

闇8‥今後も授彙ゃ研鯵で「名農市賽疇膚の擢曲」を利⽤したいですヵ`。
今後も利用したいかどぅかの質問に対して、 回答箇 どちらともぃぇなぃ 一無圓答

所のほとんどが 「利用したい」 と答えているが、 中に ー ~~
は 「利用したくない」 といった意見もあった。 利用し
たい理由としては、 「身近にダィナミ ックな地膚が見
られること」、 利用したくない理由と しては 「距離が
遠く、 時問がかかる」 といったことがぁげられた。

理由

<小学校>
'児童の送迎が課題なので市教委等仁ょる送迎パスの手配が
可能であれば利用したぃと考えている。
ー実際に目で見て体感させたい。
ー移動に時間がかかりすぎるため` 他の教育計画[ニ影響がでる
ため。



〈中鞭〉
・授業で荊]用したしヽヵヾ移動手段と時問がかかるため、 なかなか行!ナなぃ。
・中学校ー年生理科(地学)で地層についての学習ヵヾぁり、 身近にこのような教材となるものヵヾあるなら利
用したい。
地元にある資源を有効に活用し、 地域に対して生徒の目を向けさせ探究させたい。 地域の賢源を大切
にする心を養いたぃ。
・中学ー年生理科の地層の分野で実際に目の前で地層を観察したぃ。
~ ダイ ナミツクな摺曲は他に見ることがな〈、 ⼦どもたちにも⼀度は⾒せたぃ。
・中ー理科の履修内容であるから。

く膏等学校>
・大き〈てきれいな摺曲で、 さらに断膚もあり、 地学教育に大変役立つため。
・とてもきれいでわかりゃすい地層。 今後、 利用したぃがなかなか日程、 予定がたたない状況。
・摺曲構造が大きなスケールでわかりゃすい` 見て欲しい露頭である。
・毎年、 野外実習のコースとして利用させてもらっている。 県内にある地層の中でも迫力ある塩所なので

今後も利用していきたい。
・地殻変動などのダイナミックな現象を実際に見る二とは、 生徒にとって大きな刺激になる。 また、 沖纏
県でも地殻変動の影響を受けていることを学習するのは有意義。
ー職員研修として(天仁屋)
ー底仁屋は利用しているが、 嘉陽海岸につしヽては時間の制約がぁり検討していなしヽ。
・現任校{ま野外実習及び「地学」の科目がないために利用できていないが、次の転勤先で{ま利用した

い。 大規模摺曲を間近で観られる露頭は他にはなしヽため。
・南部からは遠〈、 費用がかかるため。
・本校は必修科目で科学と人間生活がある。地学分野で日本列島の特徴ゃ日本列島付近のプレ_ト
の動きを学習するので、 できれぱ授業で活用したい。
・野外実習を行っている学校ではよく利用している。
・利用したぃ気持ちはあるが日程を作るの力ヾ難しい。 できるとすれば夏休みの時期仁員研修として。

<研究所>
ー遠距離であり難しいため。 (3件)
・宅地開発等で露頭を見学できる場所が限られている中` これナ三ーナの摺曲が見られるのは実に貴重で

ある。 見学に値する場所であると思う。

<教膏寡務所>
ー実際に摺曲を観察することによって` 大地の変動ゃ沖纏島の形成など、深い理解ー二つながる。

・利用したしヽと考えてしヽるが遠しヽので機会ヵヾどの程度あるか分らなぃ。

<膏少年の豪>
・フィールドが名護青少年の家(名護岳)に限られるためこれまで利用したことがないが、 生態系の基礎
となる地質・成り立ちについて理解することで賀の向上が期待できるため。
・今後検討してみたい

<その他>
・現在も研修で滴ー用している。 今後も研修に取り入れてい〈。
'摺曲の雄大さや` そこにたどり着<までの海の美しさなど、 すぱらしい自然を是非多くの人たちに体験し

てもらぃたい。



閲g‥ 平成 28 年簾以降、 授彙や鵬で「名農市賽贖膚の槽曲」を利⽤ずる予定ヵヾぁりますか。
今後の利用予定にっいて、 既に予定が 「ある」 と回答

したところは、 「ない」 と答えたところょりも少なかっ

た。 しかし` 「予定はなぃが、 今後検討したい」 と答ぇ

たと ころが ー5件ぁったことから、 今後の利用が増える

ことが予想される。 また、 「予定はなぃが、 今後利用を

検討したぃ」 と答えたと二ろのうち、 北部地城は7件、

中南部地域が8件ぁったことから、 今後北部地域での利

用も増えることが予想される。

闇 ー0=予定している(または予憲される)回致や賽加人轍にっいてぉ餐ぇ〈ださい。

今後利用を予定している (または予想される) ところは

7箇所で、 全てがー回の予定であった。 ただし、 そのうち

ー00名単位で回答のあったところが2件ぁり、 底イ二屋の摺

曲の利用ではないかと考えられる。

A小学校(3年)‥ー回/ 未定

B中学校〈3年)‥ー回/20人
G 高校‥ ー 回/400 ⼈
H高校‥ー回/ 未定

ー高校(理科)二ー回/200 ⼈
琉球大学ニ年ー回/30人
県立総合教育センターニー回/ー〇人

問 ーーゴ名護市臺陽膚の梧曲」の利用にっいて、 ご憲⾒ヵ{ぁりましナ:らご配⼊〈ださい。
自由意見では、 移動手段や距離、 時間にっいての意見が多く あげられた。 特に小中学校の利用

の場合、 授業のヵ リ キュラムゃ引率人数の関係でなかなか利用 しづらい部分がぁるようでぁる。

また、 駐車場にっいても意見が多くあがっている。

そのほか、 保存・活用にっいての意見もいくっかあげられた。

〈′ーヽ勃〉
・屋部小は距離的に近い本部町の地層を見学している。 嘉陽に遠いので行っていないが` パス利用の
関係ゃ計画がて砦れぱ利用 してし ヽ きたし ̀ 。
・地層の観察にはとてもよしヽ教材だと思ゎれる。特に潮位カ坤がった時は潮間帯生物の観察も並行して
行える。 次にあげる二とが課題で実際の所なかなか活用できなぃ。①車から徒歩の距離が長〈、 潮位も
配慮する。②ノヾスなど交通手段の確保に時間を要する。
・間近で見ることができ貴重な学習ができている。 この素暗らしい資源を大切に守ってし`きたい。
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<中学校>
・委員会バスを優先的に利用させてぼしい。
・観察に行<時の移動手段` もぅ少し工夫が必要だと患う。
・学校が<少人数の規模の学校に勤務しひヽた頃は毎年利用していた。 中 ー 理科の学習内容なので

実際に見学できるなら利用したぃ。 遠し`と往復の時問ナ三けで授業がつぶれてしまラので現在の教育課程
では難しい。 また、 見学だけだと生徒の集中も厳し〈、 保存のためにも大人数でサンプリングを繰り返すこ
とも避けたい。 事前に見学の予約等ができヽ 案内する人ヵヾし`れ(ま授業での活用もしゃす<なると思う。 天

然記念物なので、 学校の先生からだけでは指導もLヽきとどかない面もでて〈る為、 夏休みのィべン⼘等も
あると、 自由研究に活用できて良いと思う。

<嶌等勃>
・潮の千満の関係な〈見学できるよう遊歩道を設置。
・生徒が摺曲をよ〈観察できるよう仁するために、 地層表面を削るなどの工夫をしていただけたら幸いで

す。
・露頭の風化ヵヾ進まないよう管理して{まいヽ。 (モクマォゥの幼木の伐採等)
・保存してほしい

く研究所>
・嘉陽層の摺曲は、とても素晴らしい学習の場でぁると考ぇるが、本市よりは遠いため簡単仁利用する:
とは難しい。
・ 名護の緑風学園がカ又一〈カヤツク ? )から見学してしヽるという話を聞いた二とがあるが、 一般向けにも

同様のツア一` あるいは研修ブロクラムカ{ぁりまずか?興味ヵヾあります。 一度、 教殲員向けの研修内容
にと検討したカヾ、 窓 ロ が分らなぃのと予算の面から断念した〟

<教冑寡務所>
~中頭地区の小中学校での利用は少ないが、高校`大学ゃ教育センタ一などで、とても重要な教材とな
っている。今後、保存活用は必要不可欠でぁる。

<膏少年の豪>
ー資料で大変良い勉強になった。 フイールド観察会等ヵヾぁれば参加したい。
ー迫力のぁる地層で` すぱらしい学習の場になると思うが、 本所から距離カヾ遠いのが残念です。 活用豪

例集等作成したら是非参考仁させて<ナ三軋ヽ。

<その他>
ー嘉陽層は` 西日本に分布する四万十帯の中でも、 地殻変動の見事さを ー ヵ所で‥察できる唯一の場
所です。とても貢重で、 沖絹でも誇れる財産です。 昨年` 老夫婦が「ー目見たかった」と言って県外から

来ていました。 トイレゃ駐車場なども無〈、 足場も悪い為、 とても気にした二とを覚えています。 環境整備
は名護市教育委員会〈名護博物館)と調整し、早急に進めた方が良いと思います。 また、千潮時にしか

歩けないため、 干潮の時聞がわかるょうにした方が安全性が髙まると思しヽます。 スマホだと、 QRコ一ドで

確認できると思います。 また、 波浪警報などの確認もで春ると良し`と思います。 生痕化石が観察できる場
所までは、 陸上からも行けるようにすると便利だと思いますが、 私有地になっているはずなので、 交渉が
必要かもしれません。 また現地では、 足下が滑る場所も多いので手摺などを設置することも検討しても

良いでしょう。 現在、 日本を含め世界的に「ジオノヾ一ク」に申請し、 多<の客層を獲得しています。 ジオパ
一クへの認定も視野に入れ、 整備してい<二とが重要だと思います。
・国指定となり誰もが安全に利用できるようになればと恩います。 これまで通り、 自然のままの姿で安全

管理されることを願います。
'海岸ヵヽら海ヘのアクセスヵヾよ<なるとLヽいと思う。
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(2)  天仁量側現地7ンヶ⼀ト譚査
ー賽対驚 天仁屋海岸利用者

夷施期聞 平成 29 年8月8日〈火)、 平成 29 年8月 2。 日く日)
回讐敷 7件(8月8日 :5件、 8月 2。 日 :2件)

闇ー=震性

回答者の属性は、 以下のとおりでぁる。

岡2・3‥訪問人歓と利用目的 `

今回の調査中に、 釣 りで訪れている人は3組、 天仁屋の摺曲見学は2組、 地質調査がー組であ

った。

その他ニ 貝拾い

問4ニ利⽤頻慶

来訪人数 利⽤⽬的

利用回数にっぃて、 頻繁に訪れている人はおらず、 月にー回、 年に数回など、 たまに しか訪れ

ないという結呆となった。 また、 初めて訪れる方もいた。 利⽤頻度

その他:年にー 回` 3年にー 回



閲5=天仁量の摺曲が團の天然鵠念物に指定され:ことを知っているか

今回は摺曲見学者-地質調査が3組、 天仁屋区の方がー組いた

ため認知度は高かった。 一方、 たまに釣りで訪れてぃる方は天然

記念物にっぃて認知 していない印象を受けた。

闇6=国の天然記念物である天仁慶の槽曲にっいて興味ヵヾぁるか
天仁屋の摺曲を知らなぃ方のうち2名が、 「興味がぁる」 と回答

したので、 認知されていなくても、 話しを聞く と興味が出ること

がゎかる。

興味カヾぁる理由ニ夏休みの自由研究/ 天然記念物の素疇らしさ/ 地
質が仕事のため/地層が好き/見たことがない

蘭7:天仁量の擢曲にヮいて、どうすれぱ興味ゃ利用ヵヾ壇えると惠ぅか
今後の利活用にっいて、 「トィ レや東屋を設置する」 と回答した

人はー名と少なく、 逆に 「何も設置しない方がよい」 と話した方が
多かった。 〟`_. ・{
認知度は低ぃので、 情報を発信した方がょいと答える方が多かっ ̀ 驚鱒皇〕~ _ ュ_〕…〟縄

た。 「〔ー`平 " 〝情報を袁知する ~曼"了弐“′

闔8=底仁量の擢曲にっぃて知っているか

底仁屋の摺曲は、 天仁屋の摺曲に比べて比較的訪れやすし`場所に

あるが、 利用が少ない、 ぁるいは認知されていないことがわかる。

蘭g‥天仁量の糧曲ゃ圖辺の利用にっいての要賣ゃ慧需

多く の人への情報発信と、 利用者のマナーに0し`ての意見が寄せられた。

<自由薫見>
・すーまらしい所なので、 もつと情報〈マスコミ)を使った方ヵヾよい!
・利用マナ一の改善〈ゴミは持ち帰り`ゴミを燃ゃすな)、 権利のない人の素漕り漁



(3)藁ー回鵬住民ァンケート疇葺

第3回委員会での意見を踏まぇ、 天然記念物 「名護市嘉陽贋の摺曲」 がある名護市天仁屋区と

底仁屋区の2っの地域に住んでいる方々を対象に、利活用にっいてのアンヶー ト調査を実施した。

2。 歳未満も含め、 天仁屋区住民 ー45 人、 底仁屋区住民 52 人、 合計 ー97 人に配布し、 28 人から回

答を得ることができた。

ー賽対亀 天仁屋区底仁屋区住民

期蘭 平成29年ー0月
送付蚊 ー97 件〈天仁屋区 ー45 件、底仁屋区 52 件)
回警敷 28件

聞ー ‥ご自鼻にっぃてぉ答ぇください(性別・年代ー居住)
回答者の内訳と して、 天仁

屋区民が20 人、 底仁屋区民

が5人となっている。 女性 ー。
無回答 3

男性 ー5~~(人)* "

2。

(人)

]0

0 5 ー_}′'ー0' _ 藁5{〕` ' ご・・ 2。
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問2:「名護市臺疇膚の櫂曲」を知っています か?
「名護市嘉陽膚の摺曲」 の "

認知度にっぃて` 24人が知っ 知ってぃる
ていると答ぇたが` 「天仁屋海 天仁屋の擢曲のみ知ってぃる

岸の摺曲のみ知。てぃる」 と 底仁屋の摺曲のみ知っている

答ぇた方もおり、 地城住民で 両方とも知らなぃ
も底仁屋の摺曲を知らない方 無回答

もいた。 `二

※無効票2件

3=「名穫市臺疇膚の糧曲」が国の天然記念物に指定されていることを知っていますか?
「名護市嘉陽層の摺曲」 の

天然記念物指定の認知度にっ

いて` ほとんどの人が 「知っ

ている」 と答えたが、 「天仁

知つている

天仁屋の擢曲のみ知っている 2
底仁屋の擢曲のみ知っている 。

屋の摺曲のみ知っている 」 と 両方とも知らなぃ

答えた方が2人` 「両方とも 無回答 ー 。

知らなぃ」 と答えた方が4人 ' 。

いた。 〝 “
※無効票2件

問4‥「名護市轟隅膚の擢曲」を兒に行った二とヵヾぁりますか。

天仁屋・底仁屋どちらか一方

を含め、 「名護市嘉陽層の摺

曲」 を兒に行ったことがぁる方

は全部で27人と、 ほとんどの

人が摺曲を見に行ったことがぁ

るという結果になった。

両方ともぁる

天仁屋の擢曲のみある
底仁屋の摺曲のみぁる

両方ともない

無回答

閘5=閘4でー まナ:は2または3と警ぇた方にぉ蘭きします。 どのょうな目的で利用しましたか。 (艶入式)
ー 貝取に行<ついで

天仁屋は学校本にあるので。 また当時〈中学生)はバス等も摺曲の所を走っていた。 天
2

仁屋は天然記念物の見学として。

天仁屋 3 学校の授業 (天仁屋) 見学〈天仁屋)
地理の学習

学校の授業で行った。 国指定祝賀イべン卜で歩いて行ヮた。 夏休み天仁屋区の学生ボ

ランティアと一緒にカヤックで行った。

78



カヤツクのガイド同行 サ_フインで。

学校の授業

6
7
8 地域のຮ ఍ ( 具志堅均先生の説明)だったと思います。 中学校の学習に同行

g 釣り

天仁屋 ー。天然記念物指定の祝賀会前の見学会に参加とヵヌ一ィべントで摺曲まで行った。

ーー海にいった時

ー2レジャ-で行きました。
ー3 一応、 地元なので見ておニうと思っただけ。

ー4 天仁屋公民館で映写嘉陽層の摺曲の説明会がぁった時ゴムボーH二て見学した〝

ー5日常生活範囲内に摺曲があるため特別に目的はなし

ー6
底仁屋

底仁屋横臥摺曲は個人ゃ団体で幾度みてLヽる天仁屋海岸の摺曲は歩いては行けない

ので船で二度行った。

ー7 摺曲の変化を見る為

ー8両方の摺曲とも指定以前から存在は知ってしヽたが指定後に再確認に行った。

ーg
無回答

底仁屋の摺曲は中学の授業で天仁屋の櫂曲は見学者の案内で(ガイドで{まない)
2。 海にいった時

問4でー または2または3 と回答した方のぅち、 摺曲見学を主な目的とした方は ー3 人、 レジ

ャー等別の目的のっいでと して行った方が5人でぁった。 また、 摺曲見学を主な目的と した方の

ぅち、 「学校の授業で見に行った」 と答ぇた方は7人だった。

問6=今後、 「名穫市臺疇膚の擢曲」をどのょぅ仁保存し、活⽤していきたいですか。 (債艶回警可)

もっと見学しゃすいように整傭してもらいたい

今まで齏り裏騰がぁる人にきてもらぇれぱょいので、 特に新

(件)

胱賽源として多くの⼈に
来てもらぇるような取網をしたい
学校教⻘の⾯で活⽤したぃ

しい取縄は必壷ない
ぁまり外都の人には来てほし〈ない

その他

薫回警

'_ご;驚轟

その他圓答

ー "をこ さ `て巷 よ`ナ`天仁屋〟 自然 ゎ ず維持 る っ」整備

2 自然のまま整備する。

今後の保存、 活用にっいて多かった意見は、 「もっと見学しゃすいょぅに整備してほしい」 の
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ー5件、 吹いで 「今まで通り興味がぁる人にきてもらぇればよいので、 特に新しい取り組みは必

要なぃ」 の ー4件であった。 その他の選択肢にっぃても、 複数件ずつ回答がある。

7‥現在「名護市臺疇属の褌曲」の利⽤で困っていることヵ(ぁれーま艇⼊してください。

天仁屋

ー
ゴミが増ぇた、 路上駐車カヾ増えた、 トィレを貸してほい`は摺曲の利用者とはそんな仁関係な

いと思う。 多方キャンプをする人ゃ海岸に遊ぴに来る人では?
特になし

トイレを貸してほしいと言われた。

卜イレを貸してほしいと言われた。

別にないが充店の復活を望む(来訪者が困っている)
ない

なし

m
 

〟
 

m
 

m
 

鱒
 

m
 

m

ごみヵヾナ:<さんぁる。 川を渡る時怖い。

ゴミが多い、 Mレの後がそのまま残されている。 火を使った跡がそのまま(石がつみゴ三も散

乱)
ー。利用者が多いのに卜ィレ不足、 水道が使ぇないなど気の毒に思ラ。

ーー海岸に駐車場を整備してほしい。

ー2卜イレが無〈ゴミが増ぇている。

ー3 ゴミが増ぇた。

ー4ゴミが増えた、 トィレを賃してほしいと言ゎれた。 海岸の見学仁危険を惑じる

ー5 海岸の見学に危険を感じる

底仁屋

ー6 ゴミが増えた。 海岸の見学に危険を感じる

ー7 ゴミが増ぇた。 海岸の見学に危険を感じる

ー8
底仁屋の摺曲は中南部の高校の見学で多いと春には 7~8  台のバスも路上駐車がぁり危険

でぁる。

無回答
ー9 特になし、 見学者は卜イレが無い二とに困ってし`るのではないか。

2。 海岸にごみが増ぇた。

「名護市嘉陽層の摺曲」 で困っていることとして、 「ゴミが増えた」 「トイ レを貸してほしぃと

言ゎれた」 「路上駐車が増ぇた」 「海岸の見学に危険を感じる」 という ものがあげ られた。

闔8=その他ご薫鼻・ご要望ヵヾぁれぱご繭入<ださW

天仁屋

ー
トイレを利用する人がぉぉ<なれぱ区の負担金(水道、 霞気その他費用)も多<なると恩うので

区にもその経費を補う収入がなしヽと絶対にだめナ三と恩う。

危険が伴う場所なので注意すべき幕項ゃ櫂曲に閲しての資料を配備したり出来る資料館が

天仁屋区にはぜひ必蔓だろぅと患う

又そこで見学協力金を賞わないと卜イレや漬掃活動などができなし`。

来訪者が困っている

8。



天仁屋

売店がぁれぱと思う。

凄しヽところだから掃除とか頑張りたい。

ぜひ多〈の方に来てほしいので利用者が使しヽゃすい清潔な充実した施設が望まれる。
mヾm

轟

漂羞物を定期的に片づけてほしい。

川を渡る危険、 とても心配、 過去に3台九ーで車が動けな<なったのを知っているので。 人ヵヾ増

え過ぎても自然を維持できるか心配。

見学者が増えると卜ィレ整傭が必妻と思う。

底仁屋

ー。
県内各高等学校等が大型ノヾスを利用しての学習の為に来ることから大型ノヾスの駐車場を

整備する必要があると思います。

‥
天仁屋の海岸の摺曲は陸路行<と途中に大きな岩山が海までのびて越す:とは困難でぁ

る。 岩石の摺曲は海に面しているので波にさらされてしヽる(防波堤が必要)

ー2
天仁屋の摺曲は県内高校の地学の学習の場所になってLヽるのでバス利用が多〈駐車場ゃト

イレの完備を望みます。詳細は案内版がほしい。

ー3
大型バスの駐車を旧道路を利用してはどうですか?(高校生の見学力ヾ集中する峙期ぁるょ

うです。 )

無回答 ー4
資料館又は音声によるガイド(摺曲の)あれぱ行〈前に少しでも学習ができ、 より充実した見

学になるの枡ま。 将来は売店の復活も望む。

今後望まれる整備 と して、 トィ レゃ駐車場、 売店、 案内板、 資料舘の設置等の意見がよせられ

た。 また、 天仁屋の摺曲に関 しては、 安全対策ゃ漂着物等の清掃活動、 底仁屋の摺曲に関しては

現在塞がれている旧道の利用にっレヽての意見がぁげられた。

(4)簾2回地域住⺠ァンケ⼀ト鶴賽
第4回委員会での意見を踏まえ、 天仁屋区と底仁屋区の住民に再度アンヶー ト調査を実施した。

第 2回アンヶー ト調査では、 「名護市嘉陽層の摺曲」 の利活用にっいて、 「教育を目的と した利活

用」 とぃうことを前提と して質問を設定した。

前回同様、 天仁屋区住民ー45 人、 底仁屋区住民52 人、 計ー97 人に配布し、 33人から回答を得る

ことができた。

翼賽対薫 天仁屋区ー底仁屋区住民

期闔 平成29年ー2月
送付鈑 ー97 人(天仁屋区 ー45 人、底仁屋区 52 人)
回讐轍 33件



閲ー:ご自身にっいて教ぇて〈ださい

【性別】 (人)

天仁量 底仁量 合叶

ロ天仁屋 ロ底仁屋
(人)2。ー5ー。

ー6

24

男性

女性

無回答

合叶

(人)
天仁量 底仁量 合叶

【年齢】

20代未満 ヨ
20代 。

30代 。

ー。 ー5 2。 (人)

ロ天仁屋 團底仁屋
5

~代加

。
ヨ

答回無] 8
ー

33

2

ー5
]

24

20代未清

20代
30代
40代
50代
60代
70 代~
無回答

合叶

24天仁屋区

区屋仁底

3。 (人)2。ー。

(人)【居住】

合叶

33
底仁量天仁量

24

(人)
問2‥「名穫市臺疇膚の櫂曲」を「教書目的」に量点を量いて利活用を歯るこ掛二ヮ(ヽてどう思いまずか?3

4
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ー
ー
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教膏的な利用でょい ー。 〝3 ]ー3
レジャ-目的も倉め` ー般的な ー。 _4 .雛〕_魍〝 ー4
観光地のよぅに活⽤ した方がょぃ 、, "^ .-

教膏的な目的はよいが、 レジャ_
目的ではぁまり利活用してほし<ない

これ以上何もしないで!ましい 。
〈外部の人にきてほし〈なぃ)

その他 。

ロ天仁屋 ロ底仁屋
無回答 2

。 5 ー。 ー5 (人)

「名護市嘉陽層の摺曲」の利活用にっぃて、第2回地城アンケートでは、「レジャー目的を含`
一般的な光地のよぅに活用 した方がよい」 という回答が、 「教育的な利用でょい」 という回答を

ー人上回った。 これは、 第ー回地域アンヶートと反対の結果である。

一方で、 「教育的な目的はょいが、 レジャー目的であまり利活用 してほしくなぃ」 という回答も

各地域から ー人ずっ出ている。

閲3:天仁量の擢曲を利活用するにぁたり、どのょぅな轟傭ヵヾ必蔓ナ睾と惠いますか?(債敷回答可)
【ハ⼀ド整傭】 (件)

〈

天仁量 底仁量 〝計 Mレの整傭 ー4 5 ー9トィレの整傭 ー4 5 ー9
駐⾞壇の整備 5 4 g 駐車場の整傭 5 4 9
案内所(写稟ー映像 案内所(写真ー映像等 〝 2 ]3
等が見られる施股) ー ー 2 ー 3 が見られる施設)の整備 `
の整傭 説明板の整備 2 5 7
説明板の整備 2 5 7
ハード整傭は必婁 ハ一ド整傭は必要なぃ 王z
なぃ ー ー 2
その他 。 。 。 その他 0

轟回答 2 ロ天仁屋 無回答 ーー2 (件)
合計 34 ー8 52 ロ底仁屋 。 ]g g。
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【ソフ⼘憂傭】 (件)
天仁震 底仁量 合叶 パンフレットの作成

パンフレツトの作成 8 6 ー4 映像を使った z_ g〟 「
璧馨寡漕震た学習 2 4 g 学習貴料の作成 2 夢二縄』「]卓6

・ _了`ー
案内ガィドの膏成 3 ー 4 案内ガィ卜の青成 3 縄4

ソフ卜整傭は必嚢な ] 。 ] ソフ卜整傭は必蔓なぃ 〕
い

その他 。 。 。 その他 。
無回答 ー3 。 ー3 ロ天仁屋 無回答 ー3
合叶 2フ ーー 38 ロ底仁屋 。 s ー。 ー5(件)

※コメン卜:一度は見てもらいたい、 壮大な地球を見ることができる(船ヵヾ必要)

天仁屋の摺曲の利活用において、 ハー ド整備で最も求められているものは、 「トィ レの整備」 の

ー9 件だった。 吹に 「案内所の葺備」 ー3 件、 「駐車楊の整備」 9件、 「説明板の整備」 7件となって

いる。 また、 各地区から ー件ずっ 「ハー ド整備は必要ない」 という意見もあがっている。

ソフ ト整備にっいて、 最も多かったのは 「パンフ レッ トの作成」 の ー4 件で、 吹に 「映像を使っ

た学習資料の作成」 6件、 「案内ガィ ドの育成」 4件だった。 地域別にみると、 「パンフレッ 卜の

イ催成」 「案内ガイ ドの育成」 にっいては天仁屋区` 「映像を使った学習資料」 にっいては底仁屋区

の件数が多く なっている。 また、 天仁屋区からは 「ソフ ト整備は必要ない」 という意見も ー件あ

がっている。

ハード ・ ソフ トともに 「その他」 の回答は0件だったものの` 底仁屋区の住民からは 「天仁屋

の摺曲の見学には船が必要」 というコメントがぁった。 また、 ソ フ トにっいては、 無回答の方が

多かった。

問4:底仁量の擢曲を利活用す劉ニぁたり、 どのような臺簾が必賽だと惠いますか?(攫戴圓答可)
【/ヽ⼀ド整傭】 (件)

天仁慶 底仁屋 合計 トィレの整備 5 〕3 s
トイレの整傭 5 3 8 `~ _
駐車塙の整傭 5 5 ー。 駐車場の整備 5 ~寓ニ `』ー。

案内所(写稟・映像 案内所(写責峡像等 2 2 4
等が見られる施設) 2 2 4 が見られる施設)の整備

の整傭 説明板の整備
脱明板の整傭 ー 7 8
ハ⼀ド整傭は必蔓 ハ⼀ド整傭は必票なぃ,` ー 。 ー
逃い その他 。
その他 。 。 0
薫回答 ー7 。 ー7 ロ天仁屋 無回答 ー7 (件)

合計 3ー ーフ 48 ロ底仁屋 。 ー。 z。
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【ソフ⼘整傭】 (件)

天仁璽 底仁雷 合叶 ,ヾンフレットの作成 4パンフレッ⼘の作成 4 6 ー。 映像を使った
璧萱寡藩縄麟萱 ] ] 2 縄〝料の縄鱒過2

ガ ' 〉〈〕ー了藁内ガイドの膏成 2 案内 イ卜の膏成 3 『~5
ソフ⼘整傭は必要な 。 。 。 ソフ卜整傭は必婁なぃ 。
い

その他 。 。 。 その他 。
慧回答 ー9 ー 2。 u天仁屋 無回答 ーg ー20
合叶 27 ー。 37 ロ底L屋 。 ー。 2。(件)

※コメン卜ニチリ捨て場になっているので大きなチリかごが必妻。 /チリ捨て場にならなぃよラ仁エ夫する。

底仁屋の摺曲の利活用において 、 ハー ド整備で最も求められているものは、 「駐車場の整備」 の

ー。 件だった。 吹に 「トイ レの整備」 ー。 件` 「駐車場の整備」 「説明板の整備」 が8件、 「案内所の

整備」 4件となっている。 また、 各地区から ー件ずっ 「ハー ド整備は必要ない」 という意見もあ

がっている。

地域別に見てみると、 「トィ レの整備」 にっいては底仁屋区、 「説明板の整備」 にっいては天仁

屋区がその件数を上回っている。 駐車場~ 案内板にっいては各区同数である。

ソ フ ト整備にっぃて、 最も多かったのは 「パンフレッ 卜の作成」 の ー。 件で、 吹に 「案内ガイ ド

の育成」 5件、 「映像を使った学習資料の作戌」 2件だった。 地域別にみると、 「パンフレッ トの

作成」 にっぃては底仁屋区、 「案内ガィ ドの育成」 にっいては天仁屋区の件数が多くなっている。

ハード ・ ソ フ トともに 「その他」 の回答は0件だったものの` 底仁屋区の住民からは 「ゴミ捨

て場になっている/ゴミ捨て場にならないよ う工夫が必要」 という意見があった。 また、 両地域

ともに無回答の件数が目立った。

蘭5:その他ご薫見-醸聾がぁれぱご諷入<ださい。

底仁屋の地層の場合、 国道に大型ノヾス数台が駐車している場合ヵヾぁり危険が伴う。 周辺に駐

車場施設のスぺ一スはあることから整備は必要と感じている。

天仁屋のバン崎の岩の摺曲を見るには船が必要〟 浜伝いに行<と途中で大きな岩があって道

を遮っている。

底仁量

その他の意見と して、 底仁屋の駐車場スペースの確保、 天仁屋の摺曲を船で見学ずる方怯にっ

いて意見がぁった。
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(5) 名體市区⻑会アンケ-ト鵬賽
第5回委員会での意見を踏まえ、 天仁屋区と底イ二屋区の住民に行ったアンヶー ト調査を名護市

区長会にも実施した。 名護市区長会は、 平成 29年ー2月 4 日に天仁屋の摺曲を見学している。

名護市内各区の区長 55 人に配布し、 3。 人から回答を得ることができた。

纏葺対亀 名護市区長会

期閘 平成 3。 年2月
送付裁 55 件(名護市内各区区長)
回答教 ・ 3。 件

問ー:ご自鼻にっいて教えて〈ださぃ

【性別】 (人)
合叶

男性 gg 男性 一 25
女性 ー 女性 ー ー
無回答 4 鮑答 ー 〟

合叶 30  。 5 ー。 ー5 2。 25 3。 (人)

【年齢】 ( 人)
合計

2。 代未濱 。 20代未満 。
20代 。 20代 。
30代 2 鱒代 ー 2
40代 s 鱒代 ー 350 ー ー50代 ー9 卸董 _ 〟 g
60代 4 m代~ 。
70 代~ 。 無回答 ー 2
無回答 2 。 5 ー。 ーs 2。 ( 人)

合叶 3。



?を「教冑目的Jに蔓点を盧L`て利活用を図る二とにっいてどう惠ぃますか「名遣市臺鷹膚の梧曲」:2؜
(人)

合叶
教膏的な利用でょい ー2
レジャ一目的も含め、 ー般的な観光地のょうに活⽤した⽅ヵゞょい 6
教膏的な⽬的はょいが、 レジャ-目的ではぁまり利活用してぼし〈ない 8
これ以上何もしなL`でほしい(外部の人にきてぼし〈なぃ) 。
その他 。
無回答 ー

合計 2フ
※無効票ニ3

教肯的な利⽤でょぃ 一 ー2
レジャ_目的も含め~ 一般的な観光地のょうに活用した方がょい ー 6

教賓的な目的はょいが、レジャ-目的ではぁまり利活用してほし〈ない 一 8
これ以上何もしない枡ましい(外部の人にきてぽし<ない) 。

その他 。

無回答 _ ー

。 2 4 6 8 ー。 ー2 ー4(人)

「名護市嘉陽層の摺曲」の利活用にっぃて、「教育的な利用でよい」といぅ回答が最も多かった。

「教育的な目的はよいが、 レジヤー目的であまり利活用してほしくない」 といぅ回答は、 「レジャ

ー目的も含め、 一般的な攪光地のように活用した方がょい」 という回答をゎずかに上回った。 「こ

れ以上何もしないでほしい (外部の人に来てほしくない)」 といぅ回答数は。件だった。

第2回地城住民アンヶートの結果と異なり、 「教育的な目的はょぃが、 レジャー目的であまり利

活用してほしくない」 という回答が多かった。

闔3:天仁重の糧曲を利活舟するにぁナ:り` どのょうな整傭が必嚢ナ三と思いますか?(積敷回警可)
【/`⼀ド整傭】 (件)

合計トィレの整傭 25 杯レの整備 一 25
駐稟培の整憤 22 駐車場の整備 一 22
案内所(写藁・映像菱が見られる ]6 案内所の整備 一 ー6
施股)の整傭 説明板の整備 ー 23
説明板の整傭 23_ ・ ハ髑整傭は必婁ない ー ー
雀ナ`よ整傭は必 ]

ず その他 。

真窩喜 g 無回答 。

^叶 87  。 ー。 2。 3。 (件)
ロ

※コメン卜ニ利活用前の勉強会は近くの公民館で行ったらどラか。 /パリアフリ-化、 短縮コ一ス化/雨天時
蓋菫是して這繕良付施設〈椅子` 黒板が欲しい。 )/砂場で歩きに<〈長距離なので景観を損なゎない程度の

の ⾵



【ソフ⼘整傭】 〈件)
合叶・` " ノヾンフレッ帥作成 ー 22

盆ノフレノトの作 22 映像を使 ナ学習資料の作成 ー二 ` ーB

璧萱喜使罹蔑学 ー8 っ` の 案内ガイドの育成 一 2ー
案内ガイドの膏 2ー
成 ソフ卜整備は必要ない ー 2ソフ⼘整傭は必 2婁ない その他 ー ー
その他 ー 無回答 _ ー
無回答 ー
合計 65  。 ー。 2。 30(件)

※コメン⼘ニ東側地域の活性化

天仁屋の摺曲の利活⽤において、 ハー ド整備で最も求められているものは、 「トイ レの整備」 の
25件だった。 吹いで 「駐⾞場の整傭」 「説明板の臺備」 22 件、 「案内所の整傭」 ー6 件の順だった。
「丿ヽー ド整備は必要ない」 という回答も ー件あった。 また、 「その他」 の積に記⼊されていた意⾒
をみると、 バリアフリー化ゃ遊歩道、 屋根付き施設の整備という意⾒ゃ、 公民館を利用 してはど

うかという意見もあった。

ソフ ト整備で最も求められてぃるのは、「パンフレッ トの作成」「案内ガイ ドの育成」の2ー件で、
次に 「映像を使った学習賓料の作成」 ー8 件となった。 また、 「ソ フ 卜臺備は必要ない」 という回答

も2件あった。 「その他」 の回答と して、 「東側地城の活性化」 という意見があった。

第2回地域住民アンケー卜と比べると、 どちらも 「 トィ レの整備」 が最も高かったが、 「説明板

の薯備」 と 「案内所の整備」 の結果は逆になった。 ソフ ト整備は、 「パンフレツ ト作成 」 と 「映像
を使った学習資料の作戌」 「案内ガィ ドの育成」 にほぼ差がない結果となった。

ݳ 4:底仁量の擢曲を利活⽤するにぁたり、どのょぅな整膚ヵヾ必嚢ナ臺と惠いますか?(績教回答可)
【/ヽード蔓傭】 (件)

^ロ叶 Mレの整傭 ー ー8
トイレの整傭 ー8 ⾞瘍 整備一駐⾞場の整傭 ー6 駐 の ]6
案内所(写藁・映 案内所の整傭 一 ー3

( `菫璧斐の量羅れる ー3 説明板の整備 一 2】
説明板の整傭 2ー ハ一ド整傭は必要ない 。

ハ⼀ド整傭は必要なぃ 。 その他 ー ー
その他 ー 無回答 ー s
無回答 5 。 5 ー。 ーs 2。 25(件)

合軒 74
※コメン卜ニ /瀞丿アフリー化` 短縮コース化
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【ソフト轟傭】 (件)
合計

蔑ンフレツトの作 2。 ^ノフレッ卜の作成 ー 2。
藝萱鵠蔑学 ー6 幟鞭麟瀕料幟 ー ー6

の 

・

〝 案内ガィ卜の育成 一 ー6
毒内ガィ トの奮 _6

ソフ⼘整傭は必要⽳い ー
ソフ ト整簾は必 ] 歩 ー
要なぃ 

その他 0

その他 。
無回答 s

無回答 5 _
合叶 58  。 ー。 2。 30(件)

※コメン卜:東側地域の活性化

底仁屋の摺曲の利活用において、 ハー ド整備で最も求められているものは、 「説明板の整備」 の

2。 件だった。 吹いで、 「トイ レの薯備」 ー8 件、 「駐車揚の整備」 ー6 件、 「案内所の薯備」 ー3件と な

っている。 また、 「その他」 の意見と して、 「バリアフリー化、 コース短縮化」 という意見があっ

た。

ソ フ ト整備で最も求められているものは、 「パンフレッ トの作成」 の ー9 件、 次いで 「案内ガイ

ドの育成」 「映像を使った学習賓料の作戌」 が ー6 件だった。 また、 「ソフ ト整備は必要なぃ」 とぃ

う意見もー件あった。

第2回地域住民ァンヶー トと比べると、 ハー ド撃備では 「駐車場の贅備」 ではなく 「説明板の

整備」 の数値が薫も髙くなっている。 ソ フ ト整備では、 「映像を使った学習資料の作成」 の回答数

が多くなっている。

5=その他ご薫鼻・堰望がぁれぱご配入ください。

天候ゃ、 アシスタント等の安全面に関する基準ヵヾ必萎と思ゎれ雀す。

沖縄県全体の地区での位置づ叶が必妻。 摺曲を児童生徒に見学させる事で実践学習が体験出来るよ

うに取り組む必要有。

高齢者にはソフ卜面が必妻ナ三と恩います。

現場を見たニとない。

ネッ卜社会であり外国人等ヵ〝訪れまず。 地域に有る宝をた<さんの人に見てもらい保存に必羹な賽用を料

金徴収でまかなう。 また事故が起二る前に必要な対策ヵヾ望まれる。

問4につしヽては現地確認してしヽなぃので回答できなぃ。

名護市区長会で兒学しましたが長L`距離の間には〈ずれ落ちそぅな摺曲もあり見学しながら危険を感じる

所が多々あつた。 へルメッ卜の着用ヵ〝必要と思われた。

トィレゃ駐車等整備の為の初期投資の後、 継続的運営賽を捻出するため入域料か見学料として一人当

たり 300~500 円(H30 年価値)程度を負担してもらってはどラか。 「受益者〈学習する人)も負担する」方

式を取入れてはどぅか。



ー. 説明版に注意事項として明記してほしい。 天仁屋海岸で想定されるのは急激な気象の変化にょって

強風による大波が発生したり、 又、 潮の干満に注意を怠ると岸に戻れな<なり取り残される二ともあるだろ

つ。

2・ 見学に訪れる人たちの目的ヵヾ学習のために利用されてしヽる状況から必要最低限の整備でぃぃと惠

つ。

底仁屋の摺曲には行ったニとないが道路の傍と聞し`てし`るので駐車場の整備は必妻かと思料する。 学校

の教材と同時に観光客へも「名護の名所J「名護の国指定天然記念物」として広〈知れゎたり実際に訪れ

見ることで地球の雄大さと実感することも教青的利活用といえるのではないか。

利活用により、 地域の活性化を図ること(雇用の創出)ー他の資源との連携

天仁屋の摺曲は現場まで距離がある。 活用の考え方で整備の方向は結論が出ると惠う。

ノヾン崎の代表的な摺曲の岩に名前(ネッタネーム)をつけてはどぅでしょう。

潮の満ち弓ーきに関係な〈見学カヾできるょうできたら良い。

自然のまま残して下さい

その他の意見と して` 安全確保等の意見の他に、 見学料の徴収にっいての意見があった。 利活

用の整備を行う上で、 その維持管理には金銭的な問題も出てく るので、 賽用を確保する方法のひ

とっと して検討する余地があると考える。

2・ ヒァリ ング`轟査
天仁屋区長と天仁屋区民に対し、 現在の利用状況や地城住民と指定地の関ゎり方、 今後の利活

用の考え方にっぃて、 ヒアリ ング調査を行った。

また、 現在天仁屋の摺曲見学をヵャッタツアーの体験プロ グラムに組み込んでいるわんさか大

浦パークへも` 現在の利用状況にっいてのヒアリ ング調査を実施した。

(ー) 天仁慶区ヒアりング

襄施日 平成 29 年5月 23 日〈火) ー8:30~20:00
襄施壕所 天仁屋地区会館

賽加者 天仁屋区長、 我如古委員、天仁屋区民(3名)、 事務局

闔ー‥「名穫市裏隅膚の擢曲」を活用しての地域活性化について、天仁量区としての考ぇ方

・摺曲見物ツァーのガイドができる人材を確保(教育)し` 区でも力ャッタ及びボ一トでの観光を目指した

団体を立ち上げたい。 (徒歩での観光は潮の千満の夕ィ三ングで月に ー。 日ほどしかできないため。)
'見学者が増ぇると` 自ずと環境に負担がぁるので、個人及ぴ他の観光業者の立ち入りに関してば環境
負担金等が徴収できるようなきまりを作れぱょLヽ。
ー旧売店前の広場を公園的に整備し`休憩所にしたい。 (売店の復活)
'資料館の設置〈自動アナゥンスの案内施設)
・遊歩道の設置が噂されているが、 その場合天仁屋以外からの進入路は認ぬない。
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文化財に指定されて以降鼻特ヵヾ疇加しているが、 居住環壕にどのような影饗が出ているか。ま‥2؜
た、どのょうに対応しているヵ`。
・以前は公衆卜ィレがなかったので個人宅にMレを借馴二来ることがあり困つてし`た。 現在は旧 売店前や
海岸のと二ろど二ろに「トイレは公民館のものを使用 して〈ださい」と看板を掲示し、 その問題は解消した。
・高校ー大学生ゃ団体ヵヾ観光パスで訪れる赦 その場合はあらかじめ連絡ヵヾぁるので公民館の材レを
利用するよラ呼ぴかけている。 公民館は土 日 も開けている。
・利⽤する団体のうち` トイレッ卜ぺーパーを持ち込んでくれる団体はー ~2校しかない。

間3=天仁量区にぉけるこれまでの海岸の利用状況

ー昭和 5。 年代まで(ま漁業を営む世帯ゃウ二漁` ナマコ漁をする世帯カヾぁり、 女性や中学生カヾ團ー業で
殻割りをしていた。 それら力ヾ廃業してからは、 釣り人以外あまり人ヵヾ訪れるところではなかった。
'千潮時は摺曲からリ一フに渡り、 タコを採っていた。
'石を拾い、 それを売って生計を立てていた。
・20ー3 年には映画「相棒」` 2008 年には映画「ヵムイ外伝」の撮影で使われた。
・20ー 2 年ごろからサ一ファ一が来るようになり` 20ー4 年頃からはさらに急増している。 今で(ま、 サ一フア
一、キャンプ、釣り、その他(初日の出、漂流物拾い、海岸見物〈外国人等))で、年間概ね 4,00。 人程
度ヵ〝訪れている。

問4‥その他薫兒

・集落から海岸までの道路整備(法面崩壊の防止ー見晴台の整備等)をしてほしい。
ー集落内道路の整備をしてほしい。 (できれーま敬少色の力ラ一舗装)
・地域の重要な資源なのでヽ 次世代のための観光資源として整備したい。
ー国指定の文化財に指定されたが、喜びー不安'迷惑が ー/3 ずっぁり、素直に喜べないのカ閘状であ
る。 (突然の開発行為や材レ問題等)
'景観を損なわない程度に、 危険箇所へロ一プを設置してほしい。
・遊歩道設置は`危機管理が甘〈なるという問題もある。
ー駐車スペ一ス、 沈下橋、 崩落注意の看板は早めに設置してぼしい。何よりもまず安全面の整備が重要
である。
・柑一ンで撮影した資料は、 ぜひ一般向けに公開してほしい。
・「石持ち出し注意」の看板も設置すべき。
・かつては丿ーーの向こう側まで車で乗り入れることができたが、 現在は堆積物にょり渡ることヵヾで吉なしヽの
で、 浚深をして以前の状態に戻してほしい。



豪ーg 指定地及ぴその庸辺の利吊者致
~_主ー`_ }}L “ -・~~ 〕 人裁 離幕儡p '〔 .〟昨 } ~ 〝 ̀  ̀ 髑蹄 {'茎`,兵二 〔g鯱縄〟 縄 _:' 〝_

′ ・ ー 鬱-

橿曲兄学者 年闇概ね 60。 ⼈ 賣光^ス` 中璽^ス 乗用車等て訪れ
サ_ファ_ ー,44。 ⼈ 夏場は ー ⽇ 2。 名以上来ることが多い。 冬

8 人/日 X ー 5 ⽇ x ー2 ヶ月 場でも波がぁるので結構多い。
* 年聞 72。 ⼈
キャンプ 夏‥6人X5組/日Xー6 日(2 ヶ月週末)+ 夏休みは休日ょりも平日が多い〟

春・秋~冬〈夏2/ー)
` 96。 ⼈
鮒り 4人/日x20日xー2ヶ月 ほぼ毎日いる〝

] 。g。 ⼈ 初日の出'漂着物拾いー海岸見物・レジャ
その他 ' ー等様々。初日の出は 5。 人ほどしヽる。 夏
・′ 3人/日X30 日xー2ヶ月 場は外国人の家族連れが多い。
※天仁屋区長賽料ょり

地城住民が兒た限りの概ねの利馬者教

(2)ゎんさか⼤清/ヾークヒァリング
嚢施日 平成 29 年8月 ーフ 日〈木) ー4:00~ー5:00
襄施壇所 わんさか⼤浦/ヾ⼀ク
賽加者 仲村晋副管理責任者、事務局

閘ー :シーカヤック体験プログラム「国指定天然楓念物轟鷹膚の擢曲ジオツア-」(Ґ ٲ ` ジォツァ⼀)の
年闔利⽤状況、利⽤者肩にっいて

表20 シ-ヵャック利⽤襄績
′__ ヵヌチャ繧由 ・ わんさヵヽ⼤浦/ヾ⼀ク “瘻童牙

H28 年塵 H2g 年慶(8⽉時点) H28 年慶 H29 年慶(8月鱒鳶ゝ

シ⼀ヵヤック全体 ー4ー 件 76 件 5。 件 28 件
〟ジォツァ- 8件〈5,6%) 2件(ー.8%) 8件〈ー6%) 2件〈7.ー%)

わんさか大浦パ一ク資料より作成

・力ヤツ夕体験プログラムの受付は、 力ヌチャホテルからとわんさか大浦パ一クの2つの窓ロヵヾある。
'利用者層は`主に親子(小中学生)ゃ社員旅行である。
・県外の方の利用が多い。 県内の方には、あまり知られていないと思う。

閲2:ジオツァ-コ-ス内容について

とができなぃ。

・何かぁったら、天仁屋区公民館とゎんさか大浦ノヾ一

・出発地点は天仁屋海岸で`バン崎近〈までカャックで行<。途中で休憩を挟んナ三凱箱メガネを使って
水中を観察したりする時間を設ける。
・カヤツクは 4。 艇あるので、 最大 4。 人受け入れることができるが、 ガイドー 名につき5艇までしか見るこ

・途中で海岸に降りたりするので` かかとのある靴、 濡れてもいい格好で来るように案内している。
・潮の千満に関係な<行える体験だが、 どちらかとぃうと干潮時に案内している。
・天気次第で海の状況ヵヾどうなっているか` その日の朝早<に現場仁行って確認することヵヾある。
・安全対策として` 救急セッ卜と牽引ロ一プを持っている。 今のところ大きな亭故が起こったことはなしヽ。

クに連絡を入れる:とになっている。
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闇3:ジォツァ一利用者のコ-ス遺択理由ゃ体験後の憲慧蕁

・バン崎付近にぁる上下ひっ〈りかぇった島や、 生痕化石に驚いていた。
・認知度は低いようでぁる。

閲4:ジォツァ-案施にぉ什る名農市への蔓望蕁
・車で海の近<までしヽけるように整備をしてほしい。 以前車のタイヤを砂仁とられてしまい、 それからは海
岸付近まで手動でヵヤツクを引いている。
・公民館の卜イレヵヾ禾囁用できるので`卜ィレゃ水道は必要ないと思う。
・丿 =の河 ロは浚喋してもす燗二地形が変わるので、 難しいと思う。
・観察ポィン卜ごとに案内板を置いてほしい。
ー天仁屋海岸付近に監視カメラを設置し、 海の状況ヵ{現地ー二行かな〈ても把握できるょうにしてほぃ`。
違法漁の監視にもなる。
・観光と教育の両立が必要である^

その他自由慧見

ー摺曲をコ一スに組み込んナ三ヵヤツクは、 ゎんさか大浦/ヾークしか実施していないと思う。
・ジォツアーは少人数よりは` 団体で利用してほしい。 社員旅行や MーCE 向けのプログラムだと思う。
・体験時間が長いので` 大人の方が乗り越ぇられると思う。また、 男女混合の方が面白い。
・歩いて摺曲を見学している人は` あまり見た二とがない。
・個人がカヤックで見学してしヽるところもみたことヵヾない。



3・ 海上視察
「名護市嘉陽層の摺曲」 をカャックツァーに取り入れている 「わんさか大浦パーク」 の協力の

もと、 検討委員を中心に地城の観光ガィ ドゃ業者等と共にモニターッアーを行った。

日時 平成29年ー0月4日(水)ー2:30~ー5:30
壇所 「名護市嘉陽層の摺曲」(天仁屋の摺曲)

賽加人蚊 24人
内容 シ一ヵヤックを利用し` 海上から天仁屋の擢曲を見学する

ー2‥30 天仁屋公民館集合、 出欠確認

ー3ニ0。 天仁屋海岸集合、 乗り方レクチャー

ー 3‥ ー 5 乗船、 視察スタ一ト

ー3ニ40頃 途中下船、 陸上ょり摺曲等の見学

ー4:30 頃 再乗船

ー5‥30 視察終了、解散

ー海上視察結果
・ 当日は天気に恵まれたが、 波風が強か

った。 行きは追い風で進みやすかった
が、 帰りは向かい風かつ波も外向きだっ
たため、 休憩のために漕ぐのを止めると
沖へ流されてしまった。

・ 陸上とは違いヽ 海上で摺曲を観察す る
と遠<から見る二とになるので、 全体を見
ることができた。

・ 途中下船し、 近〈で摺曲やその他の地
質現象を観察する二とができるので、 よ
り理解が深まつた。

・ 海上から摺曲を見る二とはあまりないの
で、 参加者は概ね満足しているようだっ
た。

・ 乗り物酔いをしゃすい人には不向きな
プログラムであつた。

・ 緊急輸送用のヵャックは常備していた
ので、 事故対策には気をつけていると感
じた。 しかし、 突然の災害対処には限界
ヵヾぁると思うので、 検討が必要である。 .・・

・ ヵヤックは2人ー組で漕ぐが、 体力のバ
ランスを考えたぺアを作るぺきだと感じ
ナ三。

・ 今回は参加人数が多かったたぬ、 海上
での説明があまり間こえなかった。 説明
が聞こぇる範囲の参加人数を設定する
ことが課題である。
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4・ 関係法令
(ー) 文化財保護法 〔抄〕

【昭和25年5月30日法律第2ー4号】

最終改正 ‥ 平成26隼6月ー3日号外法律第69号

第ー董 総則
(この法律の目的)
第ー 条 この法律は、 文化財を保存し、 且っ、 その活用を図り、

もって国民の文化的向上に賓するとともに、 世界文化の進歩
に貢献ずることを目的とする。

(文化財の定義)
第2条 この法律で 「文化財」 とは、 吹に掲げるものをいぅ。

_ 建造物、 絵画、 彫刻、 工芸品、 審跡` 典籍、 古文薯その

他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術

上価値の高ぃもの (これらのものと一体をなしてその価値

を形成している土地その他の物件を含む。) 並びに考古賓

料及ぴその他の学術上価値の高い歴史資料 (以下 「有形文

化財」 といぅ〟)
二 演劇、 音楽、 工芸技術その他の無形の文化的所産で截が

国にとって歴史上又は芸術上価(直の高いもの (以下 「無形

文化財」 という。)
三 衣食住、 生業、 信仰、 年中行事等に閲ずる風裕慣習、 民

俗芸能、 民俗技術及ぴこれらに用いられる衣服、 器具、 家

屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠

く ことのできないもの (以下 「民俗文化財」 という。)
四 貝づか、 古墳、 都城跡、 城跡、 旧宅その他の遺跡で我が

国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、 庭園、 橋梁、

侠谷、 海浜、 山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上

又は観賞上価値の髙いもの並びに動物 (生息地` 繋殖地及

ぴ渡来地を含む。)、植物く自生地を含む。)及ぴ地質鉱物(特
異な自然の現象の生じている土地を含む〟) で我が国にと

って学術上価値の高いもの (以下 「記念物」 という。)
五 地域における人々の生活又は生業及ぴ当該地城の風土

にょり形成された景観地で我が国民の生括又は生業の理

解のため欠く ことのできないもの (以下 「文化的景観」 と

いぅ〟)
六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成してぃる

伝統的な建造物群で価値の高いもの (以下 「伝統的建造物

群」 といぅ〟)
2 この法律の規定 (第27条ヵゝら第29条まで、 第37条、 第55条
第ー項第四号、 第ー53条第ー項第一号、 第ー65条` 第ー7ー条及ぴ
附則第3条の規定を除く。) 中 「重要文化財」 には、 国宝を含

むものとする。

3 この法律の規定 (第ー09条、 第ーー0条、 第ーー2条、 第ー22条`
第ー3ー条第ー項第四号、 第ー53条第ー項第七号及び第八号、 第

ー65条並ぴに第ー7ー条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」

には、 特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

(政府及ぴ地方公共団体の任務)
第3条 政府及ぴ地方公共団体は、 文化財がゎが国の歴史、 文

化等の正しい理解のため欠く ことのできなぃものでぁり、 且
り、 将来の文化の向上発展の基礎をなすものでぁることを認

織し` その保存が適切に行ゎれるょぅに、 周到の注意をもつ
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てこの法律の趣旨の徹底に努めなければならなぃ。
(国民、 所有者等の心祷)
第4条 一般国民は、 政府及ぴ地方公共団体がこの法律の目的

を達成するために行ぅ措轟に誠実に協力しなけれぱならない〟
2 文化財の所有者その他の閲係者は、 文化財が貴重な国民的

財産でぁることを自覚し、 これを公共のために大切に保存ず

るとともに、 できるだけこれを公開ずる等その文化的活用に

努めなけれぱならない。
3 政府及ぴ地方公共団体は、 この法律の執行に当って関係者

の所有権その他の財産権を尊童しなけれぱならない。

(中略)
第7章 史跡名勝天然記念物

(指定)
第ー09条 文部科学大臣は、 記念物のぅち重要なものを史跡、 名

勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」 と総称する。)
に指定する二とができる。

2 文部科学大臣は、 前項の規定にょり指定された史跡名勝天

然記念物のぅち特に重要なものを特別史跡、 特別名勝又は特

別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」 と総称する。)
に指定するニとができる〟

3 前2項の規定による指定は、 その旨を官報で告示ずるとと

もに、 当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物

の所有者及ぴ権原に基づ〈 占有者に通知してする。
4 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に

通知 し鶯い事情がある場合には、 文部科学大臣は、 同項の規

定にょる通知に代えて、 その通知すべき事項を当該特別史跡

名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市 (特別

区を含む。 以下同 じ。) 町村の事務所又はこれに準ずる施設の

掲示場に掲示する二とができる。 この場合におぃては、 その

掲示を始めた日から2週聞を経過した時に前項の規定にょる

通知が相手方に到達したものとみなす〟

5 第ー項又は第2項の規定にょる指定は、 第3項の規定によ

る官報の告示があった日からその効力を生ずる。 ただし、 当

該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者

又は権原に基づく 占有者に対しては、 第3項の規定にょる通

知が到達した時又は前項の規定にょりその通知が到達したも
のとみなされる時からその効力を生ずる〟

6 文部科学大臣は、 第ー項の規定にょり名勝又は天然記念物
の指定をしよぅ とす る場合におぃて 、 その指定に係る記念物

が自然環境の保護の見地から価値の高いものでぁるときは、

環境大臣と協議しなければならない。

(仮指定)
第ーー0条 前条第ー項の規定にょる指定前において緊急の必栗

があると認めるときは、 都道府県の教青委員会 (当該記念物

が指定都市の区域内に存する場合にあっては、 当該指定都市

の教育委員会。 第ー33条を除き、 以下この章において同じ。)
は` 史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

2 前項の規定にょ り仮指定を行ったときは、 都道府県の教育

委員会は、 直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなけれぱな

らない。
3 第ー項の規定による仮指定には、 前条第3項から第5項ま

での規定を準用する。

(所有権等の尊重及ぴ(也の公益との調整)
第ーーー条 文部科学大臣又は都道府県の教青委員会は、 第ー09条



第ー項若しくは第2項の規定にょる指定又は前条第ー項の規

定による仮指定を行うに当たっては、特に、関係者の所有権、

鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、 国土の開発その

他の公益との調整に留意しなけれぱならない〟

2 文部科学大臣又は文化庁長官は、 名勝又は天然記念物に係

る自然環境の保護及ぴ整傭に閲し必妄がぁると認めるときは、

環境大臣に対し、 意見を述べることができる。 この場合にお

いて 、 文化庁長官が意見を述べるときは、 文部科学大臣を逓

じて行う ものとする。

3 環境大臣は、 自然環境の保護の見地から価値の髙い名勝又

は天然記念物の保存及ぴ活用に閲し必要があると認めるとき

は` 文部科学大臣に対し、 又は文部科学大臣を通 じ文化庁長

官に対して意見を述べる二とができる。

(解除)
第ーー2条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物が

その価値を失ヮた場合その他特殊の事由のあるときは、 文部

科学大臣又は都道府県の教育委員会は、 その指定又は仮指定

を解除†ることができる。

2 第ーー0条第ー項の規定によ り仮指定された史跡名勝天然記

念物にっき第mg条第ー項の規定にょる指定があつたとき、又

は仮指定がぁった日から2年以内に同項の規定にょる指定が

なかったときは、 仮指定は、 その効力を失う〟

3 第u。条第ー項の規定による仮指定が適当でないと認める

ときは、 文部科学大臣は、 ニれを解除ずることができる。

4 第ー項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、

第ー09条第3項から第5項までの規定を準用ずる〟

(管理団体による管理及ぴ復旧)
第ーー3条 史跡名勝天然記念物にっき、所有者がないか若しくは

判明しない場合又は所有者若しくは第ug条第2項の規定に

ょり選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく

困難若しくは不適当でぁると明らかに認められる場合には、

文化庁長宮は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、

当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及ぴ復旧

(当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その

他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管埋

に属す る ものの管理及ぴ復旧を含む。)を行ゎせるニとができ

る。

2 前項の規定による指定をするには` 文化庁長官は、 あらか

じめ、 指定しょうとずる地方公共団体その他の法人の同意を

得なければならない。

3 第ー項の規定にょる指定は、 その旨を官報で告示するとと

もに、 当該史跡名勝天然記念物の所有者及ぴ権原に基づく 占

有者並びに指定しょぅ とする地方公共団体その他の法人に通

知してする。

4 第ー項の規定にょる指定には、第mg条第4項及び第5項の

規定を準用ずる。

第=4条 前条第ー項に規定する事由が消滅した場合その他特

殊の事由がぁるときは、 文化庁長官は、 管理団体の指定を解

除するニとができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項並びに第mg条第4
項及ぴ第5項の規定を準用ずる〟

第=5条 第ーー3条第ー項の規定にょる指定を受けた地方公共団

体その他の法人(以下この章及ぴ第ー2章において「管理団体」

とぃう。) は、 文部科学省令の定める基準により、 史跡名勝天
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然記念物の管理に必要な標識、 説明板、 境界標、 囲いその他

の施設を設置しなければならなぃ。

2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地にっし`て、 その土

地の所在、 地番、 地目 又は地積に異動がぁったときは、 管理

団体は、 文部科学省令の定めると二ろにょり、 文化庁長官に

その旨を届け出なければならなぃ。

3 管理団体が復旧を行う場合は、 管理団体は、 ぁらかじめ、

その復旧の方法及び時期にっル`て当該史跡名勝天然記念物の

所有者 (所有者が判明しなぃ揚合を除く〟) 及び権原に墓づく

占有者の意見を聞かなけれぱならない。

4 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、 正当な埋由が

な〈て、 菅理団体が行う管理若しく は復旧又はその管理若し

< は復旧のため必要な措蘆を拒み、 妨げ、 又は忌避してはな

らない。

第ーー6条 管理団体が行う管理及ぴ復旧に要ずる賽用は、 ニの法

律に特別の定めのぁる場合を除いて、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、 管埋団体と所有者との協議にょり、 管理団

体が行う管埋又は復旧にょり所有者の受ける利益の限度にお

いて 、 管理又は復旧に要ずる賽用の一部を所有者の負担とず

ることを妨げるものではなぃ〟

3 管埋団体は、 その管埋する史跡名勝天然記念物にっき観覧

料を徴収することができる。

第ーー7条 管理団体が行う管理又は復旧にょって揖失を受けた

者に対しては、 当該管理団体は、 その通常生ずべき損失を祷

債 し なければな らなし ヽ 。

2 前項の補償の額は、 管埋団体 (管理団体が地方公共団体で

ぁるときは、 当該地方公共団体の教青委員会) が決定する〟

3 前項の規定による補償額にっいては、 第4ー条第3項の規定

を準用する。

4 前項で準用する第4ー条第3項の規定による訴えにおぃては、

管理団体を被告とする。

第ーー8条 管理団体が行う管理には、 第30条、 第3ー条第ー項及ぴ

第33条の規定を、 管理団体が行う管埋及ぴ復旧には、 第35条
及ぴ第47条の規定を、 管理団体が指定され、 又はその指定が

解除された場合には、 第56条第3項の規定を準用する〟

(所有者による管理及ぴ復旧)
第ーー9条 管理団体がぁる場合を除いて、史跡名勝天然記念物の

所有者は、 当該史跡名勝天然記念物の管埋及ぴ復旧に当たる

ものとずる。

2 前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有

者は、 特別の事情がぁるときは、 適当な者を専ら自己に代ゎ

り 当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者 〈以下

この董及ぴ第ー2章におぃて 「管理責任者」 という。) に選任ず

るニとができる。 二の場合には` 第3ー条第3項の規定を準用

する。

第ー20条 所有者が行う管理には、 第30条、 第3ー条第ー項、 第32
条、 第33条並びに第=5条第ー項及ぴ第2項 (同条第2項にっ

いては、 管理責任者がある場合を除く。) の規定を、 所有者が

行う管埋及ぴ復旧には、 第35条及ぴ第47条の規定を、 所有者

が変更した場合の権利義務の承継には、 第56条第ー項の規定

を、 管理責{壬者が行う管理には、 第30条、 第3ー条第ー項、 第

32条第3項、 第33条、 第47条第4項及ぴ第=5条第2項の規定

を準用する。

(管理に閲ずる命令又は勧告)



第ー2ー条 管理が遭当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、

き損し、 衰亡し、 又は盗み取られるおそれがぁると認めると

きは、 文化庁長官は、 管理団体、 所有者又は管理責任者に対

し、 管理方法の改蕃、 保存施設の設置その他管理に関 し必要

な措置を命じ、 又は勧告することができる。

2 前項の場合には、 36条第2項及ぴ3項の規定を準用す

る。

(復旧に関する命令又は勧告)
第ー22条 文化庁長官は、 特別史跡名勝天然記念物がき損し、 又

は衰亡している場合において、 その保存のため必票がぁると

認めるときは、 管理団体又は所有者に対し、 その復旧にっい

て必要な命令又は勧告をずることができる。

2 文化庁長官は、 特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天

然記念物が、 き損 し、 又は衰亡してぃる場合において、 その

保存のため必要がぁると認めるときは、 管理団体又は所有者

に対し、 その復旧にっぃて必要な勧告をずることができる。

3 前2項の場合には、 第37条第3項及び第4項の規定を準用

する。

(文化庁長官にょる特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
第ー23条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当ずる場合に

おぃては、 特別史跡名勝天然記念物にっき自 ら復旧を⾏い、
⼜は滅失、 き損、 衰亡若しくは盗難の防止の措置をすること

ー 管理団体、 所有者又は管埋責任者が前2条の規定にょる

命令に従ゎないとき。

二 特別史跡名勝天然記念物がき揖し、 若しく は衰亡してい

る場合又は滅失し、 き損し、 衰亡し、 若しくは盗み取られ

るおそれのある場合において、 管理団体、 所有者又は管理

實任者に復旧又は滅失、 き損、 衰亡若しく は盗難の防止の

措置をさせる二とが適当でなぃと認められるとき。

2 前項の場合には、 第38条第2項及ぴ第39条から第4ー条まで

の規定を準用ずる。

(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
第ー24条 国が復旧又は滅失、 き損、 衰亡若しくは盗難の防止の

措置にっき第ーー8条及ぴ第ー20条で準用する第35条第ー項の規

定にょり補助金を交付し、又は第ー2ー条第2項で準用する第36
条第2項、第ー22条第3項で準用する第37条第3項若しくは前

条第2項で準用する第40条第ー項の規定にょり費用を負担し

た史跡名勝天然記念物にっいては、第42条の規定を準用ずる。

(現状変更等の制限及ぴ原状回復の命令)
第ー25条 史跡名勝天然記念物に関 しその現状を変更し、又はそ

の保存に影響を及ぼす行為をしょぅとするときは、 文化庁長

官の許可を受けなければならなぃ。 ただ し、 現状変更にっぃ

て は維持の措置又は非常災害のために必要な応急措翼を執る

場合、 保存に影響を及ぼす行為にっレ`ては影響の怪微でぁる

場合は、 この限りでなぃ~
2 前項ただし書に規定ずる維持の措置の範囲は、 文部科学省

令で定める。

3 第ー項の規定による許可を与ぇる場合には、 第43条第3項
の規定を、 第ー項の規定にょる許可を受けた者には、 同条第

4項の規定を準用する。

4 第ー項の規定による処分には、第Hー条第ー項の規定を準用

する。

5 第ー項の許可を受けることができなかったことにより、 又
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は第3項で準用ずる第43条第3項の許可の条仲を付せられた

ことにょって損失を受けた者に対しては、 国は、 その通常生

ずべき損失を補償する〟

6 前項の場合には、 第4ー条第2項から第4項までの規定を準

用する。

7 第ー項の規定による許可を受けず、 又は第3項で準用する

第43条第3項の規定にょる許可の条仲に従ゎないで、 史跡名

勝天然記念物の現状を変更し、 又はその保存に影響を及ぽ†
行為をした者に対しては、 文化庁長官は、 原状回復を命ずる

ことができる。 この場合には、 文化庁長官は、 原状回復に関

し必要な指示をずることができる。

(関係行政庁にょる通知)
第ー26条 前条第ー項の規定にょり許可を受けなけれぱならな

いこととされてし`る行為でぁってその行為をずるにっいて、

他の法令の規定にょり許可、 認可その他の処分で政令に定め

るものを受けなけれぱならないこととされている場合におい

て 、 当咳他の法令にぉし`て当該処分の権限を有する行政庁又

はその委任を受けた者は、 当該処分をするときは、 政令の定

めるところにより、 文化庁長官 (第ー84条第ー項の規定にょり

前条第ー項の規定にょる許可を都道府県又は市の教青委員会

が行ぅ場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に対し、

その旨を通知するものとずる。

(復旧の届出等)
第ー27条 史跡名勝天然記念物を復旧しょぅ とするときは、管理

団体又は所有者は、 復旧に着手しよぅ とする日の30日前まで

に、 文部科学省令の定めるところにより、 文化庁長官にその

旨を届け出なければならない。 ただし、 第ー25条第ー項の規定

によ り許可を受けなければならない場合その他文部科学省令

の定める場合は、 この限りでなぃ。

2 史跡名勝天然記念物の保護上必栗があると認めるときは、

文化庁長官は、 前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の債旧

に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(壕境保全)
第ー28条 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必羹

がぁると認めるときは、 地域を定めて一定の行為を制限し、

若しくは禁止し、 又は必要な施設をすることを命ずるニとが

できる。

2 前項の規定による処分にょって損失を受けた者に対しては、

国は、 その通常生ずべき損失を補償ずる〟

3 第ー項の規定にょる制限又は禁止に違反した者には、第ー25
条第7項の規定を、 前項の場合には、 第4ー条第2項から第4
項までの規定を準用ずる。

(管理団体による買取りの補助)
第ー29条 管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名

勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定

着物で` その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特

に買い取る必要がぁると認められるものを買い取る場合には、

国は、 その買取りに要ずる経費の一部を補肋することができ

る。

2 前項の場合には、 第35条第2項及ぴ第3項並びに第42条の

規定を準用ずる。

〔保存のための調査〉

第ー30条 文化庁長官は、必妻がぁると認めるときは、管理団体`
所有者⼜は管埋貴任者に対し、 史跡名勝天然記念物の現状又



は管理、 復旧若しく は環境保全の状祝にっき報告を求める二

とができる。

第ー3ー条 文化庁長官は、吹の各号のいずれかに咳当ずる場合に

おいて 、 前条の報告にょってもなお史跡名勝天然記念物に関

する状況を確認ず ることができず 、 かっ、 その確認のため他

に方法がなぃと認めるときは、 調査に当たる者を定め、 その

所在ずる土地又はその隣接地に立ち入ってその現状又は管珪、

復旧若しく は環境保全の状祝にっき実地調査及ぴ土地の発掘、

障害物の除却その他調査のため必妻な措置をさせることがで

きる〟 ただし、 当該土地の所有者、 占有者その他の閲係者に

対し、 著しい損害を及ぽすおそれのぁる措置は、 させてはな

ら なし ̀ 。

一 史跡名勝天然記念物に関ずる現状変更又は保存に影響

を及ぽす行為の許可の申請がぁつたとき。

二 史跡名勝天然記念物がき損し、 又は衰亡しているとき。

三 史跡名勝天然記念物が滅失し、 き損し、 衰亡 し、 又は盗

み取られるおそれのあるとき。

四 特別の事情によりぁらためて特別史跡名勝天然記念物

又は史跡名勝天然記念物と しての価値をロ査する必妻が

あるとき。

2 前項の規定による調査又は措置にょつて損失を受けた者に

対しては、 国は、 その通常生ずベき損失を補償する〟

3 第ー項の規定にょり立ち入り、 覇査する場合には、 第55条
第2項の規定を、 前項の船には、 第4ー条第2項から第4項
までの規定を攣用する。

(中略)
第ー2章 補則

(中略)
第2節 国に関する特例

(国に関する特例)
第ー62条 国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用する場

合において 、 この節に特別の規定のあるときは、 その規定に

よる。

(重要文化財等にっし`ての国に関する特例)
第ー63条 重要文化財、 重要有形民俗文化財、 史跡名勝天然記念

物又は重要文化的景攪が国有財産法に規定ずる国有財産でぁ

るときは、 そのものは、 文部科学大臣が管理する。 ただし、

そのものが文部科学大臣以外の者が管埋して~`る同法第3条
第2項に規定ずる行政財産であるときその他文部科学大臣以

外の者が管理ずべき特別の必妻のぁるものでぁるときは、 そ
のものを関係各省各庁の長が管埋ずるか、 又は文部科学大臣

が管理するかは、 文部科学大臣、 関係各省各庁の長及ぴ財務

大臣が協議して定める〟

第ー64条 前条の規定により重要文化財、 重要有形民俗文化財、

史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大臣が管

理ずるため、 所属を異にずる会計の間におレヽて所管換ぇ又は

所属替えをするときは、 国有財産法第ー5条の規定にかかゎら

ず、 無償と して整理するニとができる。

第ー65条 国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財

を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定し

たときは` 第28条第ー項又は第3項 (第78条第2項で準用す

る場合を含む。) の規定により所有者に対し行ぅべき通知又は

指定耆の交付は、 当該有形文化財又は有形の民俗文化財を管

'理ずる各省各庁の長に対し行う ものとずる。 この場合におい

ては、 国宝の指定耆を受けた各省各庁の長は、 直ちに国宝に
指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなけ

ればならない。
2 国の所有に属する国宝若しくは重要文化財又は重要有形民
俗文化財の指定を解除したときは、 第29条第2項 (第79条第
2項で準用ずる場合を含む。)又は5項の規定にょ り所有者
に対し行うべき通知又は指定薯の交付は、 当該国宝若しくは

重要文化財又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長
に対し行う ものとずる。 この場合においては、 当該各省各庁
の長は、 直ちに指定審を文部科学大臣に返付しなければなら

ない。

3 国の所有又は占有 に属す る ものを特別史跡名勝天然記念物

若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、 若しくは仮指定し、

又はその指定若しくは仮指定を解除したときは、第ー09条第3
項(第ーー0条第3項及ぴ第=2条第4項で準用する場合を含む。)
の規定により所有者又は占有者に対し行うベき通知は、 その

指定若し<は仮指定又は指定若しくは仮指定の解除に係るも

のを管理する各省各庁の長に対し行ぅ ものとする。

4 国の所有又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、

又はその選定を解除したときは、 第ー34条第2項 (第ー35条第
2項で準用する場合を含む。) で準用する第mg条第3項の規
定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、 当該重要
文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行う ものとする。

第ー66条 重要文化財、 重要有形民{谷文化財、 史跡名勝天然記念
物又は重要文化的景魎を管理する各省各庁の長は、 二の法律
並ぴにこれに基づし`て発する文部科学省令及ぴ文化庁長官の
勧告に従い、 重要文化財、 重要有形民俗文化財、 史跡名勝天

然記念物又は重要文化的景観を管理しなけれぱならなぃ。
第ー67条 次に掲げる場合には、 関係各省各庁の長は、 文部科学

大臣を通じ文化庁長官に通知しなけれぱならない〟

⼀ 重要文化財、 重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念

物を取得したとき。

二 重要文化財、 重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念

物の所管換ぇを受け` 又は所属替えをしたとき。

三 所管に属する重要文化財、 重要有形民俗文化財、 史跡名

勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部が滅失

し` き損し、 若しくは衰亡し、 又はこれを亡失し、 若しく

は盗み取られたとき。

四 所管に属ずる重要文化財又は重要有形民俗文化財の所

在の場所を変更しょぅとずるとき。

五 所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修

理し、 又は復旧しょうとずるとき (吹条第ー項第⼀号の規
定により文化庁長官の伺意を求めなければならない場合

その他文部科学省令の定める場合を除く。)。
六 所管に属する重要有形民俗文化財又は重要文化的景観

の現状を変更し、 又はその保存に影響を及ぽず行為を しょ

うとずるとき。

七 所管に属ずる史跡名勝天然記念物の指定地城内の土地

にっいて、 その土地の所在、 地番、 地目 又は地積に異動が

ぁったとき。

2 前項第一号及ぴ第ニ号の場合に係る通知には、 第32条第ー

項 (第80条及ぴ第ー20条で準用する場合を含む。) の規定を、

前項第三号の場合に係る通知には、 第33条 (第80条及ぴ第ー20
条で準用ずる場合を含む。) 及ぴ第ー36条の規定を` 前項第四



号の場合に係る通知` 第34条 (第80条で準用する場合を

含む。) の規定を、 前項第五号の場合に係る通知には、 第43条
の2第ー項及ぴ27条第ー項の規定を、前項第六号の揚合に

係る通知には、 第8ー条第ー項及び第ー39条第ー項の規定を、 前

項第七号の場合に係る通知には、第ーー5条第2項の規定を準用

する。
3 文化庁長宮は、 第ー項第五号又は第六号の通知に係る事項

に関し必要な勧告をすることができる。

第ー68条 次に掲げる場合には、 関係各省各庁の長は、 あらかじ

め` 文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなけ九ばな

らない〟

一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、 又

はその保存に影響を及瞥ます行為をしょう とするとき。

所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財を輪

出しよぅとするとき〟
三 所管に属する重要文化財、 重要有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の貸付、 交換、 売払、 譲与その他の処分を

しょうとするとき。

2 各省各庁の長以外の国の機関が、 重要文化財又は史跡名勝

天然記念物の現状を変更し、 又はその保存に影響を及ぽず行

為をしよぅ とするときは、 ぁらかじめ、 文化庁長官の同意を

求めなければならない。
3 第ー項第一号及ぴ前項の壕合には、 第43条第ー項ただし書
及ぴ同条第2項並びに第ー25条第ー項ただし書及ぴ同条第2
項の規定を準用する。

4 文化庁長宮は、 第ー項第一号又は第2項に規定する措置に

っき同意を与ぇる場合においては、 その条件と してその措置

に関し必要な勧告をずることができる〟

5 関係各省各庁の長その他の国の機関は、 前項の規定にょる

文化庁長官の勧告を十分に尊重しなけれぱならない。

第ー69条 文化庁長官は、 必要がぁると認めるときは、 文部科学

大臣を通 じ各省各庁の長に対し、 次に掲げる事項にっき必要

な勧告をずることができる。

ー 所管に属する重要文化財、 重粟有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の管理方法
二 所管に属する重要文化財、 重要有形民俗文化財、 史跡名

勝天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復旧又

は滅失、 き損、 衰亡若しくは盗難の防止の措置
三 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため

必要な施設

四 所管に属ずる重要文化財又は重要有形民俗文化財の出

品又は公開

2 前項の勧告にっいては、 前条第5項の規定を鐘用する。

3 第ー項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行ず る

同項第二号に規定ずる修理、 復旧若し<は措置又は同項第三

号に規定ずる施設に要する経賽の分担にっし`ては、 文部科学

大臣と各省各庁の長が協議して定める。

第ー70条 文化庁長宮は、次の各号のいずれかに該当ずる場合に

おいては、 国の所有に属ずる国宝又は特別史跡名勝天然記念

物にっき、 ⾃ ら修理若しくは復旧を行い、 又は滅失、 き損、

衰亡若しくは盗難の防止の措置をずるニとができる〟 この場

合においては、 文化庁長宮は、 当該文化財が文部科学大臣以

外の各省各庁の長の所管に属ず る ものであるときは、 ぁらか

じめ. 修理若しくは復旧又は措置の内容、 着手の時期その他

m。

必要な事項にっき、 文部科学大臣を通じ当該文化財を管埋す

る各省各庁の長と協礒し、 当該文化財が文部科学大臣の所管

に属するものでぁるときは、 文部科学大臣の定める場合を除

いて、 その承認を受けなければならなぃ〟

関係各省各庁の長が前条第ー項第二号に規定する修理

若しくは復旧又は措畳にっ~`ての文化庁長官の勧告に応

じないとき。

国宝又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、 若しく は衰

亡している場合又は滅失し、 き損し、 衰亡 し、 若しくは盗
み取られるおそれのぁる場合において、 閲係各省各庁の長

に当咳修理若しくは復旧又は措置をさせることが適当で

ないと認められるとき。

第ー7ー条 文部科学大臣は、 国の所有に属するものを国宝、 重要

文化財、 重要有形民俗文化財、 特宕囁史跡名勝天然記念物若し

くは史跡名勝天然記念物に指定し、 若 しくは重要文化的景観

に選定ずるに当たり、 又は国の所有に属する国宝、 重要文化

財、 貫要有形民俗文化財、 特別史跡名勝天然記念物、 史跡名

勝天然記念物若しく は重要文化的景観に関する状祝を確詔す

るため必要がぁると認めるときは、 関係各省各庁の長に対し

禰査のため必栗な報告を求め、 又は、 貫要有形民俗文化財及

び重要文化的景観に係る場合を除き、 調査に当たる者を定め

て実地調査をさせる二とができる。

第ー72条 文化庁長官は、 国の所有に属する重要文化財、 重要有

形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必羹

がぁると認めるときは、 適当な地方公共団体その他の法人を

指定して当該文化財の保存のため必粟な管理 (当該文化財の

保存のため必要な施設、 設備その他の物件で国の所有又は管

理に属するものの管埋を含む。) を行ゎせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、 文化庁長宮は、 あらか

じめ、 文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の

長の同意を求めるとともに、 指定しょうとする地方公共団体

その他の法人の同意を得なけれぱならない。

3 第ー項の規定にょる指定には、 第32条の2第3項及ぴ第4
項の規定を準用する。

4 第ー項の規定による管理にょって生ずる収益は、 当該地方

公共団体その他の法人の収入とする。

5 地方公共団体その他の法人が第ー項の規定による管理を行

ぅ場合には、 重要文化財又は重要有形民俗文化財の管埋に係

るときは` 第30条、 第3ー条第ー項、 第32条の4第ー項、 第33
条、 第34条、 第35条、 第36条、 第47条の2第3項及ぴ第54条
の規定を、 史跡名勝天然記念物に係るときは、 第30条、 第3ー
条第ー項、 第33条、 第35条、 第ーー5条第ー項及ぴ第2項、 第ーー6

条第ー項及ぴ第3項、 第ー2ー条並びに第ー$〇条の規定を準用す

る。

第ー73条 前条第ー項の規定にょる指定の解除については、第32
条の3の規定を準用する〟

第ー74条 文化庁長官は、 重要文化財、 重要有形民俗文化財又は

史跡名勝天然記念物の保讀のため特に必要がぁると認めると

きは、第ー72条第ー項の規定による指定を受けた地方公共団体

その他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行ゎせることが

できる〟
2 前項の規定にょるイ麿理又は復旧を行ゎせる場合には、第ー72
条第2項の規定を準用する。

3 地方公共団体その他の法人が第ー項の規定による修堰又は



復旧を行う場合には、 重要文化財又は重要有形民俗文イヒ財に

係るときは、 32条の4第ー項及び第35条の規定を、 史跡名

勝天然記念物に係るときは`第35条、第n6条第ー項及び第=7

条の規定を準用する。

第ー75条 第ー72条第 ー項の規定にょる指定を受けた地方公共団

体は、 その管理ずる国の所有に属ずる童要文化財、 重要有形

民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及

び建造物を、 その管理のため必要な限度において` 無償で使

用ずることができる。

2 国有財産法第22条第2項及ぴ第3項の規定ば、 前項の規定

により土地及ぴ建造物を使用させる場合にっいて準用する。

(中略)
第3節 地方公共団体及ぴ教育委員会

(中略)
第ー84条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又

は一部は、 政令で定めるとニろにより、 都道府県又は市の教

育委員会が行う二ととすることができる。

一 第35条第3項(第36条第3項(第83条、第ー2ー条第2項(第
ー72条第5項で準用する場合を含む。】 及び第ー72条第5項
で準用する場合を含む。)、 第37条第4項(第83条及ぴ第ー22
条第3項で準用ずる場合を含む。)、 第46条の2第2項、 第

74条第2項、 第77条第2項 (第9ー条で準用する場合を含

む。)` 第83条、 第87条第2項、 第ーー8条` 第ー20条、 第ー29条
第2項、 第ー72条第5項及び第ー74条第3項で準用する場合

を含む。) の規定による指傭監督

第43条又は第ー25条の規定にょる現状変更又は保存に影

響を及ぽす行為の許可及ぴその取消し並ぴにその停止命

令 (重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぽす行為の

許可及ぴその取消しを除く。)
三 第5ー条第5項 (第5ー条の2 (第85条で準用する場合を含

む。)` 第84条第2項及ぴ第85条で準用ずる場合を含む。) の
規定による公開の停止命令

四 第53条第ー項、 第3項及び第4項の規定による公開の許

可及ぴその取消し並ぴに公開の停止命令

五 第54条 (第86条及び第ー72条第5項で準用する場合を含

む。)、 第55条` 第ー30条 (第ー72条第5項で準用する揚合を

含む。) 又は第ー3ー条の規定による調査又は調査のため必票

な措置の施行

六 第92条第ー項 (第93条第ー項において準用する場合を含

む。) の規定にょる届出の受理、 第92条第2項の規定にょる

指示及ぴ命令、 第93条第2項の規定にょる指示、 第94条第

ー項の規定による通知の受理、 同条第2項の規定にょる通

知、 同条第3項の規定にょる協議、 同条第4項の規定によ

る勧告、 第96条第ー項の規定にょる届出の受理、 同条第2
項又は第7項の規定による命令、 同条第3項の規定にょる

意見の聴取、 同条第5項又は第7項の規定による期間の延

長、 同条第8項の規定による指示、 第97条第ー項の規定に

よる通知の受理、 同条第2項の規定による通知、 同条第3
項の規定による協講並びに同条第4項の規定による勧告

2 都道府県又は市の教青委員会が前項の規定にょって した同

項第五号に掲げる第55条又は第ー3ー条の規定にょる立入諷査

又は調査のための必要な措置の施行にっし`ては` 行政不服審

査法にょる不服申立てをずることができない〟

3 都道府県又は市の教育委員会が、 第ー項の規定により、 同

ー。ー

項第六号に掲げる事務のうち第94条第 ー項から第4項まで又

は第97条第ー項から第4項までの規定によるものを行う場合

には、 第94条第5項又は第97条第5項の規定は適用 しない。

4 都道府県又は市の教育委員会が第ー項の規定にょって した

次の各号に掲げる事務 (当該事務が地方自治法第2条第8項
に規定する自治事務でぁる場合に限る。)にょり損失を受けた

者に対しては` 当該各号に定める規定にかかゎらず 、 当該都

道府県又は市が、 その通常生ずべき損失を補償する。

第ー項第二号に掲げる第43条又は第ー25条の規定による

現状変更又は保存に影響を及ぽす行為の許可 第43条第

5項又は第ー25条第5項
第ー項第五号に掲げる第55条又は第ー3ー条の規定にょる

調査又は調査のため必票な措遣の施行 第55条第3項又

は第ー3ー条第2項
三 第ー項第六号に掲げる第96条第2項の規定にょる命令

同条第9項
5 前項の補償の額は、 当該都道府県又は市の教青委員会が決

定する。

6 前項の規定にょる補償額にっいては、 第4ー条第3項の規定

を準用する。

7 前項において準用する第4ー条第3項の規定による訴えにお

いては、 都道府県又は市を被告とする。

8 都道府県又は市の教青委員会が第ー項の規定によって した

処分その他公権カの行使に当たる行為のぅち地方自治法第2
条第9項第一号に規定ずる第一号法定受託事務に係るものに

っいての蕃査請求は、 文化庁長官に対してするものとずる〟

(中略)
(書類等の経由)
第ー88条 二の法律の規定により文化財に閲し文部科学大臣又
は文化庁長官に提出すべき届害その他の書類及び物件の提出
は、 都道府県の教青委員会 (当該文化財が指定都市の区城内
に存ずる場合にあっては、 当該指定都市の教青委員会。 以下
この条において同じ。) を経由すべき ものとする。

2 都道府県の教青委員会は、 前項に規定ずる害類及ぴ物件を
受理したときは、 意見を具して二れを文部科学大臣又は文化
庁長官に送付しなけれぱならない。
ニの法律の規定にょり文化財に関し文部科学大臣又は文化

庁長官が発ずる命令、 勧告、 指示その他の処分の告知は、 都
道府県の教青委員会を経由すべきものとずる。 ただし、 特に

緊急な場合は、 この限りでない。

(中略)

3

第ー3章 罰則

(中略)
第ー96条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に

影響を及ぼず行為をして、 これを滅失し、 き損し、 又は衰亡

ずるに至らしめた者は、 5年以下の懲役若しくは禁鋼又は叩

万円以下の罰金に処ずる。

2 前項に規定ずる者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であ

るときは、 2年以下の懲役若しくは禁鋼又は20万円以下の罰

金若しくは科科に処†る。

第ー97条 次の各号のいずれかに該当ずる者は、20万円以下の罰

金に処する。

第43条又は第ー25条の規定に違反して` 許可を受けず、 若
しくはその許可の条件に従わないで、 重要文化財若しくは



史跡名勝天然記念物の現状を変更し、 若しくはその保存に

影響を及ぽす行為をし、 又は現状の変更若しくは保存に影

響を及ぽす行為の停止の命令に従ゎなかった者

二 第96条第2項の規定に違反して、 現状を変更ずることと

なるよぅな行為の停止又は禁止の命令に従ゎなかった者

第ー98条 扶の各号のいずれかに該当する者は、ー0万円以下の罰

金に処ずる。

ー 第39条第3項 (第ー86条第2項で準用ずる撮合を含む。)
で準用ずる第32条の2第5項の規定に違皮して、 国宝の修

理又ば滅失、 き損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、

又は妨げた者

二 第98条第3項 〈第ー86条第2項で準用する齢を含む。)
で準用する第39条第3項で準用ずる第鉈条の2 5 項の

規定に違反 して 、 発掘の施行を拒み、 又は妨げた者

三 第ー23条第2項 (第ー86条第2項で準用する場合を含む。)
で準用する第39条第3項で準用する第32条の2第5項の

規定に違反して、 特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、

き損、 衰亡若しく は盗難の防止の措置の施行を拒み、 又は

妨げた者

第ー99条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に閲し

て第ー93条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者

を罰するほか、 その法人又は人に対し、 各本条の罰金舟jを科

ずる。

第200条 第39条第ー項 (第47条第3項 (第83条で準用ずる場合

を含む。)、 第ー23条第2項、 第ー86条第2項又は第ー87条第2項
で準用ずる場合を含む。)、 第4g条 (第85条で準用する場合を

含む。) 又は第ー85条第2項に規定す る重要文化財 、 重要有形

民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管埋、 修理又は復旧の

施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によ りその管
理、 修埋又は復旧に係る重要文化財、 重要有形民俗文化財又

は史跡名勝天然記念物を滅失し、 き損し、 衰亡 し、 又は盗み

取られるに至らしめたときは、 30万円以下の過料に処する。

第20ー条 吹の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過

料に処する。

一 正当な理由がなくて、 第36条第ー項 (第83条及ぴ第ー72条
第5項で準用ずる場合を含む。) 又は第37条第ー項の規定

にょる重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又

は国宝の修理に閲する文化庁長官の命令に従ゎなかった

者

二 正当な理由がな< て 、 第ー2ー条第ー項 (第ー72条第5項で

準用する場合を含む。) 又は第ー22条第ー項の規定による史

跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の

復旧に関ずる文化庁長官の命令に従ゎなかった者

三 正当な理由がな<て、 第ー37条第2項の規定にょる重要

文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨

の文化庁長官の命令に従ゎなかった者

第202条 次の各号のいずれかに該当する者は、ー0万円以下の過

料に処ずる。
一 正当な理由がなくて、 第45条第ー項の規定による制限若

し<は禁止又は施設の命令に違反した者

二 第46条 (第83条で準用する場合を含む。) の規定に違反し

て、 文化庁長官に国に対す る売渡しの申出をぜず 、 若しく

は申出をした後第46条第5項 (第83条で準用する場合を含

む。) に規定ずる期間内に、 国以外の者に重要文化財又は菫

要有形民俗文化財を譲り渡し、 ⼜は第46条第ー項 (第83条
で準用する揚合を含む。) の規定にょる売渡しの申出にっ

き~ 虚偽の事実を申し立てた者

三 第48条第4項 (第5ー条第3項 (第85条で準用する場合を

含む。) 及び第85条で準用する場合を含む。) の規定に違反
して、 出品若しくは公開をせず、 又は第5ー条第5項 (第5ー
条の2 (第85条で準用する場合を含む。)、 第84条第2項及
ぴ第85条で準用する場合を含む。) の規定に違反して、 公關

の停止若しくは中止の命令に従ゎなかった者
四 第53条第ー項、 第3項又は第4項の規定に違反して 、 許
可を受けず、 若しくはその許可の条件に従ゎなぃで重要文

化財を公開し、 又は公開の停止の命令に従ゎなかった者
五 第54条 (第86条及ぴ第ー72条第5項で準用ずる場合を含
む。)、 第55条、 第68条 (第90条第3項及ぴ第ー33条で準用す

る場合を含む。)、 第ー30条 (第ー72条第5項で準用する場合

を含む。)、 第ー3ー条又は第ー40条の規定に違反 して 、 報告を
せず、 若しく は虚偽の報告をし、 又は当該公務員の立入調

査若しく は調査のための必栗な措置の施行を拒み、 妨げ_
若しくは忌避した者

六 第92条第2項の規定に違反して、 発掘の禁止、 停止又は

中止の命令に従ゎなかつた者
七 正当な理由がなくて、 第ー28条第ー項の規定による制限

若しくは禁止又は施股の命令に違皮した者

第203条 沈の各号のいずれかに該当する者は、 5万円以下の過

料に処する。

ー 第28条第5項、 第29条第4項 (第79条第2項で準用ずる

場合を含む。)、 第56条第2項 (第86条で準用する場合を含

む。) 又は第59条第6項若しくは第69条 〈これらの規定を第
90条第3項で準用する場合を含む。) の規定に違反して、 重

要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定薯又は登鐡

有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登鎌証を文部

科学大臣に返付せず、 又は新所有者に引き渡さなかった者
二 第3ー条第3項 (第60条第4項 (第90条第3項で準用ずる

場合を含む。)、 第80条及ぴ第ug条第2項 (第ー33条で準用

する場合を含む。) で準用する場合を含む〟)、 第32条 (第60
条第4項 (第90条第3項で準用ずる場合を含む。)、 第80条
及ぴ第ー20条 (第ー33条で準用ずる場合を含む。) で準用する

揚合を含む。)、 第33条 〈第80条、 第ーー8条及ぴ第ー20条 (ニ
れらの規定を第ー33条で準用する場合を含む。) 並ぴに第
ー72条第5項で準用する場合を含む。)、 第34条 (第80条及び

第ー72条第5項で準用する場合を含む。)` 第43条の2第ー項、

第6ー条若しくは第62条 (二れらの規定を第叩条第3項で準

用ずる場合を含む。)、 第64条第ー項 (第90条第3項及ぴ第
ー33条で準用ずる揚合を合む。)、 第65条第ー項(第90条第3
項で準用する場合を含む。L 第73条、 第8ー条第ー項、 第84
条第ー項本文、 第92条第ー項、 第96条第ー項、 第ーー5条第2

項 〈第ー20条、 第ー33条及び第ー72条第5項で準用する場合を

含む〟)、 第ー27条第ー項、 第ー36条又は第ー3g条第ー項の規定

に違反して、 届出をせず 、 又は虚偽の届出をした者
三 第32条の2第5項 (第34条の3第2項 (第83条で準用す

る場合を含む〟〉、 第60条第4項及ぴ第63条第2項 (ニれら

の規定を第90条第3項で準用する場合を含む。) 並びに第

80条で準用する場合を含む。) 又は第ーー5条第4項 (第ー33条



で準用する場合を含む。〉 の規定に違反 して、 管理、 修理若

しくは復旧又は管理、 修理若しくは復旧のため必栗な措轟
を拒み、 妨げ、 又は忌避した者

(後略)

ー03



(2)  文化財保護法施行令 〔抄]

【昭和50年9月9日政令第267号】

最終改正 : 平成2g年6月ー4日号外政令第ー56号

(前略)
(都道府県又は市の教宥委員会が処理する事務)
第5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、 都道府

県の教青委員会が行う こととする。 ただ し、 我が国にとって

歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋藏文化財

にっいて、 文化庁長官がその保護上特に必栗がぁると認める

ときは、 自ら第五号に掲げる事務 (法第92条第ー項の規定に

よる届出の受理及び法第94条第ー項又は第97条第ー項の規定

による通知の受理を除く。) を行うニとを妨げない。

ー 法第35条第3項 (法第83条、 第ーー8条、 第ー20条及び第ー72

条第5項において準用する場合を含む。) の規定にょる指

褌監瞥 (管埋に係るものに限る。) 並びに法第36条第3項
(法第83条、 第ー2ー条第2項 (法第ー72条第5項において準用

する場合を含む〟) 及ぴ第ー72条第5項において準用する疇

合を含む。)、 第46条の2第2項及び第mg条第2項におい

て準用ずる法第35条第3項の規定にょる指揮監瞥

二 法第43条第4項 (法第ー25条第3項において準用する場

合を含む。) の規定による現状変更又は保存に影響を及ぽ

ず行為 (以下 「現状変更等」 という。) の停止命令 (文化庁

長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
三 法第5ー条第5項 (法第5ー条の2 (法第85条にぉいて準用

する場合を含む。) 及ぴ第85条において準用する場合を含

む。) の規定による公開の停止命令 (公開に係る重要文化財

又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存ず

るものでぁる場合に限る。) 及ぴ法第84条第2項におぃて

準用する法第5ー条第5項の規定にょる公開の停止命令

四 法第53条第4項の規定による公開の停止命令 (文化庁畏

官が許可した公開に係るものに限る。〉

五 法第92条第ー項の規定による届出の受理、 同条第2項の

規定にょる指示及ぴ命令、 法第94条第ー項の規定にょる通

知の受理、 同条第2項の規定にょる通知、 同条第3項の規

定にょる協譲、 同条第4項の規定にょる勧告、 法第97条第
ー項の規定にょる通知の受理、 同条第2項の規定による通

知、 同条第3項の規定にょる協議並びに同条第4項の規定

にょる勧告

2 法第%条第ー項において準用する法第92条第ー項の規定に

よる届出の受理、 法第93条第2項の規定による指示、 法第96
条第ー項の規定による届出の受理、 同条第2項又は第7項の

規定にょる命令、 同条第3項の規定にょる意見の聴取、 同条

第5項又は第7項の規定による期間の延長及ぴئى 8 項の

規定による指示にっし`ての文化庁長官の権限に属する事務は、

都道府県の教青委員会 (地方 自治法 (昭和22年法律第67号)
第252条のー9第ー項の指定都市 (以下 「指定都市」 という。)
の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにぁ

っては、 当該指定都市の教青委員会) が行う 二ととする。 た

だし、 我が国にとって歴史上又は学術上の価値が特に髙いと

認められる埋蔵文化財にっいて、 文化庁長宮がその保護上特

に必要がぁると認めるときは、 自らニれらの事務 (法第93条
】04

第ー項において準用する法第92条第ー項の規定による届出の

受理及び法第96条第ー項の規定にょる届出の受理を除く。)を
行う二とを妨げない〟

3 次に掲げる文化庁長官の権限に属ずる事務は、 都道府県の

教育委員会 (第ー号及び第三号に掲げるものにあっては第一

号イ及ぴロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第

252条の22第ー項の中核市 (以下 「指定都市等」 という。) の
・区域内において行ゎれる場合、 第二号に掲げるものにあって

は指定都市等の区域内におし`て公開が行ゎれ、 かっ、 当該公

開に係る重要文化財が当該指定都市等の区懺内に存するもの

のみでぁる揚合においては、 当該指定都市等の教育委員会)
が行うこととする。

一 次に掲げる現状変更等に係る法第43条の規定にょる許

可及ぴその取梢し並びに停止命令

ィ 建造物でぁる重要文化財と一体のものと して当該童

要文化財に指定された土地その他の物件 (建造物を除

<。) の現状変更等

ロ 金属、 石又は土で作られた童要文化財の型取り

二 法第53条第ー項、 第3項及び第4項の規定にょる公閲の

許可及ぴその取消し並ぴに公開の停止命令 (公開に係る重

要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区城内に存す

るもののみでぁる場合に限る。)
三 法第54条 (法第ー72条第5項において準用する場合を含

む。)及ぴ第55条の規定にょる調杢 (第一号ィ及ぴ口に掲げ

る現状変更等に係る法第43条第ー項の規定にょる許可の

申請に係るものに限る。)
4 吹に掲げる文化庁長官の権限に属ずる事務は、 都道府県の

教育委員会 (第ー号イ から リ まで及ぴルに掲げる現状変更等

が市の区域 (法第ーー5条第ー項に規定する管理団体 (以下この

条において単に 「管理団体」 という。) が都道府県である史跡

名勝天然記念物の管理のための計画〈以下この条において 「管

理計画」 とぃぅ。) を当該都道府県の教青委員会が定めている

区域を除く〟 以下この項において 「特定区城」 という。〉 内に

おいて行ゎれる場合、 同号ヌに掲げる現状変更等を行う動物

圓又は水族館が特定区域内に存する場合並ぴに同号ヲに規定

する指定区域が特定区域内に存する場合にぁっては、 当該市

の教育委員会) が行うニととする。

一 次に掲げる現状変更等 (イからチまでに掲げるものにぁ

っては、 史跡名勝天然記念物の指定に係る地城内におレ`て
⾏ゎれるものに限る。) に係る法第ー25条の規定による許可

及ぴその取消し並びに停止命令

イ 小規模建築物 (階数が2以下で、 かっ、 地階を有しな

い木造又は鉄骨造の建築物であって、 建築面積 (増築又

は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)がー乞。平

方メートル以下のものをいう。 ロにおいて同じ。)で2年
以内の期間を限って設ーされるものの新築、 増築又は改

築

ロ 小規模建築物の新築、 増築又は改築 (増築又は改築に

ぁっては、 建築の日から叩年を経過していない小規槙建

築物に係るものに限る。)でぁって、指定に係る地域の面

積がー50へクタール以上である史跡名勝天然記念物に係

る都市計画法〈昭和43年法律第ー00号)第8条第ー項第一

号の第ー種低層住居専用地城、 第2種低層住居専用地域

又は田園住居地城にぉけるもの



ハ 工作物 (建築物を除く。 以下このハにおいて同 じ。) の する。

設ー若しくは改修 (改修にぁっては、 設ーの日から50年 8 文化庁長官は、 4項第一号ヲの規定にょる指定区域の指

を経過していない工作物に係るものに限る。) 又は道路 定をしたときは、 その旨を官報で告示しなければならない〟

の舗装若しく は修繕 (それぞれ土地の掘削、 盛土、 切土 9 第ー項本文、 第2項本文、 第3項及ぴ第4項の場合におい

その他土地の形状の変更を伴ゎなレヽものに限る。〉 て は、 法の規定中これらの規定にょり都道府県又は市の教青

ニ 法第=5条第 ー項 (法第ー20条及び第ー72条第5項にお 委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、 都道府

いて準用する場合を含む〟) に規定ずる史跡名勝天然記 県又は市の教青委員会に闔ずる規定と して都道府県又は市の

念物の管理に必栗な施設の設置又は改修 教育委員会に適用がぁるものとする。
ホ 電柱、 電線、 ガス管、 水管、 下水道管その他これらに (中略)
類ずる工作物の設亀又は改修 (事務の区分)

へ 建築物等の除却 (建築又は設置の日から50年を経過し 第7条 第5条第ー項 (第五号に係る部分を除く。)、 第3項 (第
ていなぃ建築物等に係るものに限る〟) 二号に係る部分を除く。)及ぴ第4項の規定にょ り都道府県又

ト 木竹の伐採 (名勝又は天然記念物の指定に係る木竹に は市が処理すること と されている事務は、 地方自治法第2条
っぃては、 危険防止のため必粟な伐採に限る。) 第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とずる。

チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の (後略)
採取

リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは

生息状祝の調査又は当該動物にょる人の生命若しくは

身体に対する危害の防止のため必妻な捕獲及び当該捕

獲した動物の飼育、 当該捕獲した動物ヘの標識若しくは

発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組

織の採取

ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相

互問における譲受け又は借受け

ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られた

もの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の
除却

ヲ ィからルまでに掲げるもののほか、 史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域のうち指定区域 (当該史跡名勝天然

記念物の管理計画を都道府県の教青委員会 (当該管埋計

画が市の区域 (管理団体が当該都道府県である史跡名勝

天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。) 又は町

村の区域を対象とずる場合に限る〟) 又は市の教育委員

会 (当該管理計画が特定区域を対象とする場合に限る。)
が定めている区城のうち当該都道府県又は市の教青委

員会の申出に係るもので、 現状変更等の態様、 頻度その
他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をぃう。)
にぉける現状変更等

二 法第ー30条 (法第ー72条第5項において準用ずる場合を含

む。) 及び第ー3ー条の規定にょる禰査及ぴ調査のため必栗な

措置の施行 (前号ィ からヲまでに掲げる現状変更等に係る

法第ー25条第ー項の規定による許可の申請に係るものに限

る。)
5 前項の管理計画に記載ずべき事項は、 文部科学省令で定め

る〝

6 都道府県の教育委員会は、 管理団体が当該都道府県である

史跡名勝天然記念物にっぃて、 市の区域を対象とずる管理計

画を定めよう とするときは、 ぁらかじめ、 当該市の教育委員

会に協議し、その同意を得なければならなぃ。 これを変更し、

又は廃止しょうとするときも、 同様とずる。

7 第4項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域

に係るものを行おう とする都道府県の教青委員会は、 文部科

学省令で定めるところにより、 その旨を公示しなけれぱなら

ない。 これを変更し、 又は廃止しょぅ とずるときも、 同様と

ー。5



〈3〉特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念
物の管理に関する届出書等に関する規則 〔抄]

[昭和26年3月 8 日文化財保護委員会規則第8号】

最終改正 : 平成ー7年3月28日文部科学省令第u号

文化財保護法 (昭和25年法律第2M号) 第74条第3項で準用す

る同法第3 3 項の規定並ぴに同法第?5条で準用する同法第

32条及ぴ第33条の規定に基き、 並びに同法第75条で準用する同

法第32条第ー項及び第33条並びに同法第82条の規定を実施ずる

ため、 同法第ー5条第ー項の規定に墓き、 特別史跡名勝天然記念

物又は史跡名勝天然記念物の管埋に関する届出耆等に関する規

則を次のよぅに定める。

(中略)
(史跡、 名勝又は天然記念物の滅失、 き揖等の届出耆の記載事項

等)
第6条 法第ーー8条、第ー20条及ぴ第ー72条第5項で準用ずる法第

33条の規定にょる史跡、 名勝又は天然記念物の全部又は一部

が滅失し、 き揖し、 若しくは衰亡し、 又はこれを亡失し、 若

しくは盗み取られたときの届出の書面には、 次に掲げる事項

を記載するものとする〟
史跡、 名勝又は天然記念物の別及ぴ名称

指定年月 日

史跡、 名勝又は天然記念物の所在地

所有者の氏名又は名称及ぴ住所

管埋責任者がぁる場合は、 その氏名及ぴ住所

管理団体がぁる場合は、 その名称及ぴ事務所の所在地

滅失、 き損、 衰亡、 亡失又は盗難 (以下 「滅失、 き損等」

という。) の事実の生じた日時

ハ 滅失、 き損等の事実の生ヒた当時における管理の状祝
九 滅失、 き損等の原因並ぴにき損の場合は、 その箇所及び

程度

十 き損の場合は、 き損の結果当該史跡、 名勝又は天然紀念

物がその保存上受ける影響

十一 滅失` き損等の事実を知った日

十二 滅失、 き損等の事実を知った後に執られた措置その他

参考となるべき事項
2 前項の誓面には、 滅失、 き損等の状態を示すキャピネ型写

真及び図面を添ぇるものとずる。

(土地の所在等の異勤の届出)
第7条 法第ーー5条第2項(法第ー20条及ぴ第ー72条第5項で準用
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ずる場合を含む。)の規定にょる土地の所在等の異動の届出は、

前条第ー項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前

の土地の所在、地番、地目又は地積及ぴ異動後の土地の所在、

地番、 地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した耆

面をもって、 異動のぁったのち30日以内に行ゎなけれぱなら

ない。
2 地番、 地目又は地積の異動が分筆による場合は、 当核土地

に係る登記事項証明耆及ぴ登記所に備ぇられた地図の写本を

前項の書面に添えるものとする。

(国の所有に属ずる史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通

知警の記載事項等)
第8条 国の所有に属する史跡、 名勝又は天然記念物の管理に

ー06

関ずる通知の曹面にっいては、法第ー67条第ー項第一号及ぴ第
二号の場合に係るときは第3条の規定を、法第ー67条第ー項第

三号の場合に係るときは第6条の規定を、法第ー67条第ー項第
七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。

(後略)



〈4)特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然詔念
物の現状変更等の許可申請等に関する規則

【昭和26隼7 月ー3日文化財保護委員会規則第m号】
最終改正 : 平成27年ー2月2ー日文部科学省令第36号

文化財保護法 (昭和25年法律第2M号) 第8。条の規定を実施す
るため、 同法第ー5条第ー項の規定に基き、 特別史跡名勝天然記

念物又は史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請規則を次のよ

うに定める。

(杵可の申請)
第ー 条 文化財保謹法 (昭和25年法律第2M号。 以下 「法」 とい

ぅ。)第ー25条第ー項の規定にょる許可を受けようとずる者(以
下 「許可申請者」 とぃう。) は` 吹に掲げる事項を記載した許
可申請書を文化庁長官(法第ー84条第ー項第二号及ぴ文化財保

護法施行令 (昭禾ロ50年政令第267号。 以下 「令」 とい ぅ。) 第
5条第4項第一号の規定にょり 当該許可を都道府県又は市の

教膏委員会が行ぅ場合には、 当該都道府県又は市の教青委員
会) に提出しなければならない〟

史跡 (特別史跡を含む。 以下同 じ。)、 名勝 (特別名勝を

含む〟以下同 じ。) 又は天然記念物(特別天然記念物を會む。
以下同じ。) の別及ぴ名称
指定年月 日

史跡、 名勝又は天然記念物の所在地

所有者の氏名又は名称及ぴ住所

権原に基づく 占有者の氏名又は名称及ぴ住所

管理団体がある場合は、 その名称及ぴ事務所の所在地

管理責任者がぁる場合は、 その氏名及ぴ住所
許可申請者の氏名及ぴ住所又は名称及ぴ代表者の氏名

並びに事務所の所在地
九 史跡、 名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を

及Gます行為 (以下 「 現状変更等」 という。) を必要とする理

由

⼗ 現状変更等の内容及ぴ実施の方怯

十一 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき揖又
は景観の変化その他現状変更等が史跡、 名勝又は天然記念
物に及ぼす影響に関する事項

十二 現状変更等の着手及ぴ終了の予定時期

十三 現状変更等に係る地域の地番

十四 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名
及び住所又は名称及ぴ代表者の氏名並ぴに事務所の所在
地

十五 その他参考となるべき事項
2 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変
更等の場合における許可申請書には、 前項各号に掲げる事項
の外、 左に掲げる事項を記載するものとずる。
一 発掘担当者の氏名及ぴ住所並ぴに経歴

出土品の処置に関する希望

(許可申請耆の添附書類等)
第2条 前条の許可申請書には、 左に掲げる耆類、 図面及ぴ写

真を添えなければならなぃ。
一 現状変更等の設計仕様耆及び設計図

二 現状変更等に係る地域及びこれに閲連ずる地域の地番
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及ぴ地ぽうを表示した実測図

三 現状変更等に係る地域のキャゼネ型写稟

四 現状変更等を必要とする理由を証するに足り る賓料が

あるときは、 その賓料

五 許可申謂者が所有者以外の者であるときは、 所有者の承

躇馨

六 許可申請者が権原に基く 占有者以外の者でぁるときは、

その占有者の承諾耆

七 管理団体がぁる場合において、 許可申讀者が管理団体以

外の者でぁるときは、 管理団体の意見審

八 管理責任者がぁる場合におぃて、 許可申請者が管理責任

者以外の者でぁるときは、 管理賽任者の意見書

九 前条第2項の場合において、 許可申謂者が発掘担当者以

外の者でぁるときは、 発掘担当者の発掘担当承諾書

2 前項第二号の実測図及ぴ同項第三号の写真には、 現状変蒐

等をしよう とする箇所を表示しなけれぱならなぃ。

(終了の報告)
第3条 法第ー25条第ー項の規定にょる許可を受けた者は、当該

許可に係る現状変更等を終了しだときは、 遅滞なくその旨を

文化庁長官(法第ー84条第ー項第二号及び令第5条第4項第一

号の規定により 当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行

った場合には、 当該都道府県又は市の教青委員会) に報告す

るものとする。

2 前項の終丁の報告には、 その結呆を示す写真又は見取図を

添えるものとする。

(維持の措置の範囲)
第4条 法第ー25条第ー項ただし書の規定にょり現状変更にっ

いて許可を受けることを要しない場合は、 吹の各号のいずれ

かに該当する場合とずる。

史跡、 名勝又は天然記念物がき揖し、 又は衰亡している

場合におぃて 、 その価値に影響を及ぽすことなく当該史跡`
名勝又は天然記念物をその指定当時の原状 (指定後におい

て現状変更等の許可を受けたものにっぃては、 当該現状変

更等の後の原状) に復するとき。

史跡、 名勝又は天然記念物がき欄し、 又は衰亡している

場合において、 当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応

急の措置をするとき。

史跡、 名勝又は天然記念物の一部がき損し、 又は衰亡し、

かっ` 当該部分の復旧が明らかに不可能でぁる場合におい

て、 当該部分を除去ずるとき〟

(国の機閲にょる現状変更等)
第5条 各省各庁の長その他の国の機関が、 史跡_ 名勝又は天

然記念物の現状変更等につぃて、法第ー68条第ー項第一号又は

第2項の規定にょる同意を求めようとする場合には第ー条及

び第2条の規定を、法第ー68条第ー項第ー号又は第2項の規定

による同意を受けた場合には第3条の規定を準用する。

2 法第ー68条第3項で準用する法第ー25条第ー項ただし耆の規
定により現状変更にっぃて同意を求めることを要しなぃ場合

は、 前条各号に掲げる場合とずる。

(管理計画)
第6条 令第5条第4項の管埋計画には、 次に掲げる事項を記

載ずるものとずる。

史跡、 名勝又は天然記念物の別及ぴ名称

二 指定年月 日



史跡、 名勝又は天然記念物の所在地

笹理計画を定めた教音委員会

史跡、 名勝又は天然記念物の管理の状祝

史跡、 名勝又は天然記念物の管埋に関する墓本方針

史跡、 名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及

ぴその適用区域

八 その他参考となるべき事項

2 管理計画には、 史跡、 名疇又は天然謳念物の許可の基攫の

適用区域を示ず図面を添ぇるものとする。

〈市の区城に係る事務の処理の開姶の公示)
第7 条 令第5条第7項の規定による公示は、 次に掲げる寡項
にっいて行うものとする。

一 令第5条第4項各号に掲げる事務のぅち市の区城に係

るものの処理を開始ずる旨

二 令第5条第4項各号に掲げる事務のうち市の区城に係

るものの処理を開始する日

代>ト出
囲

 
ー

Lー

ー08



(5 )  史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

【昭和29年6月29日文化財保護委員会規則第7 号】

最終改正 : 平成27年9月ーー日文部科学省令第30号

文化財保護法 (昭和25年法律第2M号) 第ー5条第ー項及び第72
条第ー項(同法第75条及ぴ第95条第5項で準用する場合を含む。)
の規定に基き、 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則を汰の

ように定める。

(標識)
第ー条 文化財保護法 (昭和25年法律第2M号。 以下 「法」 とぃ

う。) 第ーー5条第ー項 (法第ー20条及ぴ第ー72条第5項で準用ず
る場合を含む。 以下同 じ。) の規定にょ り設置すべき標識は、
石造とずるものとする。 ただし、 特別の事情がぁるときは、
金属、 コンク リート` 木材その他石材以外の材料をもつて設

置ずることを妨げない。
2 前項の標織には、 吹に掲げる事項を彫り、 又は記載するも
のとする。

一 史跡、 名勝又は天然記念物の別 (特別史跡` 特別名勝又

は特別天然記念物の別を表示することを妨げなぃ〟) 及ぴ

名称
二 文部科学省 (仮指定されたものにっぃては、 仮指定を行
った都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第252
条のー9第ー項の指定都市の教育委員会の名称) の文字 (所
有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示ずること
を妨げない。)

三 指定又は仮指定の年月 日

四 建設年月日

3 第ー項の標識の表面の外、 裏面又は側面を使用する場合に

は` 前項第二号から第四号に掲げる事項は裏面又は側面に、

襄面及ぴ側面を使用する場合には、 前項第二号に掲げる事項
は裏面に前項第三号及ぴ第四号に掲げる事項は側面に、 それ

ぞれ表示ずるものとずる。

(説明板)
第2条 法第‥5条第ー項の規定により設ーすべき説明板には、
次に掲げる事項を平易な表現を用レ`て記載するものとする。
一 特別史跡若しくは史跡、 特別名勝若しくは名勝又は特別
天然記念物若しく は天然記念物の別及ぴ名称

指定又は仮指定の年月 日

指定又は仮指定の理由

説明事項

保存上注意すべき事項

その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、 指定又は仮指定に係る地域を示す図面

を掲げ る ものとす る。 但し、 地域の定がない瘍合その他特に
地域を示す必妻のない場合は、 ニの限りでない。

(標柱及ぴ注意札)
第3条 前条第ー項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又は

仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に

必要がぁるときは、 当該場所若しくは物件を標示する標柱又
は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した

注意札を設置するものとずる。
(境界標〉
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第4条 法第uS条第ー項の規定にょり設置ずべき境界標は、石

造又はコンク リート造とする。
2 前項の境界標は、 ー3センチメートル角の四角柱と し、 地表
からの髙さは30センチメートル以上とするものとする。

3 第ー項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地城の境
界を示ず方向指示線を、 側面には史跡境界、 名勝境界又は天

然記念物境界の文字 (特別史跡境界、 特別名勝境界又は特別
天然記念物境界の文字とする二とを妨げない。)及ぴ文部科学
省の文字を彫るものとする。

4 第ー項の境界標は、 指定又は仮指定に係る地城の境界線の

屈折する地点その他境界練上の主要な地嶌に設置するものと
する。

(標識等の形状等)
第5条 第ー条から前条までに定めるものの外、標識、説明板`
標柱、 注意札又は境界標の形状、 員数、 設置揚所その他これ
らの施設の設置に関し必要な事項は、 当該史跡、 名勝⼜は天
然記念物の管理のため必栗な程度にお~`て` 環境に調和する
ょぅ設置者が定めるものとする。

(囲いその他の施設)
第6条 法第=5条第ー項の規定により設置すべき囲いその他
の施設にっいては、 前条の規定を準用する。



(6)特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝矢然詔念
物の復旧の届出に関する規則

【昭和29年6月29日文化財保讀委員会規其囁第9号】

最終改正 : 平成ー7年3月28日号外文部科学省令第u号

文化財保護法 (昭和25年法律第2M号) 第8。条の2第ー項 (同
法第90条第2項で準用する賽合を含) の規定に基き 、 特別史

跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関す

る規則を次のように定める。

(復旧の届出)
第ー条 文化財保護法 〈昭和25年法律第2M号。 以下 「法」 とぃ

う。) 第ー27条第ー項の規定にょる届出は、 吹に掲げる寡項を
記載した曹面をもって行う ものとずる。

一 史跡 (特別史跡を含む。 以下同 じ〟) 名勝 (特別名勝を含

む。 以下同 じ。) 又は天然記念物 〈特兒り天然記念物を含む。

以下同じ。) の別及ぴ名称

指定年月 日

史跡、 名勝又は天然記念物の所在地

所有者の氏名又は名称及ぴ住所

権原に基づく 占有者の氏名又は名称及ぴ住所

管理団体がある場合は、 その名称及ぴ事務所の所在地

管理責任者がある場合は、 その氏名及び住所

復旧を必要とする理由

復旧の内容及ぴ方法

復旧の着手及ぴ終アの予定時期

十一 復旧施工者の氏名及ぴ住所又は名称及ぴ代表者の氏

名並びに事務所の所在地

十二 その他参考となるべき事項
2 前項の届出の審⾯には、 左に掲げる蓄類、 写真及ぴ図面を

添ぇるものとする。

一 設計仕様誓

復旧をしよぅ とする箇所を表示した当該復旧に係る地

城又は復旧をしよぅ とする箇所の写真及ぴ図面

三 復旧をしょう とする者が管理団体でぁるときは、 所有者

及ぴ権原に基く 占有者の意見書

(届出書及ぴその添附書類等の記載事項等の変更)
第2条 前条第ー項の届出の耆面又は同条第2項の耆類又は写

真若しくは図面に記載し、 又は表示した事項を変更しよぅ と

するときは、 ぁらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なけれ

ぱならない。
(終了の報告)
第3条 法第ー27条第ー項の規定にょり届出を行った者は、届出
に係る復旧が終了 したときは、 その結呆を示ず写稟及ぴ図面

を添えて 、 遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとす

る。

〈復旧の届出を要しない場合)
第4条 法第ー27条第ー項ただし書の規定にょり届出を要しな

い場合は、 吹の各号のいずれかに該当する場合とする。

法第ーー8条又は第ー20条で準用する法第35条第ー項の規

定による補助金の交付を受けて復旧を行う とき。

法第ー22条第ー項又は第2項の規定にょる命令又は勧告

を受けて復旧を行うとき。
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三 法第ー25条第ー項の規定による現状変更等の許可を受け

て復旧を行うとき。

(国の所有に属する史跡、 名勝又は天然記念物の復旧の通知)
第5条 法第ー67条第ー項第五号の規定にょる史跡、名膿又は天

然記念物の復旧の通知には、 第ー条から第3条までの規定を

準用する。
2 法第ー67条第ー項第五号括弧書の規定にょり史跡、名勝又は

天然記念物の復旧にっしヽて通知を要しない揚合は、 次の各号
のぃずれかに該当する場合とずる。

法第ー68条第ー項第一号又は第2項の規定による同意を

得て復旧を行うとき。
二 法第ー6g条第ー項第二号の規定による勧告を受けて復旧

を行うとき。



条第ー項ただし蕃の維侍の措置でぁる場合を除)。
(四) 新築、 増築又は改築の際に除却を伴う場合には、 「新

築及び除却」、 「増築及ぴ除却」 又は 「改築及び除却」 と し
て許可の申請をさせ、 除却と併せて許可をするものとする。

2 令5条第4項第一号ロ関係
(一) 新築、 増築又は改築に伴う土地の掘削、 盛土、 切土そ
の他土地の形状の変更が、 築等に必要な最小限度のやむを

得ない規模を超ぇる場合には、 本号による許可の事務の範
囲に含まれない。

(二) 新築、 増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う場合には、

当該木竹の伐採にっいて ̀  別途、 法第ー25条第ー項の規定に
ょる文化庁長官の許可又は令第5条第4項第一号トにょ

る都道府県又は市の教脊委員会の許可を要す る (法第ー25
条第ー項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。

3 令5条第4項第一号ハ関係

(一) 「 工作物」 には、 吹のものを含む。
① 小規模建築物に附随する門、 生け垣又は塀

② 既設の道路に設置される鷺柱、 道路標鐵. 信号機又は
ガ一 ドレール

③ 小規模な観測'測定機器

④ 木道

(二) 「道路」 には、 道路法 (昭和27年法律第ー80号) 第3条
各号に掲げる道路 (ただし` 道路と一体となって効用を全う
ずる施設及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられて
ぃるものを除く。) のほか、 農道、 林道、 漁港関運道を含む。

(三) 「道路の舗装」 とは、 既設の未舗装の道路の舗装をい
つ。

(四) 「道路の修繕」 とは、 既設の舗装又は未舗装の道路の破
損、 劣化等に対応して行ゎれる部分的な修復その他これに類
ずる工事をいぅ。

(五) 道路にっいての 「土地の形状の変更] には、 道路の幅員
の拡幅、 路床の削平、 側構の設置及ぴ道路の携造の変更に伴
うものを含む。

(六) 工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採を伴う場合には、
当該木竹の伐採にっぃて、 別途、 法第ー25条第ー項の規定によ
る文化庁長官の許可又は令第5条第4項第一号卜にょる都道
府県又は市の教育委員会の許可を要する (法第ー25条第ー項た
だ し曹の維特の措置でぁる場合を除く。)。

4 令5条第4項第一号ニ関係
(一) 「史跡名勝天然記念物の管理に必羹な施設」 とは、 法第
ーー5条第ー項の標識、 説明版、 境界標、 囲さ<その他の施設を
いぅ。

(二) 設置又は改修に伴う土地の掘削、 盛土、 切土その他土地
の形状の変更が、 股置等に必要な最小限度のやむを得なし`規
模を超える場合には、 本号にょる許可の事務の範囲に含まれ

ない。

(三) 標識、 説明版、 標注、 注意札、 境界標又は囲さくその他
の施設でぁって 、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 (昭
和29年文化財保攫委員会規則第フ号) に定める基準に合致し

ないものにっぃては、 その設震又は改修の許可をするニとが
できない。

5 令5条第4項第一号ホ閲係
(ー) 「づ童 …ー『」 には、 配電管内の電線及び篭話線等の通信糠を
含む。
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(二) 「その他ニれらに類ずる工作物J には、 側購、 街渠、 集
水ます及ぴ電線共同溝を會む。

(三) 設置又は改修に伴う土地の掘削、 盛土、 切土その他土地

の形状の変更が、 設置又は改修に必妻な最小限度のゃむを得
ない規槙を超ぇる場合には、 本号にょる許可の事務の範囲に

含まれない。
6 令5条第4項第一号へ閲係

(一) 除却に伴う土地の掘削、 盛土` 切土その他土地の形状の

変更が、 除却に必要な量小限度のゃむを得な~ヽ規模を超える
場合には、 本号にょる許可の事務の範囲に含まれなぃ。

(二) 除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、 当該木竹の伐採
にっぃて、 別途、 法第ー25条第ー項の規定にょる文化庁長官の
許可又は令第5条第4項第ー号トにょる都道府県又は市の教
育委員会の許可を要す る (法第ー25条第ー項ただ し耆の維持の

措置である場合を除く。)。
7 令5条第4項第一号卜関係
(一) 「 木竹の伐採」 とは、 幹を切る二と及ぴ枝を切断して除
去することをいう。

(二) 「危険防止のため必栗な伐採」 とは、 倒木ゃ落枝によっ
て 人身又は建物に危害が及ぴ危険性の高&`揚合における危険
防止に必要な最小限度のゃむを得なし`程度の伐採をいう。

(三) 木竹の伐採が、 法第ー25条第ー項ただし耆の維侍の措置
である場合には、 許可を要しない。

8 令5条第4項第~号チ関係

(一) 「 保存のため必要な試験材 料の採取」 とは、 その保存を

目的と して史跡名勝天然記念物の現状を遭切に把提するため
に行ゎれる土壌、 植物、 鉱物等のサンプル採取をいう。

(二) 学術研究のために行ゎれるものなど、 史跡名勝天然記念
物の保存を目的と しない試験材料の採取にっいては、 本号に
ょる許可の事務の範囲に含まれない。

(後略)



(9)行政手続法の施行及ぴニれに伴う文化財保護法
の一部改正等にっいて 〔抄〕

【平成6年ーー月25日庁保伝第ー4ー号文化庁吹長通達】

(前略)
別紙二

重要文化財及ぴ史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る審査基

準にっいて

重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぽす行為(以下「現

状変更等」 という。 )の許可` 輸出の許可、 文化庁長官の行ぅ公

開ヘの出品の承認、 国庫の賽用負担にょる公開の承認及ぴ所有

者等以外にょる公開の許可並ぴに史跡名勝天然記念物の現状変

更等の許可に係る審査基準は以下のとおり とする〟

(中略)
七 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(文化財保護法第
80条)に係る審査基準にっいて

(一) 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定めら

れている場合

当該保存管理計画に定められた墓準に適合してぃると認

められるか否か。

(二) 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定めら

れてぃなぃ場合

ア 現状変更等が指定の解除又は一部解除にっながるも
のと認められるか否か〟

ィ 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障とな

るおそれがあると認められるか否ヵゝ〟

ゥ 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障とな

るおそれがあると認められるか杏か。

別紙三

重要文化財及び史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る標準処

理期間にっぃて

重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現

状変更等」 といぅ。 )の許可、 輸出の許可、 文化庁長官の行う公

閲ヘの出品の承認、 国庫の賽用負担による公開の承認及ぴ所有

者等以外による公開の許可並ぴに史跡名勝天然記念物の現状変

更等の許可に係る標準処理斯間(申請が文化庁に到達してから

当該申謂に対する処分をずるまでに通常要すべき標藁的な期

間)は以下のとおり とする。

(中略)
七 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可(文化財保護法第

80条)に係る標準処理期閻にっいて

(一) 現状変更等が怪易なもの又は定型的なものでぁる場

合: ーか月~2か月

(二) (一)以外の場合: 2か月~3か月

ただ し` 申詰書、 添付耆類等に不備がぁる場合又は申誌

者その他の関係者との調整を要する場合は、 この限り では

ない。

また、 現状変更等が指定物件の指定要素に重大な影響を

及ぼすおそれのぁる場合は、 二の限りではない。

別紙四

‥4

重粟文化財及ぴ史跡名勝天然記念物等に係る不利益処分に関ず

る処分基準にっぃて

重要文化財等の管理団体の指定の解除、 重要文化財等の管理

に関する命令、 重要文化財等の現状変更又は保存に影響を及ぽ

ず行為(以下 「現状変更等」 という。 )の許可取消 ・ 行為停止命
令及ぴ重要文化財等の公開停止 ・ 中⽌命令に係る処分基準は以
下のとおり とする。

(中略)
ー四 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の条仲に従ゎな

かった者に対ずる現状変更等の停止命令又は許可の取消し

(文化財保護法第80条第3項)に係る行政手続法第ー2条第ー項

の規定による処分基準にっぃて

史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の条仲に従ゎず
に行ゎれた現状変更等で、 以下のぃずれかに該当する場合

(一) 現状変更等が保存管理計画に定められた墓準に反し、

又はそのおそれがぁると認められること。

(二) 現状変更等が指定の解除又は一部解除にっながるも
のと認められること。

(三) 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障とな

り、 又はそのおそれがあると認められること。
(四) 現状変更等が指定物件の整傭に相当程度の支障とな

り` 又はそのおそれがあると認められること。
一五 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けなかった

者又は許可の条件に従ゎなかった者に対ずる原状回復命令

(文化財保護法第80条第7項)に係る行政手続法第ー2条第ー項

の規定による処分基準にっぃて

史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けず、 又は許

可の条件に従ゎずに行ゎれた現状変更等で、 以下のぃずれか

に該当する場合

(一) 現状変更等が保存管理計画に定められた基準に反し、

又はそのおそれがぁると認められること。

(二) 現状変更等が指定の解除又は一部解除にっながるも
のと認められること。

(三) 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障とな

り、 又はそのおそれがあると認められること。

(四) 現状変更等が指定物件の整傭に相当程度の支障とな

り` 又はそのおそれがぁると認められること。
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市計画区城、 準都市計画区域又は都市計画区城及ぴ華都市訃

画区城外の区域のぅち2以上の区域にゎたる場合における第 ィ 当該地城における降水畳

ー項第一号及ぴ前項の規定の適用にっぃては、政令で定める。 ロ 前号ィからニまでに掲げる事項及ぴ放流先の状祝

(中略) 四 主と して、 自己の居住の用に供ずる住宅の建薬の用に供

す る 目的で行う開発行為以外の開発行為にぁって は、 水遭

その他の給水施設が、 第二号ィからニまでに掲げる事項を

勘案して、 当該開発区域にっいて想定される需要に支障を

来さなぃよぅな檀造及び能カで適当に配置さ九るょぅに

設計が定められていること。 この場合において、 当該給水

施設に関する都市計画が定められているときは、 設計がこ

れに適合していること。

五 当該申講に係る開発区域内の土地にっし`て地区計画等

訃がこれに適合している二と。

(關発許可の基準)
第33条 都道府県知事は、 開発許可の申謂がぁった場合にぉぃ

て` 当該申請に係る開発行為が、 洗に掲げる墓準 (第4項及

ぴ第5項の条例が定められているときは、 当該条例で定める

制限を含む〟) に適合しており、 かっ、 その申請の手続がこの

法律又はニの法律に基づく命令の規定に違反していないと認

めるときは、 閲発許可をしなけれぱならない。

一 次のィ又はヮに掲げる場合には、 予定建築物等の用途が

当骸ィ又はロに定める用途の制限に適合していること。 た

だ し、 都市再生特別地区の区域内におレ`て当該都市再生特

別地区に定められた誘導ずべき用途に適合するものにぁ

っては、 この限りでない。

ィ 当該申請に係る開発区域内の土地にっしヽて用途地城、

特別用途地区、 特定用途制限地域、 特定用途誘導地区、

流通業務地区又は港濟法第39条第ー項の分区 (以下 「用

途地城等」 という。)が定められている場合 当該用途地

域等内にぉける用途の制限 (建築基準法第49条第ー項若

しくは第2項、 第49条の2若しくは第60条の3第3項
〈ニれらの規定を同法第88条第2項にぉいて準用する場

合を含む。) 又は港湾法第40条第ー項の条例にょる用途
の制限を含む。)

ロ 当該申譜に係る開発区城内の土地 〈都市計画区城 (市
街化調整区域を除く。) 又は準都市計画区城内の土地に

限る。) にっいて用途地域等が定められていない場合
建築墓準法第48条第ー4項及ぴ第68条の3第7項 (同法第
48条第ー4項に係る部分に限る。) 〈これらの規定を同法第

88条第2項において準用する場合を含む〟) の規定にょ

る用途の制限

二 主と して、 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供

する目的で行う關発行為以外の開発行為にあっては、 道路、

公圓、 広場その他の公共の用に供ずる空地 (消防に必要な

水利が十分でなし`場合に設置する消防の用に供する貯水

施設を含む。) が` 吹に掲げる事項を勘案して、 環境の保全

上、 災審の防止上、 通行の安全上又は事業活動の効率上支

障がないょぅな規模及び構造で適当に配霧され、 かっ、 閲
発区域内の主要な道路が、 開発区域外の相当規模の道路に

接続ずるょぅに設計が定められている二と。 この場合にお

いて、 当該空地に関する都市計画が定められているときは、

設計がこれに適合していること。

イ 開発区城の規模、 形状及び周辺の状況

ロ 開発区域内の土地の地形及ぴ地盤の性寶

ハ 予定建築物等の用途

ニ 予定建築物等の敷地の規模及ぴ配攫

三 排水路その他の排水施設が、 次に掲げる事項を勘案して、

開発区域内の下水道法 (昭禾ロ33年法律第79号) 第2条第一

号に規定する下水を有勅に排出ずるとと もに、 その排出に

よって開発区城及びその周辺の地域に溢し`つ水等による

被害が生じなぃょ ぅな構造及ぴ能力で適当に配置される

ように設叶が定められているニと。 この場合において` 当
該攫慣水施設に関ずる都市計画が定められて~ヽるときは、 設

ーー6

(次のィからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、

当該ィ からホまでに定める事項が定められているものに

限る。) が定められているときは、 予定建築物等の用途又は

關発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即

して定められてぃるニと。

ィ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区

(いずれも第ー2条の5第5 ~ 号に規定する施設の配

置及び規槙が定められているものに限る〟) 又は地区整

備計画

ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区城、 特定建

築物地区整傭計画又は防災街区臺備地区聲備計画

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上

地区整備計画

ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区 (幹線道路の沿道

の整備に閲する法律第9条第4項第一号に規定ずる施

設の配置及ぴ規模が定められて いる ものに限る。) 又は

沿道地区整備計画

ホ 集落地区計画 集落地区整傭計画

六 当該開発行為の目的に照らして、 開発区域における利便

の増進と開発区城及ぴその周辺の地城における環壌の保

全とが図られるように公共施設、 学校その他の公益的施設

及ぴ閉発区域内におし`て予定される建築物の用途の配分

が定められていること。

七 地盤の沈下、 崖崩れ、 出水その他による災害を防止ずる

ため` 開発区城内の土地にっいて、 地盤の改良、 擁壁又は

排水施設の設置その他安全上必栗な措置が讀ぜられるょ

ぅに設計が定められてぃるニと。 この場合におぃて 、 開発

区域内の土地の全部又は一部が吹の表の上欄に掲げる区

域内の土地であるときは、 当該土地における同表の中欄に

掲げる工事の計画が、 同表の下欄に掲げる基準に適合して

いること。

宅地造成等規制

法 (昭禾ロ36年法

律第ー9ー号) 第3
条第ー項の宅地
造成工寡規制区

域

開発行為に関ずる
工事

宅地造成等規制法

第9条の規定に適

合するものでぁる

こと。

津波防災地城づ
< りに閲ずる法

律第72条第ー項
の津波災害特別

警戒区城

津波防災地域づく
りに関する法律第
73条第ー項に規定

する特定開発行為

(同条第4項各号

津波防災地城づく

りに関する法律第
75条に規定する措

遺を同条の国土交

通省令で定める技



に掲げる行為を除 術的基準に従い講

く。)に閲する工事 じるものでぁるこ

と。
丿ヽ 主と して` 自己の居住の用に供ずる住宅の建簗又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供

するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行

為以外の開発行為にぁっては、 開発区域内に建築基準法第

39条第ー項の災害危険区域、 地すべり等防止法 (昭和33年
法律第30号) 第3条第ー項の地すべり防止区域、 土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関ずる法

律 (平成ー2年法律第57号) 第9条第ー項の土砂災害特別警

戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でな

い区域内の土地を含まないニと。 ただ し、 開発区域及ぴそ

の周辺の地域の状祝等にょり支障がなぃと認められると

きは、 この限りでない〟

九 政令で定める規模以上の開発行為にぁっては、 開発区域

及びその周辺の地城における環境を保全するため、 開発行

為の目的及ぴ第二号イからニまでに掲げる事項を勘案し

て、 開発区域における植物の生育の確保上必妻な樹木の保

存、 表土の保全その他の必票な措遭が講ぜられるように設

計が定められていること。

十 政令で定める規模以上の開発行為にぁっては、 閲発区域
及ぴその周辺の地域における環墳を保全するため、 第二号

イヵゝらニまでに掲げる事項を勘案して、 騒音、 振動等によ

る環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配

置されるょうに設計が定められているニと。

十ー 政令で定める規模以上の開発行為にぁヮては、 当該開

発行為が道路、 鉄道等にょる輸送の便等からみて支障がな

ぃと認められる二と。

十二 主と して、 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供ずる目的で行う開発行為又は住宅以外の建纂物若しく

は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若し

くは建設の用に供ず る 目的で行う開整行為 (当該開発行為

の中断により 当該開発区域及ぴその周迅の地域に出水、 崖

崩れ、 土砂の流出等にょる被害が生じるおそれがぁるニと

を考慮して政令で定める規模以上のものを除く。) 以外の

關発行為にぁっては、 申請者に当該開発行為を行うために

必要な賓力及ぴ信用がぁるニと。

十三 主と して、 自己の居住の用に供する住宅の建簗の用に

供する目的で行ぅ開発行為又は住宅以外の建築物若しく

は特定工作物で自己の業務の用に供ずるものの建築若し

くは建設の用に供する目的で行う開発行為 (当該開発行為

の中断により 当該開発区城及ぴその周辺の地城に出水、 崖

崩れ、 土砂の流出等にょる被害が生じるおそれがぁること

を考盧して政令で定める規模以上のものを除く。) 以外の

開発行為にぁっては、 工事施行者に当該閲発行為に閲ずる

工事を完成ずるために必稟な能力がぁること。

十四 当該開発行為をしよう とする土地若しくは当該閑発

行為に関する工事をLよう とずる土地の区域内の土地又

はこれらの土地にぁる建築物その他の工作物にっき当該

開発行為の施行又は当該閲発行為に関ずる工事の実施の

妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ているこ

と〟

2 前項各号に規定する基準を適用ずるにっし`て必粟な技術的

細目は` 政令で定める。

3 地方公共団体は、 その地方の自然的条件の特殊性又は公共

施設の整備、 建築物の建築その他の土地利用の現状及ぴ将来

の見通しを勘案し、 前項の政令で定める技術的細目のみによ

っては環境の保全、 災害の防止及ぴ利便の増進を図ることが

困難であると認められ、 又は当該技術的細目によらなく とも

環境の保全、 災害の防止及ぴ利便の増進上支障がなし`と認め

られる場合におぃては、 政令で定める基準に従い、 条例で、

当該技術的細目におぃて定められた制限を強化し、 又は緩和

ずることができる。

4 地⽅公共団体は、 良好な住居等の環境の形成又は保持のた

め必要と認める場合にぉいては、 政令で定める基準に従ぃ、

条例で、 区域、 目的又は予定される建纂物の用途を限り、 開

発区域内におし`て予定される建築物の敷地面積の最低限度に

関ずる制限を定めるニとができる。

5 景観行政団体 (景観法第7条第ー項に規定する景観行政団

体をいぅ。) は、 良好な景観の形成を図るため必妻と認める場

合においては` 同法第8条第2項第一号の景観計画区域内に

おいて、 政令で定める基準に従い、 同条第ー項の景翼計画に

定められた開発行為にっいての制限の内容を、 条例で、 開発

許可の基準と して定めることができる。

6 指定都市等及ぴ地方自治法第252条のー7の2第ー項の規定

に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事

務の全部を処理ずるニととされた市町柑 〈以下ニの節におい

て 「事務処理市町村」 という〟) 以外の市町村は、 前3項の規

定にょり条例を定めょう とするときは、 ぁらかじめ、 都道府

県知事と協議し、 その同意を得なければならない。

7 公有水面埋立法第22条第2項の告示があヮた埋立地におい

て行う開発行為にっいては、 当該埋立地に関ずる同法第2条
第ー項の免許の条件にぉいて第ー項各号に規定ずる事項 (第
4項及ぴ第5項の条例が定められているときは、 当該条例で

定める事項を含む。) に関ずる定めがあるときは、 その定めを

もって開発許可の基準と し、 第ー項各号に規定する墓準 (第
4項及び第5項の条例が定められているときは、 当該条例で

定める制限を含む。) は` 当該条件に抵触しない限度にぉいて

適用する。
8 居住調整地域又は市街地再開努促進区域内における開発許

可に閲ずる基準にっいては、 第ー項に定めるもののほか、 別

に法律で定める。

(中略)
(開発許可の特例)
第34条の2 国又は都道府県、 指定都市等若しくは事務処理市

町村若しく は都道府県、 指定都市等若しく は事務処理市町村

がその組織に加ゎってゃ`る-部事務組合、 広域連合若し<は
港務局 (以下 「都道府県等」 とぃぅ。) が行ぅ都市計画区域若

しくは準都市計画区域内における開発行為 (第29条第ー項各

号に掲げる開発行為を除く〟)又は都市計画区域及ぴ準都市計

面区域外の区域内における開発行為 (同条第2項の政令で定

める規槙未満の開発行為及ぴ同項各号に掲げる開発行為を除

く。) にっいては、 当該国の機閲又は都道府県等と都道府県知

事との協議が成立することをもって、 開発許可がぁつたもの

とみなず〟

2 第32条の規定は前項の協議を行おぅ とずる国の機関又は都

道府県等にっぃて、 第4ー条の規定は都道府県知事が同項の協
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礒を成立させる場合にっぃて、 47条の規定は同項の協攫が

成立したときについて準用する。

(中略)
(工事完了の検査)
第36条 開発許可を受けた者は、 当該開発区域 (開発区域を工

区に分けたときは、 工区) の全部にっいて当該開発行為に閲

ずる工事 (当該開発行為に閲ずる工事のぅち公共施設に関ず

る部分にっいては、 当該公共施設に関する工事) を完了 した

ときは、 国土交通省令で定めると二ろにより、 その旨を都道

府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、 前項の規定にょる届出がぁつたときは、

遅滞なく 、 当該工事が開発許可の内容に適合しているかどう

かにっいて検査し、 その検査の結呆当該工事が当該關発許可

の内容に適合していると認めたときは、 国土交通省令で定め

る様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなけれ

ぱならない。

3 都道府県知事は、 前項の規定により検査済証を交付したと

きは、 遅滞なく、 国土交通省令で定めるとニろにょり、 当咳

工事が完了 した旨を公告しなければならなぃ。 ニの場合にお

いて` 当該工事が津波災審特別警戒区域 (津波防災地城づく

りに関ずる法律第72条第ー項の津波災害特別警戒区域をいう。

以下この項におぃて同じ。)内における同法第73条第ー項に規

定する特定開発行為 (同条第4項各号に掲げる行為を除く。)
に係るものでぁり、 かつ、 当該工事の完了後において当該工

事に係る同条第4項第一号に規定する開発区域 (津波災害特

別警戒区域内のものに限る〟)に地盤面の高さが同法第53条第

2項に規定する基準水位以上である土地の区城がぁるときは、

その区域を併せて公告しなけれぱならない〟

(建築制限等)
第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地におしヽては` 前条

第3項の公告がぁるまでの間は、 建築物を建築し、 又は特定

工作物を建設してはならない。 ただし、 次の各号の一に該当

するときは、 二の限りでない。

_ 当該開発行為に関ずる工事用の仮設建築物又は特定工作物

を建築し、 又は建設するとき、 その他都道府県知事が支障が

ないと認めたとき。

二 第33条第ー項第十四号に規定ずる同意をしていない者が、

その権利の行使と して建築物を建築し、 又は特定工作物を建

設するとき〟

(中略)
(建築物の建蔽率等の指定)
第4ー条 都道府県知事は、 用途地城の定められていなぃ土地の

区域における開発行為にっし`て開発許可をする瘍合にぉいて

必要がぁると認めるときは、 当該開発区域内の土地にっいて、

建築物の建蔽率、 建築物の高さ、 壁面の位置その他建築物の

敷地、 構造及ぴ設備に閲する制限を定めることができる。

2 前項の規定により建築物の敷地、 槽造及ぴ設備に関ずる制

限が定められた土地の区城内においては、 建築物は、 これら

の制限に違反して建築してはならない。 ただ し、 都道府県知

事が当該区城及ぴその周辺の地域における環境の保全上支障

がないと認め、 又は公益上ゃむを得ないと認めて許可したと

きは、 この限りでない。

(閲発許可を受けた土地における建築等の制限)
第42条 何人も、 開発許可を受けた開堯区域内においては、 第
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36条第3項の公告がぁった後は、 当該開発許可に係る予定建

築物等以外の建簗物又は特定工作物を新築し、 又は新設して

はならず 、 また、 建築物を改築し、 又はその用途を変更して

当該開発許可に係る予定の建築物以外の建簗物としてはな

らない。 ただし、 都道府県知事が当該開発区城における利便

の増進上若しくは開発区域及ぴその周辺の地域における環

境の保全上支障がなぃと認めて許可したとき、 又は建築物及

び第ー種特定工作物で建纂基準法第8&条第2項の政令で指

定ずる工作物に該当するものにぁっては、 当該關発区域内の

土地にっいて用途地域等が定められているときは、 この限り

でない。

2 国又は都道府県等が行う行為にっぃては、 当該国の機閲又

は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもっ

て、 前項ただし馨の規定にょる許可がぁったものとみなす”
(後略)



〈ーー) 森林法 〔抄]

【昭和26年6月26日法律第249号]
最終改正 : 平成28年5月20日法律第47号

(前略)
第2葦 森林計画等

(中略〉

(地域森林計画)
第5条 都道府県知亭は、 全国森林計画に即して、 森林計画区
別に、 その森林計画区に係る民有林 (その自然的経済的社会
的諾条件及ぴその周辺の地城における土地の利用の動向から

みて、 森林と して利用することが相当でなぃと認められる民
有林を除く。) にっき` 5年ごとに、 その計画をたてる年の翌

年4月 ー 日以降ー0隼を一期とずる地域森林計画をたてなけれ
ばならない。

2 地城森林計画においては、 吹に掲げる事項を定めるものと
する。

一 その対象とずる森林の区域

一 森林の有する機能別の森林の整傭及ぴ保全の目標その

他森林の整備及ぴ保全に関ずる基本的な事項
伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に閲ずる事項

(問伐に関する事項を除く。)
四 造林面積その他造林に閲ずる箏項
五 聞伐立木材積その他間伐及ぴ保育に関する事項
六 公益的機能別施業森林の区域 (以下 「公益的機能別施業
森林区域」 という。) の墓準その他公益的機能別施業森林の

薯備に関する事項

七 林道の開設及ぴ改良に関する計画、 搬出方法を特定す る
必要のぁる森林の所在及びその搬出方怯その他林産物の

搬出に関ずる事項
八 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、 森林施業
の共同化その他森林施業の合理化に閲ずる事項

九 鳥獣害を防止するための措ーを実施すべき森林の区域
(以下 「鳥獣害防止森林区城」 という。) の墓準その他の烏
獣害の防止に閲する事項

十 森林病害虫の駆除及ぴ予防その他の森林の保護に関す
る事項 (前号に掲げる事項を除く。)

十一 樹根及ぴ表土の保全その他森林の土地の保全に関す
る事項

十二 保安林の整備、 第4ー条の保安施設事業に関ずる計画そ

の他保安施設に閲する事項
3 地域森林計画におぃては、 前項各号に掲げる事項のほか、
森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努める
ものとする。

4 第4条第3項の規定は、 地城森林計画に準用する。
5 都道府県知事は、 森林の現況、 経済事情等に変動がぁった
ため必要と認めるときは、 地域森林計画を変更することがで
きる。

(中略)
(地域森林計画等の遵守)
第8条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地
の使用又は収益をする者は、 地城森林計画に従って森林の施
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業及ぴ保護を実施し、 又は森林の土地の使用若しくは収益を

ずることを旨と しなけれぱならない。

2 森林管理局長は、 前条第ー項の森林計画に従って国有林を

管埋経営するよう努めなけれぱならない。

(中略)
(開発行為の許可)
第ー0条の2 地城森林計画の対象となっている民有林 (第25条
又は第25条の2の規定により指定された保安林並ぴに第4ー条

の規定にょり指定された保安施設地区の区域内及び梅岸法

(昭和3ー年法律第ー0ー号〉 第3条の規定にょり指定された悔岸

保全区域内の森林を除く。) において開発行為 (土石又は樹根

の採掘、 開墾その他の土地の形質を変更ずる行為で、 森林の

土地の自然的条件、 その行為の態様等を勘案して政令で定め

る規模をこえるものをいぅ。以下同じ。)をしよう とする者は、

農林水産省令で定める手続に従い、 都道府県知事の許可を受

けなけれぱならない〟 ただし、 吹の各号の一に該当する場合

は、 この限りでなぃ。

ー 国又は地方公共団体が行なう場合

二 火災、 風水害その他の非常災害のために必栗な応急措置

として行なう場合

森林の土地の保全に著しい支障を及ぼずぉそれが少な

く 、 かっ、 公益性が高いと認められる事業で巖林水産省令

で定めるものの施行と して行なう場合

2 都道府県知事は、前項の許可の申請がぁった場合において`
吹の各号のぃずれにも該当 しないと認めるときは、 これを許

可しなければならなぃ。

当該開発行為をずる森林の現に有する土地に関する災

害の防止の機能からみて、 当該關発行為にょり 当該森林の

周辺の地城におレ`て土砂の流出又は崩鰻その他の災害を

発生させるおそれがぁること。

ーの二 当該開発行為をする森林の現に有ずる水害の防止

の機能からみて、 当該開発行為にょ り 当該機能に依存する

地域における水害を発生させるおそれがあるニと。

当該開発行為をずる森林の現に有する水源のかん賽の

機能からみて、 当該開発行為により 当該機能に依存ずる地

城における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがぁる

こと。

三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機

能からみて、 当該開発行為にょり 当該森林の周辺の地域に

ぉける環境を薯しく悪化させるおそれがある二と。
3 前項各号の規定の適用にっき同項各号に規定ずる森林の機

能を判断するに当たっては、 森林の保続培蔓及び森林生産力

の増進に留意しなけれぱならない。

4 第ー項の許可には、 条件を附することができる。

5 前項の条件は. 森林の現に有する公益的機能を維持するた

めに必要最小限度のものに限り、 かっ、 その許可を受けた者

に不当な義務を課するニととなるものでぁってはならない。
6 都道府県知事は、 第ー項の許可をしようとずるときは、 都

道府県森林審礒会及ぴ関係市町材長の意見を聴かなければな

らない。

(中略)
第2章の2 営林の助長及ぴ監瞥等
第ー節 市町村等による森林の整備の推造

(市町村森林整備計画)



第ー0条5 市町村は、 その区域内にぁる地域森林計画の対象

となっている民有林にっき、 5年ごとに、 当該民有林の属ず

る森林計画区に係る地城森林馨十画の計画期間の始期をその計

画期間の始期と し、 ー0年を一期とする市町村森林整備計画を

たてなければならない。 ただし、 地域森林計画の変更にょり

新たにその区域内にぁる民有林が当該地城森林計画の対象と

なった市町村にぁっては〟 その最初にたてる市町村森林整僑

計画にっしヽては当該地域森林計画の計画期間の終期をその計

画期問の終期と し、 当該市町村森林整備計画に引き続く吹の

市町村森林整備計画にっし`ては当該地域森林計画に引き続き

たてられる吹の地域森林計画の計画期問の始期をその計画期

間の始期と して` たてなければならなぃ。
2 市町村森林整備計画におぃては、 次に掲げる事項を定める

ものとずる〟

一 伐採、 造林、 保育その他森林の整備に関する墓本的事項

二 立木の標準伐期齢、 立木の伐採の標準的な方怯その他森

林の立木竹の伐採に関する事項 (間伐に関する事項を除

〈〟)
三 造林樹種、 造林の標準的な方法その他造林に関する事項

四 間伐を実施ずべき標準的な林齢、 間伐及ぴ保育の標蠣的

な方法その他問伐及ぴ保育の基準
五 公益的機能別施業森林区域及ぴ当骸公益的機能別施業

森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業

森林の整傭に関ずる事項
六 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に

閲する事項
七 森林施業の共同化の促進に閲ずる事項
八 作業路網その他森林の整備のために必襄な施設の整傭

に関する事項

九 鳥獣害防止森林区域及ぴ当該鳥獣害防止森林区城内に

おける烏獣害の防止に関する事項

十 森林病害虫の駆除及ぴ予防、 火災の予防その他の森林の

保護に関する事項 〈前号に掲げる事項を除く〟)
3 市町村森林整備計画においては、 前項各号に掲げる事項の

ほか、 次に掲げる事項を定めるよぅ努めるものとずる。

一 林業に従事する者の養成及ぴ確保に関する事項

二 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促

進に関する事項
三 林産物の利用の促進のために必要な施設の整傭に閲す

る事項

四 その他森林の整佛のために必要な事項
4 市町村森林整備計画は、 地域森林計画に適合したものでな

ければならない。
5 第4条第3項の規定は、 市町村森林整備計画にヮいて準用

する。
6 市町村は、 市町村森林整備計画の案をィ竿成しょう とすると

きは、 森林及び林業に閲 し学識経験を有する者の意見を聴か

なけれぱならない。
7 第6条第ー項及ぴ第2項の規定は、 第ー項の規定にょり市

町村が市町村森林整傭計画をたてる場合に準用する。 二の場

合において、 同条第ー項及ぴ第2項中 「都道府県知事」 とあ

るのは、 「市町村の長」 と読み替えるものとする。

8 市町村の長は、 当該市町村の区域内に第7条の2第ー項の
森林計画の対象となる国有林がぁるときは、 前項の規定によ

ー2。

り読み替えて準用する第6条第ー項の縦覧期間漕了後、 当該
市町村森林整備計画の案にっぃて、 必要に応じ、 関係森林管

理局長の意見を聴かなけれぱならない。

9 市町木‡は、 市町‡‡森林整備計画をたてょうとするときは、

第7項の規定にょり読み替えて準用する第6条第ー項の縦覧

期間満了後、 都道府県知事に協議しなければならなぃ。

ー。 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく 、

これを公表すると ともに、 都道府県知事 〈当該市町村の区城
内に第ー9条第4項の規定にょる通知に係る農林水産大臣の認

定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、

都道府県知事及び農林水産大臣) 及び関係森林管理局長に当

骸市町村森林整備計画誓の写しを送付しなけれぱならなぃ〟

二の場合においては、 第7項の規定により読み替ぇて準用す

る第6条第2項の規定により申立てがぁつた意見の要旨及ぴ

当該意見の処理の結果を幟て公表しなけれぱならなぃ。

(中略)
(森林の土地の所有者となった旨の届出等)
第ー0条の7の2 地城森林計画の対象となってぃる民有林にっ

いて` 新たに当該森林の土地の所有者となった者は、 農林水

産省令で定める手続に従い、 市町村の長にその旨を届け出な

けれぱならなぃ。 ただ し、 国土利用計画法 (昭禾ロ49年法律第
g2号) 第23条第ー項の規定にょる届出をしたときは、 この限

りでない〟

2 市町村の長は、 前項本文の規定にょる届出がぁつた場合に

おいて、 当該届出に係る民有林が第25条若しくば第25条の2
の規定にょり指定された保安林又は第4ー条の規定により指定

された保安施設地区の区域内の森林でぁるときは、 農林水産

省令で定めるとニろにょり、 都道府県知事に当該届出の内容

を通知しなければならなぃ。

(伐採及ぴ伐採後の造林の届出等)
第ー0条の8 森林所有者等は、 地城森林計画の対象となってい

る民有林 (第25条又は第25条の2の規定にょり指定された保

安林及ぴ第4ー条の規定によ り指定された保安施設地区の区城

内の森林を除く。) の立木を伐採ずるには、 農林水産省令で定

めるところにょ り、 あらかじめ、 市町村の長に森林の所在場

所、 伐採面積、 伐採方法、 伐採齢、 伐採後の造林の方法、 期
間及ぴ樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採

及ぴ伐採後の造林の届出書を提出 しなけれぱならない。 ただ

し、次の各号のいずれかに該当ずる場合は、この限りでなぃ〟

一 法令又はこれに基づく処分によ り伐採の義務のぁる者

がその履行と して伐採する場合

二 第ー0条の2第ー項の許可を受けた者が当該許可に係る

同項の閲発行為をするために伐採する場合

三 第ー0条のuの4第ー項 〈第ー0条のーーの6第2項におぃて

読み替えて準用ずる場合を含む。) の裁定(第ー0条の=の2
第ー項第ー号の契約の締結に閲するものを除く。) に墓づ

ぃて伐採をずる場合

四 第ー0条のー7第ー項の規定にょる公告に係る第m条のーs
第ー項に規定する公益的機能維持糟進協定 (その変更につ

き第ー0条のー8におし`て準用する第m条のー7第ー項の規定

による公告がぁったときは、 その変更後のもの) に基づい

て伐採する場合

五 第ーー条第5項の詔定に係る森林経営計画 (その変更にっ

き第ー2条第3項において読み替ぇて準用ずる第=条第5



項の規定による認定がぁったときは、 その変更後のもの)
において 定め られて いる伐採をする場合

六 森林所有者等が第49条第ー項の許可を受けて伐採する
場合

七 第ー88条第3項の規定に基づいて伐採する場合
八 法令によ りその立木の伐採にっき制限がぁる森林で農
林水産省令で定めるもの以外の森林 〈吹号において 「普通
林」 という。) であって、 立木の果実の採取その他農林水産
省令で定める用途に主と して供されるものと して市町村
の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにっ

き伐採ずる場合
九 普通林であって、 自家の生活の用に充てるため必栗な木
材その他の林産物の採取の目的に供すぺきもののぅち、 市
町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令
で定める基準に従い指定したものにっき伐採する場合

⼗ 火災、 風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供ずる
必要がある場合

十一 除伐ずる場合

十二 その他農林水産省令で定める場合
2 森林所有者等は、 農林水産省令で定めると二ろにょり、 前
項の規定にょ り提出された届出書に記載さ九た伐採及ぴ伐採
後の造林に係る森林の状祝にっいて、 市町村の長に報告しな
ければならない。

3 第ー項第十号に掲げる場合に該当 して森林の立木を伐採し
た森林所有者等は、 農林水産省令で定めるところにょり、 市
町村の長に伐採の届出蓄を提出しなけれぱならない。

〈後略)

】2_



(ー2) ‥業振興地域の備鬱こ関する法律 〔抄〕 化その他農業上の利用の調整 (農業者が自主的な努力にょ

り相互に協力 して行う調整を含む。) に閲ずる事項

【昭和44年法律第58号】 四 農業の近代化のための施設の整備に関ずる事項

最終改正 : 平成27年9月 4 日号外法律第63号 四の二 農業を担うべき者の育成及ぴ確保のための施設の

整備に関する事項
五 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項で、 農業

(前略) 経営の規模の拡大及ぴ晨用地等又は農用地等とすること

第3章 巖業振興地域の指定等 が適当な土地の農業上の効率的かっ總合的な利用の促進

と相まって推進するもの

(農業振興地域の指定) 六 農業構造の改善を図ることを目的とずる主と して震業
第6条 都道府県知事は、農業振興地城整備基本方針に基づき、 従事者の良好な生活壌境を確保するための施設の整備に

一定の地城を農業振興地域と して指定するものとする。 閲する事項

2 農業振興地城の指定は` その自然的経済的社会的諸条件を 3 農業の振興が森林の整傭その他林業の振興と密接に閲運す

考盧して一体と して農業の振興を図るニとが相当でぁると認 る巖業振興地城における農業振興地城整傭計画にぁっては、

められる地域で、 吹に掲げる要件のすべてをそなぇるものに 前項第二号から第六号までに掲げる事項を定めるに当たり、

っいて、 す る ものとず る〟 ぁゎせて森林の整傭その他林業の振興との関連をも定めるも

⼀ その地城内にある土地の自然的条件及ぴその利用の助 のとずる。

向からみて、 農用地等と して利用ずべき相当規模の土地が 4 市町村は、 第ー項の規定にょり農業振興地城整備計画を定

ぁること。 めょう とするときは、 政令で定めるとニろにより、 当該晨業

二 その地城における農業就業人ロその他の農業経営に関 振興地域整備計画のぅち第2項第一号に掲げる事項に係るも

する基本的条件の現況及ぴ将来の見通しに照らし、 その地 の (以下 「農用地利用計画」 という。) にっいて、 都道府県知

域内における農業の生産性の向上その他巖業経営の近代 事に協譲し、 その同意を得なければならない〟

化が図られる見込みが確実であること。 (中略)
三 国土賓源の合理的な利用の見地かちみて、 その地城内に 第5董 土地利用に関ずる措董

ぁる土地の農業上の利用の髙度化を図ることが相当でぁ (中略)
ると認められるニと。 (農用地区城以外の区域内における開発行為にっいての勧告等)

3 農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和43年法律第ー叩号) 第ー5条の4 都道府県知事等は、 農業振興地域の区域のぅち農

第7条第 ー項の市街化区域と定められた区域 (同法第23条第 用地区域以外の区域内におしヽて開発行為を行っている者がぁ

ー項の規定による協講を要する場合にぁヮては、 当該協礒が る場合におぃて、 その開発行為により、 農用地区域内にぁる

讀つたものに限る。) にっいては、 してはならない〟 農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若し

4 都道府県知事は、農業振興地域を指定しょ ぅ とするときは、 く は糞畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、 又は

関係市町村に協議しなければならない。 農用地区域内にぁる農用地等に係る農業用用排水施設の有す

5 農業振興地城の指定は、 農林水産省令で定めるとニろによ る機能に著しい支障を及ぼすニとによ り、 農業振興地城整傭

り、 公告して しなければならなぃ。 計画の達成に支障を及ぼすおそれがぁると認められるときは`
6 都道府県知事は、 農業振興地域を指定したときは、 農林水 農用地区域内にぁる農用地等の農業上の利用を確保するため

産省令で定めるところにょり、 遅滞なく、 その旨を廣林水産 に必要な限度において、 その者に対し、 その事態を除去する

大臣に報告しなけれぱならない。 ために必要な措ーを講ずべき二とを勧告することができる。

(中略) 2 都道府県知事等は、 前項の規定にょる勧告をした場合にお

第4董 農業振興地域整備計画 いて 、 その勧告を受けた者がその勧告に従ゎな~`ときは、 そ
(市町村の定める農業振興地域整傭計画) の旨及ぴその勧告の内容を公表することができる。

第8条 都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区城の全 (後略)
部又は一部がその区域内にぁる市町杓は、 政令で定めるとこ

ろにより、 その区域内にぁる農業振興地城につし`て農業振興

地域整備計画を定めなけれぱならなぃ。
2 農業振興地域整傭計画においては、 次に掲げる事項を定め

るものとする。

一 巖用地等と して利用すべき土地の区域 (以下 「農用地区

城」 という。) 及ぴその区域内にぁる土地の農業上の用途区

分
二 農業生産の基盤の整傭及び開発に閲する事項
二の二 晨用地等の保全に関する事項

三 農業経営の規槙の拡大及ぴ農用地等又は農用地等とす

るニとが適当な土地の農業上の効率的かっ総合的な利吊

の促進のためのこれらの土地に閲する権利の取得の円滑

ー22



(ー3) 沖纏県漁業調整規則 〔ヂ少]

【昭和47年9月ー2日規則第ー43号】

最終改正 : 平成20竿3月29日規則第36号

第 ー 章 総則

(目的)
第ー条 この規則は、 漁莱法 (昭和24年法律第267号) 及ぴ水産
資源保護法 〈昭禾ロ26年法律第3ー3号) その他漁業に閲する法令
とぁいまって 、 沖繩県における水産賓源の保讃培糞、 漁業取
締りその他漁業調整を図り、 併せて漁業秩序の確立を期ずる
ことを目的とする。

(中略)
第3章 水産資源の保護培賽及ぴ漁業の取締り等

(中略)
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第3g条 漁業権の設定さ九ている漁場内~`て岩礁を破砕し、
又は土砂若しくは岩石を採取しょう とずる者は、 知事の許可

を受けなけれぱならなぃ〟

2 前項の規定にょり許可を受けようとする者は、 第9号様式
にょる申謂薔に、 当該漁場に係る漁業権を有する者の同意薯
を添ぇ、 知事に提出Lなければならない〟

3 知事は、 第ー項の規定にょり許可ずるに当たり、 制限又は

条件をっける二とがぁる。
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